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はしがき

私が，木材市場の研究とかかわりを持ち始めたのは，修士論文作成の過程からである。山

形県の圧内地方を事例として作成した修士論文では，製材業を中心的な市場機能担当者とする

木材市場が，外材輸入の増加のもとでどのような変貌をとげたか，またそれが圏内の林業生産

の構造にどのような影響を与えているのかが，その時の問題意識であった。

昭和47年に博士課程に入学し， 研究課題を 「北海道における木材市場の史的展開に関す

る研究」とした。現在，外材輸入の増加を軸として議論されている木材市場論の，本質的な問

題の所在を明らかにするためにも，私なりに一度木材市場の歴史的展開を整理し具体的に検討

する必要があると考えたからである。圏内木材市場の急速な変貌過程の分析を，木材市場論の

今日的課題とすべきであることは，当然のことであるが，あえて迂遠とも思われる木材市場の

史的展開の分析を課題としたのは，そうした課題設定のもとでの研究を経ることなくおこなわ

れる木材市場の現状分析が，皮相的な理解に陥り易いことを恐れたからである。

昭和47年の秋， 外国産輸入チップの国内チップ生産に与える影響を調査するために， は

じめて鵡川流域河口の鵡川町と沙流川流域河口の門別町の，チップ生産業を兼営する製材工場

を訪ずれた。鵡川，沙流川流域の林業生産，製材業の展開に着目したのは，この頃からであり，

両流域を事例とし上記の課題にそった研究の準備を始めた。本論文の作成に至る過程で，一つ

の画期をなしたのは，和孝雄氏，石井寛氏，秋林幸男氏(大学院生)，餅田治之氏(大学院生)，

そして私の 5人の共同研究による論文「戦前期における鵡川流域の林業展開J(W北海道大学農学

部演習林研究報告』第 31巻第3号昭和49年)の作成であった。経済主体別に執筆分担をきめ，そ

れにそった調査をおこない，日常的に討論をくり返すという形ですすめられたこの研究は，本

論文の作成のために大きな足がかりとなってくれた。

この論文の作成のために，両流域各町村，札幌営林局，旭川営林局，金山営林署，鵡川営
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林署，日高営林署，振内営林署，北海道総合経済研究所，北海道ノ~}Vプ材協会，三井物産林業，

高谷木材，坂本木材その他流域の製材業者，林業関係者の方々から多くの御協力と御教示をた

まわった。

林政学教室の小関隆族教授，霜鳥茂助教授，石井寛助手，演習林の和孝雄講師，森林経理

学教室の谷口信一教授，有永明人助手には終始御指導をいただき，研究のための良き環境を作

っていただし、た。また，林政学教室大学院生諸兄には時と場所を選ばず討論の相手となってい

ただいた。ここに記して，心からの謝意を表するものである。なお，本論文は「北海道大学審

査学位論文」である。

1.序論

1) 標題の設定

世界史的にみれば，日本は後進資本主義として成立した。そして，園内市場が充分に発展

していなかったために後進資本主義国の辺境として存在した北海道における林業生産は，はじ

めからその市場を外国に求めざるをえなかった。西欧諸国におし、て資本主義がすでに自由主義

の段階から帝国主義の段階へ移行しつつある時期に生成，発展をみた日本資本主義は，すでに

高度に発達していた外国の工業技術を輸入するというかたちでしか，成立しえなかったと同時

に，農民層の分解が極めて不徹底のままに成立せざるをえなかった。こうした園内市場の狭陸

性のために，成立期の日本資本主義は，市場を求めて中国大陸への進出，そして園内で生産さ

れた製品の外国輸出を重視せざるをえなかったのである。

大正初期までの北海道における林産物の外国輸出のウエートの高さは，日本資本主義の展

開の特殊性に大きく規定づけられたものと考えなければならない。三井物産株式会社(以下三

井物産と略称)を中心とする枕木の外国輸出，松角を中心とする天塩材の大陸輸出が，まさに

そうした意味あいをもつものであり， また明治20年代に始まった燐寸軸木， 白楊材の内地移

出も次に示すように同様の意義をもつものであった。つまり，明治 20 年~40 年代の繊維，雑

貨を中心とする日本資本主義の輸出のなかで，とくに雑貨工業のなかで最も重要な位置を占め

たのは， 燐寸製造業であったからである。 f20年代から 30年代にかけても多少の消長はあっ

たが輸出は，いちじるしく増大し， 35年の輸出額は約945万円，全輸出額の 3.2.%に達し，生

糸，絹織物，絹糸につくや地位をしめた。できあがったマッチの過半数は外国市場に送られ明治

23年には，総生産量の 51%，30年には81%，40年には59%l)が輸出されていたのである。

明治 40年代に入り拡大した北見材=中丸太を中心とするいわゆる北洋材の原木内地移出も同

様の意義をもつものであった。すでに名古屋市場などで，内地ツガ材を利用して展開していた

輸出向けの製函工業は，その資源の減少，木材価格の高騰とともに，代替材として北見地方の

中丸太などトドマツ原木の内地移入を急激に拡大させていったからである。
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このように， 明治30年代に入り本格化した北海道の林業生産は， ほぼ大正期の中頃まで

占本圏内市場の狭硲性，さらに日本資本主義の辺境として位置した北海道内での木材市場の未

成立ないしはさらなる狭臨性に規定されて展開したのであり，当初から木材の商品化を目的と

して展開した北海道の林業生産は，中国大陸，さらにはヨーロッパ諸国など外国をその販売市

場として成立せざるをえなかったのである。

北海道の製材業をも含めた木材加工資本および木材市場の史的展開を対象とした研究の

代表的なものとして，小関降棋氏の「北海道林業の発展過程J([f'北海道大学演習林研究報告』第 22

巻第1号，昭和37年，とくに第2章「採取林業の展開過程J)と，萩野敏雄氏の「北洋材経済史論J(昭

和32年，とくに第 1章「北海道森林開発の展開過程J)とがある。両論文とも道内の木材加工資本，木

材市場そのものを対象としているわけではないが，それらに関していえば，小関論文において

は「明治維新から現在の北海道林業が出発し，しかも主として外側からの働きかけによって発

展したものと考えて， この観点を北海道林業史研究の第 1段階J2)としてとらえ， また萩野論

文が，大正中期までを，燐寸軸木，枕木時代，天塩材時代，明治 40年~大正 7年を中丸太生産

の開始=北見材時代の形成として整理され3)，外国および内地市場に対応した内地資本を主制!

とする林業生産，木材加工資本の成立，展開を分析された。

しかしながら，明治期から大正後期までの，北海道林業の発展を総体として把握するとい

う小関論文の性格から，また，明治期から第2次大戦期までの北洋材輸移入と内地木材市場の

関連の分析に主眼をおく萩野論文の性格から，北海道内でとくに大正中期以降著しく増加した

地場の木材加工資本とくに製材業の分析は，ほとんど捨象されてきた。

そのために，両氏の研究のなかで残された重要な課題のひとつとして設定されるのが，地

場の木材加工資本，とくに製材業の史的展開に関する研究である。

地場の製材業の史的展開を研究するために，まず第 lに検討しなければならないのが，北

海道における固有林，道有林，私有林の林業経営の形成，展開と，地場の製材業がどのような係

わりをもったか，である。つまり，地場の製材業の展開に林業経営の形成，展開がどのような

規定性をもったか，あるいはそれらがどのような相互関連性をもったかで、ある。第2に，明治

後期から大正中期にかけての北海道を原木生産地とし，外国，内地をその消費地として，三井

物産など内地資本が形成した木材市場と，また内地資本，地場資本が作りだしていった道内木

材市場の形成と，地場の製材業がどのような係わりをもったか，である。この点につし・て少し

敷延しておこなれ道内での国家資本の投下を馳とする交通手段とくに鉄道の発達(明治前期

の炭鉱を中心とする鉱山開発を目的とした地域的なものから明治 30年以降大正初期にかけて

はより全道的に展開)，道内人口の増加と定着(明治21年 35万人から同 31年85万人，大正2

年 180万人，同 9年236万人)とくに函館市，小樽市，札幌市，旭川市，室蘭市， ~II路市など

都市人口の増加(大正 9年にはこの 5都市で512千人)を背景として，大正中期以降，製材業

を中心とする地場の木材加工資本の広範な成立がみられる。したがって北海道内で生成した地



鵡川， 1:少流川流域における製材業および木材市場の史的展開に関する研究 (成田 5

場の資本が，大正中期までの外国市場，内地市場と対応して展開した内地の商業資本，産業資

本といかなる係わりのもとに成立したのかをもふくめて，明治後期以降の地場の製材業の展開

を具体的に検討していく必要がある。

第1，第2の点については，地場の製材業それ自体の歴史具体的な展開を中心に据え，そ

れを軸として検討していく必要があろう。そしてそのことは，地場の製材業を中小企業のひと

つとしてとらえ，つまり帝国主義段階における中小企業問題，独占資本による支配，収奪の対

象としてつねに再生産される中小企業のひとつとして製材業をとらえ，その具体的な支配，収

奪のメカニズムを明らかにするために必要な課題でもある。

こうした課題の設定にそって，地場の製材業が，どのような歴史的展開をとげたか，以下

本論で，北海道の鵡川，沙流川流域の 6カ町村(鵡川町，穂別町，占冠村，門別町，平取町，

尽高町)一図参照ーの林業生産，製材業を事例として検討していくことにする。

N
t

①
 。

札幌

15 ..... 30km 

鵡JII，沙流川流域各町村の位置図

鵡川，沙流川両流域を事例としてとりあげたのは，流域を林業生産のひとつの大きな地域

単位としてとらえることが重要であると考えるからである。明治期から大正中期にかけての農

業開拓の外延的拡大の過程での林業生産も含めて，北海道の林業生産の場は，河川流域をひと
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つの地域単位として展開したといえよう。 明治 30年代後半から本格化した北海道の林業生産

は，生産された商品の消費市場への輸送手段の発展と関連させてみると，河川流送と船舶を輸

送手段とした沿岸線上及び河川流域での地域的な林業生産から，河川流送と鉄道を輸送手段と

した全道的な林業生産へと拡大した。農業開拓の外延的拡大の過程と土地利用区分の確立と

ともに，また鉄道敷設の拡大とともに，河川流送は徐々に縮少していったが，戦前期において

は，依然林業生産の部分工程として大きな位置を占めていた。つまり，北海道の林業生産は，

与件としての森林の自然状態に大きく規定され，またそれを利用する形で展開したのである。

さらに戦後のトラック運材と林道網の拡大の過程においても，流域を林業生産のひとつの地域

単位とすることを全面的には克服しえなかったのである。

このように流域を林業生産の地域単位としてとらえると同時に，流域を一定の経済活動の

場として成立，展開した地場の製材業が，そこでの林業生産のありように規定され，また反面

そこでの林業生産のありょうを規定していくとL、う相互規定の関係をとらえることが必要とな

ってくる。

そうした意味で，明治 30年代末から現在まで林業生産地としての位置を保ち続けた鵡川，

沙流川流域の地場の製材業，木材市場の歴史的な展開を検討することは，北海道における地場

の製材業，木材市場の歴史的展開のひとつの典型を示すことにもなるのである。

2) 北海道製材業の沿革

① 官営工婦とその払下げ

北海道の製材業は，北海道開拓使により建設された官営工場にその端を発する。 r北海道

開拓使は，本道開拓を始めるに当たってとくに道路，橋梁，屋舎等を早急に造営するため，機

械力による製材の必要を痛感したので……(中略)……五月(明治五年一筆者)より，札幌東創成通

(現在東一丁目)南一条より北一条に至る三丁余四方を機械場設置の地と定め，工業課を設け，ま

ず蒸気，水車両機械の建設に着手し，同年七月蒸気木挽所を，翌年五月水車機械所を完成した。

八年六月には木工場を設け，九年五月木材乾燥所を加設した。また七年には室蘭，十二年には

石狩国当別及根室国根室にそれぞれ木挽場を建設した。J4)明治初期，豊富な森林を擁した北海

道においては開拓のためにその有効的な利用が痛感されつつも，日本資本主義がいまだ資本の

原始的蓄積の途上にあり，内地からの資本の導入による製材業の成立は望むべくもなく，北海

道においても内地同様に先進諸国から近代的な技術，機械を輸入移植し，資本制生産の助長に

つとめなければならなかった。また，この期官業として製材工業機械，技術が外国より導入さ

れたのは北海道だけであった。

鉱山，製鉄，鉄道，電信，土木，造船，製作，測量などきわめて広範囲にわたった官業の

創設は， 明治政府の意図に反し， 会計上巨大な損失となり明治14年官業払下の方針が決定さ

れた。それにすこしおくれて道内各地の官営製材工場は， 明治 19年9月に根室木挽所が， 20 

A 
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年に札幌木挽所，厚別水車木挽所がそれぞれ民聞に払下げられ5}，民間製材業の展開の基礎と

なったと考えられるが，これらの工場は明治 30年噴まで停滞を続けた。明治 20年代中頃まで

は r北海道製材業は未だ聞けずして，函館，小樽は勿論，東西海岸一帯の土地は主に秋田の

杉板を使って居った為め， 能代より北海道に出る板は， 臨分多額に上った……」めとあるよう

に函館，札幌，小樽などは，木挽生産による秋田杉材の製材品市場であった。北海道は，豊富

な森林が存在していたにもかかわらず明治 30年まで木材製品は移入超過であった。7)

② 日清，日露戦争を契機とする製材資本の成立

海外市場とくに清国市場の獲得を企図してひきおこされた明治 27年の日清戦争の戦勝の

結果，日本は償金2億3千万両をえて金本位制を確立するとともに拡大された市場を背景とし

て綿糸紡績業，製糸業，織物業，製糖業，製紙業の軽工業部門，軍事工業と関連する機械工業，

鉄鋼業などの重工業部門における産業資本の確立をみることとなった。清国への北海道木材の

輸出は，明治 25年に新松目洋行によってはじめておこなわれ，日清戦争後明治 29年よりそれ

が本格化し，その後ロシアが東支鉄道の建設のために北海道材の輸入をあおぐことによりさら

に拡大したへまた，同様に北海道材の内地移出も明治 29年より急速に増大し，同 30年以降

移出超過となるとともに木材，燐寸軸木原料，鉄道枕木などの内地市場向けの木材及び木材加

工品生産地となっていった。日清，日露戦争後の外国，圏内市場の拡大を背景として道内の製

材業は r32年小樽入船木工場(後に小樽木材会社第 1工場)の設立 33年釧路における釧勝

工業会社，天塩木材会社の設立， 34年小樽新富製材所(小樽木材会社附属工場)， 35年三井物産

砂川木挽工場の創立……(中略)……37年小樽信呑製材工場， 39年小樽木材会社設立その他道内

各地に多くの工場，会社等が設立された。さらに 40年札暁木材会社製材工場(元重谷木工場)，

伊藤組落合製材所及び帯広本名木工場， 41年札幌大場木工場，函館浜岡製材所，上川地方には

松井， JII北木工場等， 42年伊藤組製材所，岩見沢北海製材所， 43年札幌大島，大星製材工場

その他各地に相いついで設立を見，製材を主とするもののみでも， 全道にその数 40を超ゆる

に至った。/)

以上のように明治 30年代から 40年代にかけて道内各地に成立した製材業について整理し

たのが第 1表である。同表は， 明治 44年当時北海道に存在した支庁別の製材工場数，そして

動力数を示すとともにその創業年月を示したものである。明治44年に 73工場(無動力の工場

3工場を含む)が稼動しており，その創業年月は，大半が日露戦争後のことであった。これは，

日露戦争による朝鮮，満州市場の獲得が，北海道材に商品性を附与するとともに道内製材工場

の急速な拡大の契機となったことを示している。地域的には，北海道開拓のはやかった函館市，

札幌市，胆握支庁，空知支庁での製材業の成立が多いが，明治末期までには鉄道敷設の拡大な

ど交通手段の発達により，上川支庁，十勝支庁など道内でもさらに辺境の地域にも製材工場の

成立がみられた。 また，工場規模からみると，製材工場は明治 40年代には，三井物産，天塩
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第1表 明治44年支庁別製材工場数，職工数，動力数

創業年月別工場数 動力使用別
職工数 労働人夫

工場数 | 明治| 明治 使用|非使用|使用工場 総(女子)数 総数
明治28年29-38年39-44年 工場工場 の基数 (女子)

馬力

キL 幌 市 6 1 5 6 12:684 83 (十) 49 (ー)

函 館 市 12 12 12 14:291 54 ( 2) 44 ( 4) 

樽 市 5 2 1 2 2 3 4:170 189 (ー)

胆振支庁 9 9 9 11:391 104 ( 5) 75 (12) 

石狩支庁 1 1 1 2: 65 15 ( 3) (一)

空知支庁 12 1 11 12 15:859 159 (59) 247 ( 7) 

後志支庁 6 1 5 6 7:133 40 (ー) 12 (ー)

上川支庁 9 1 8 9 10:298 124 ( 5) 67 ( 7) 

十勝支庁 5 1 4 5 8:111 32 ( 2) 4 (一)

網走支庁 3 3 3 4: 90 70 ( 5) 13 (ー)

釧路支庁 4 2 2 4 7:366 81 (一) 41 ( 3) 

根室支庁 1 1 1 1: 18 4 (ー) 3 (ー)

日高支庁 2 1 1 2 2: 34 10 ( 1) 64 ( 7) 

留萌支庁 1 1 1 1: 75 28 ( 3) 11 ( 3) 

I 76 J 2 I 9 L_~_J_~L~_J 98:3，叫 993(8引叫3)
一工場

使用職工数別工場数 (職工数)(馬力数)

就当業日数り 制人|ル | 
以上 500人

50-100人 10-50人 10人以下

札 幌 市 314 
ω人)馬力
2 ( 60) 525 23人)馬力4 ( 23) 159 

函 館 市 211 1 (12) 30 11 ( 42) 261 

樽 市 295 64人)馬力1 (64) 0 1キ 3 (115) 170 1* 1 ( 10) o 1* 
胆振支庁 247 2 ( 62) 215 7 ( 42) 176 

石狩支庁 330 1 (15) 65 

~知支庁 259 1 ( 70) 534 3 ( 55) 157 8 ( 34) 229 

後志支庁 227 1 ( 20) 100 5 (20) 33 

上川支庁 261 1 ( 55) 110 3 ( 42) 150 5(27) 38 

十勝支庁 176 2 (22) 65 3 (10) 46 

網走支庁 263 2 (60) 88 1 ( 10) 2 

釧路支庁 282 3 ( 77) 349 1 ( 4) 17 

恨室支庁 315 1 ( 4) 18 

日高支庁 202 2 (10) 34 

留萌支庁 335 1 (28) 75 

言十 3 (189) 644 I 24 (5侃)1，989 I 49 (2机 0

注)湯沢 誠. r北海道農業論序説J，昭和29年6月， r附表5，明治44年支庁別業種別工場数，職工数，
動力数」より作成。

原典は「北海道庁統計書」。

*は無動力の工場を示す。
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木材(明治 39年以降小樽木材に継承された)， 秋田木材など内地資本により経営された大規模

工場と，内地資本より時期的に若干おくれて成立した地場の零細な製材工場の併存という形が

できあがっていたことを物語っている。

しかしながら，この期の製材業の展開の主軸をなしたのは，三井物産，天塩木材，小樽木

材，秋田木材などであった。これら内地資本の製材業を少し詳しく述べておこう。

三井物産

三井物産は，明治 35年に中国大陸向けの鉄道枕木の輸出を開始するとともに，同 36年砂

川市に製材工場を設立した。建設当初の工場関力馬力数は， 220馬カ，労働者数は，職工 30名，

雇人夫25名(その他に臨時雇用あり)，事務員2名であった。工場原木は，空知111，雨竜川河

岸，音江村で伐採のうえ砂川市まで流送された。また鉄道沿線からの原木購入もあった。三井

物産の鉄道枕木の生産，輸出の拡大により，それまで鉄道枕木輸出の中心であった外国業者と

その下請生産は，排除されていった10)。

日露戦争後 r製材は多く軍需品を主とし且つ清韓地方において本道材の需要漸次増加し

来りまた，北海道炭破鉄道株式会社業務拡張に伴う枕木材の供給倍加したるを以て蕊に工場の

規模を拡張しJll)tこ。工場動力数は，原動機汽機428馬力 1基，同 80馬力 1基，発電機 45kW，

16kW各 1基と一挙に大規模化した。それとともに製材生産品目も，建築用，家具用，枕木，

下!駄棒，板類等と多様化した。その後明治 41，42年の不況期に規模は若干縮少するものの，

機械設備はむしろ改良きれ，また大正元年には，製材職工 197人と目立職工，機関職工その他

を含め 529人の工場労働者を擁していた。工場原木の生産地は，空知川1，雨竜川など石狩川支

流河岸地域からさらに上川，天塩，十勝などの鉄道沿線地域へと拡大した1Z)。明治末期の同工

場の製材生産量は，第 2 表に示したように 15 万石~20 万石と極めて多量であり，また明治 39

年から始まった欧州向製材品(ナヲなどの広葉樹材)の生産は，明治 41，42年の深刻な不況期

における減少はみられるものの大正元年には約6万4千石へと急激な増加を示した。

第2表 明治40年代の三井物産砂川工場の製材生産量

欧州輸出堅木挽材 建築その他普通挽材 言十

(石) (石) (石)

明治 39 年 7，083 112，402 119，485 

40 54，915 144，783 199，698 

41 18，875 101，315 220，190 

42 20，236 131，786 152，122 

43 41，034 108，879 149，913 

44 52，392 101，944 154，356 

大正元年 63，837 99，118 162，955 

注) 北海道庁拓殖部. r三井物産株式会社砂Jl¥木挽工場概況J，Ii殖民公報.!l，第72号，大正2年， p.40 
より引用。
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さらに三井物産は，大正元年に野付牛(現在の北見市)に工場新設を計画するとともに「従

来砂川村に木工場を設け盛んに製材しつつあるも近来需用の増加とともに札幌その他の地方に

おける個人経営の木工場とも特約の下に製材せしめつつJ13)あり，道内でこの期成立しはじめ

た地場の零細な個人経営の製材工場を系列下に組み込み賃挽工場として支配し，内地，外国市

場向け製材品販売量の拡大はかった。

天塩木材株式会社と小樽木材株式会社

天塩木材は，明治 33年5月の設立で，資本金 15万円，株主は，大倉喜八郎のほか 12人

で小樽市入舟町に本社をおいた。同社は，主として天塩地方での素材生産を目的として設立さ

れ，また明治 34年8月から出力数28馬力，職工37人，人夫 10人の製材工場が，小樽市入舟

町で生産を開始した14)。こうして，同社は，内地および中国大陸市場向けの木材生産を目的と

し，当初天塩川流域での素材生産をおこない，いわゆる「天塩材時代」を形成した。日露戦争

後，同社の生産は，急速に拡大した。ちなみに，明治 36年と同 38年の同社の木材生産量をみ

ると， 36年の角材32，405石，丸太 16.832石，下駄棒 161，250本から， 38年には， 松角 84，561

石，雑木角21，419石，丸太29，165石，枕木 410，965本，製材 36，675石と，いずれの材種にお

いても急激な生産の増加を示した。とくに，中国大陸向けの枕木生産の増加は著しく，その生

産は，生産地を道内各地の鉄道沿線上に拡大しておこなわれた15)。

明治 39年に天窓木材は解散し，同社の事業は新設の小樽木材に引継れた。「小樽に本社を

置く天塩木材会社は資本金二十万円にて殆んど大倉組の専有物の如くなりしも林業界の発展に

伴ひ業務拡張の必要あり寿々一昨十二日東京に於て開催せる株主総会に於て解散を決議し其変

体として更に小樽木材株式会社なるものを創立し資本金百五十万円を投ずる事J16)になった。

日露戦争後，中国大陸市場の獲得により，道内での木材生産とその輸出をもって莫大な利益を

あげた天塩木材は，さらにその事業を拡大するために解散し，小樽木材に改組されたのである。

天塩木材の全事業を継承した小樽木材は r幼年の 4月から 8月までの 5カ月間の各業者

取扱量は枕木では三井物産53%，小樽木材 30%，木材板類で三井物産45.55'6'，小樽木材28%で

あったJ17)といわれるほどに，三井物産とならんで木材貿易における独占的地位をきずいたc

それとともに，小樽木材は，明治40年に紋別郡雄武村に，動力数 100馬力，職工 32名，労働

人夫 55名の製材工場を，同 42年に小樽市真栄町に動力数 50馬力，職工 24名，労働人夫 1名

の製材工場を設立した18)。 しかしながら日露戦争後， 明治 40年秋からの世界的不況により直

接的打撃をうけた小樽木材は， その後経営不振におちいり， 明治 43年に小樽市真栄町の製材

工場の操業を中止させ，大正2年の前期に 12万余円の欠損金を生じ解散した19)。

秋田木材株式会社

三井物産，小樽木材とならんで明治 40年代に内地資本により経営されていた製材工場と
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して秋田木材株式会社があげられる。秋田木材は，すでに我国屈指の製材資本として有名であ

った。北海道においては，宗谷郡猿払町で明治39年 11月からエゾマツ， トドマツの素材生産

を納めた。同地では，明治 40年3月に北見出張所を設け，大正2年までに約60万石の素材生

産地をおこなった。素材生産は，北見組合牧場(猿払)，大倉牧場(知来別)などの牧場地上の

立木を対象とするものであった。生産された角材は，大連，営仏大阪，長崎，丸太は，大阪

にそれぞれ販売された20)。

ついで明治41年5月に根室郡厚別に出張所を設け，同年11月に動力数140馬力，職工20

名，人夫 25名の製材工場の操業が開始された。さらに，大正2年11月に宗谷郡稚内町に動力

数280馬力，職工，人夫数70名の製材工場の操業が開始された。工場原木は，いずれも附近

の牧場地上の立木の購入，固有林立木の購入によるものであり，稚内工場では固有林から，大

正2年から 8カ年の年期特売 (1カ年払下量4万尺締)をうけていた。その製品販売市場は，朝

鮮，中国大陸を大部分とし，残余を地元および道内都市に船舶輸送し販売していた21)訓。

このように明治初期から同 20年代にかけての日本資本主義の原始的蓄積の過程を経て，

資本の蓄積をおこなった内地資本は，日清，日露の戦勝を契機として，またそれによって拡大

された外国市場(とくに中国大陸の)を背景として北海道に資本投下をおこないはじめ，その

ひとつとして製材業，素材生産業があった。三井物産，天塩木材，小樽木材，秋田木材の事例

によって具体的にみてきたように，内地資本による素材生産，製材工場の設立は，一方でみず

から確保した船舶を輸送手段として天塩沿岸，北見沿岸，根室沿岸(河川流域をも含めて)と

海岸線ぞいに拡大し，他方で国家資本の投下，内地鉱山資本の投下による鉄道敷設の拡大を利

用しつつ，大正初期までには全道的なひろがりをみせた。

③ 第 1次大戦後の地場製材業の増加

こうした内地資本による製材工場経営の拡大は，大正期に入ってからも続いた。一方，す

でに明治 40年代には， 成立をみせはじめた道内の地場資本による製材業は， 第 1次大戦後の

未曽有の好景気のもとに， r各地に工場を新設，増設するもの俄かに多きを加え，大正5年16，

6年24，7年21，8年33，9年20と主主5年聞に114工場を増し， これ等工場はいずれも，旭川

方面，野付牛・網走方面あるいは宗谷線等原木生産地に進出し，その中には三井物産，大日本

木管会社，伊藤組，松岡，新宮商行，秋田木材，札幌木材，新田ベニヤ，松浦木材等基礎堅実

なるものがあったが，当時の好景気につられ，いわゆるー獲千金を夢みて着業したものも少く

なかった。」お)とあるように，大正期に入るとひとり内地大資本による製材業のみならず，北海

道内での一定の資本蓄積のもとに生成した地場の資本ともいうべき，製材業が急速に増加して

いった。

第 3 表~ì.，道内で成立した地場の製材業のいくつかの事例を系譜により整理したものであ

る。同表では，内地府県での職業はわからないが，その多くは明治20年代までの資本の原始
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第3表 明治後期から大正期の

氏 名 |所在地| 渡道時期と職業 ~明治37年 ~大正3年

川崎徳三郎 利別村 明治23年・農 業

早川市郎右衛門 湧別村 明治31年・農 業 澱粉製造業 製材業

八回民五郎 札幌市 札幌市生れ・農 業 製材業

遠藤八三郎 札幌市 明治31年・商 業 木材商

市村信次 函館市 明治14年・商 業 木材商 製材業

佐 藤 勉 和寒村 明治39年・商 業 木材商 製材業

稀玉菊治 伊達村 明治35年・商 業 荒物雑貨商 製材業

問中喜代松 旭川市 明治25年・商 業 木材商 製材業

花粉富太郎 旭川市 明治25年・商 業 金物商 醸造業，倉庫会社，製材業

伊藤亀太郎 札幌市 明治18年・大 工 土建業，木材業 製材業

関 直右衛門 札幌市 明治34年・土木請負 天塩木材会社の造材請負 王子製紙の専属造材請負

大星鶴松 札幌市 明治23年・土建請負 土建業，製材業

水上政治 名寄町 明治36年・土建請負 土建請負業，製材業

後藤豊吉 札幌市 明治27年・農場管理人 木材会社社員 製材業

瀬崎初三郎 函館市 明治28年・木材商雇人 製材業，建築請負業

田中乙吉 瀬棚村 明治13年・魚場雇人 呉服反物行商 呉服反物雑貨商，木材商 l

竹野繁次郎 岩見沢町 明治33年・商庖庖員 製材業

佐 藤 隆 留萌町 明治33年・会社員 土建業，鉄工業，製材業

駒井伴平 帯広町 明治34年・魚 業 木材会社社員 木材商

注)金子信尚. I第弐厭 北海道人名辞典J，大正12年. および
北海道庁拓殖部. I国有林事業成績，第三次，大正 12年」大正 13年. より作成。

的蓄積の過程，それに引続く農民層の分解によりはじきだされ渡道した人々であろうことは容

易に想像されるところである。ここでは，渡道後なんらかの形で一定の資金蓄積の後に製材工

場の経営を開始したものを I地場の製材業，製材資本」と称することにする。地場の製材業

の系譜は，渡道時期の職業を目安とすると，農民系譜，商人系譜，大工，土建請負業者系譜，

雇人，商庖庖員系譜の 4つに類型化できる。この 4つの系譜類型のうち，どの系譜が，地場製

材業の主要な系譜であるかは，同表からだけでは正確にいうことができないが，農民系譜の地

場製材業は少なく，商人系譜それも木材商および土建業者の系譜が多かったと考えてし、し、だろ

う。また雇人，商庖庖員の系譜も同表でみるかぎりその展開のなかで土建業，木材商との関連

が多い。これら荷人，土建業系譜の地場製材業は，製材専業の資本へと展開したのではなく，

むしろ木材商，土建業の経営展開の結果製材工場をも兼営するに到ったと考えられる。大工か
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地場の製材業の系譜事例

大正12年の製材工場規模
~大正12年 動(馬力力)数 I機械(台設)備 IJ験(工人)数 I原木(石消)費量 備 考

丸帯竪

製材業 その他 30 2一一 5 350 

運送業，造荒物雑貨商，
醤油醸業 蒸 26 2一一 5 1，400 

電 20 2 1 - 7 4，500 

製材業 電 80 3 3 - 23 50，000 

電 50 1 1ー 6 13，000 

除虫菊，製粉業 蒸 40 3一一 10 8，698 

電 37 4 1ー 5 15，000 

蒸 100 3 1ー 15 34，100 

蒸 90 4 3ー 15 53，880 

蒸 75 4 1ー 9 28，0∞ 明治40年設立・落合工場
蒸113電120 944  30 65，000 明治42年設立・苗穂工場

蒸 72 311  18 53，300 大正3年設立・置戸工場

蒸 75 4 1 - 19 46，000 大正6年設立・中傾別工場

蒸 75 6 1ー 8 45，769 大正7年設立・浜頓別工場

蒸 15 1一一 3 1，680 大正9年設立・美幌工場

製材業(兼営) 蒸 48 3 1ー 27 28，314 

電 65 2 2ー 17 24，500 

蒸 75 3 1ー 29 25，印O

蒸 21 3一一 6 7，0∞ 
蒸 57 3 1ー 11 32，7剖

製材業 蒸 15 2一一 5 2，2∞ 
電 35 2 1 - 6 25，6∞ 
蒸 48 3 1ー 9 20，833 

製材業 電 30 4 2ー 6 13，鋭)()

動力数の「蒸Jは蒸気機関， r電」は電気機関， rその他」その他の機関の略である。
また，機械設備の「丸」は丸鋸， r帯Jは帯鋸， r竪」は「竪鋸」の略である。

ら発し，土建業にたずさわり大正 9年までに，道内各地に 6工場の製材工場を設立した伊藤組

(伊藤亀太郎)は，その典型的な事例であろう。

こうして大正中期には，先にも述べたように，国家資本の投下を軸とする交通手段とくに

鉄道の発達，道内人口の増加とその定着による道内木材市場の拡大を背景として地場の製材資

本が確立した。またこの期の製材資本の展開に忘れてはならないのが大正8年の国有林の直営

生産事業の開始である。 rこの国家資本投下(森林鉄道・軌道の敷設…筆者)は， 奥地林の多い固

有林開発を促進することはもちろん，山元製材工場の進出・開拓地農産物の流通・採取闇の奥

地化に悩む民間伐出資本の救済等をもたらすl4)こととなったからである。 地場の製材業は，

いずれにしろ国家資本の投下により与えられた市場条件(交通手段とくに鉄道の発達)のもと

に第4表にみられるように道内各地，地域的に広範囲に成立した。この表からもわかるように
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第4表 大正11年，地域別工場数，出力馬力数，
職工・人夫数及び原木消費量

営林区署同分署 |工場数 l出力開|職工数 l人夫数
札 幌 59 2，490 558 158 

室 蘭 24 466 113 50 

浦 河 11 312 58 27 

供 知 安 11 265 50 38 

函 館 63 1，507 281 116 

桧 山 7 274 75 14 

旭 JII 69 3，003 748 351 

天 塩 3 251 61 31 

劃1¥ 路 17 832 283 71 

帯 広 21 1，412 351 80 

陸 }31] 12 515 173 59 

根 室 7 265 56 19 

国 後 5 124 19 16 

紗 那 3 118 18 12 

綱 走 19 767 228 78 

野 イナ 牛 28 1，054 437 135 

遠 軽 36 1，119 258 111 

枝 幸 17 620 202 43 

，万三宮丈 谷 4 15 66 40 

言十 416 15，687 3，876 1，449 

注)大正 11年度「国有林事業成績J，道庁拓殖部より作成。パルプ工場は除いてある。

第5褒 大正 11年以隆の製材工場数，出力J馬力数，
原木消費量の推移

工場数
総出力数 原木消費量

工場数
総出力数

(千馬力) (千 m3) (千馬力)

大正 11年 416 16 1，303 昭和 20年 378 19 

13 481 18 1，329 22 573 30 

15 479 20 1，384 24 854 39 

昭和 3年 472 21 1，390 26 963 42 

5 516 20 1，230 28 1，257 55 

7 505 21 1，125 30 1，291 61 

9 565 22 1，734 32 1，334 67 

10 6∞ 23 1，751 34 1，364 73 

13 618 24 1，777 36 1，408 81 

15 q 9 ワ 38 1，373 92 

17 ワ ワ ワ 40 1，272 94 

19 9 ワ ワ

原木消費量

(千石)

810 

204 

82 

43 

421 

31 

850 

73 

305 

236 

192 

64 

24 

8 

203 

422 

324 

276 

93 

4，668 

原木消費量

(千 m3)

1，1伺 1

ワ

ワ

1，822 

2，277 

2，623 

2，998 

3，405 

4，066 

4，580 

4，525 

注) 1. 大正11年~昭和13年までは「閏有林事業成績J(道庁拓殖部)但し動力を有する工場のみ。
2. 昭和25年-38年までは「北海道における製材業の現況J(道庁林務部資料)より。
3 昭和20年-24年， 40年は「北海道林業統計」より。

4. 大正11年~昭和13年まで「国有林事業成績J1;こ記載されているバノレプ工場は除いてある。
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製材工場数の多い地域は，木材消費都市を擁する札幌，函館など開拓の早かった地域と，当時

国有林を中心に木材生産地として展開しつつあった旭川1，帯広，野付牛，遠軽地方などであっ

た。後者の地域は，鉄道の敷設，さらには国有林の直営生産事業の開始などによる，国家資本

の投下なしには地場の製材資本の生成，展開を望むべくもなかった地域であった。

ここで，大正中期以降昭和40年までの道内製材業の動向を簡単に示すと第5表のとおり

である。

3) 王子製紙のパルプ材生産地としての鵡JII，沙流川流域

鵡川， f少流川流域が， 王子製紙株式会社(以下王子製紙と略称)のパルプ材生産地とLて

重要な地域であったことは周知のところであり，また戦前期には王子製紙について多くをふれ

ることができないため，ここに一節を設け，その特徴を述べておこう。

鵡川1，沙流川の上流流域は，王子製紙のパルプ原木生産地として位置づけられ，国有林ゅ

年期特売25)の設定による流域森林資源とくに上流部針葉樹地帯の独占的掌握，そしてパルプ原

木の輸送手段たる河川の独占的な利用が，明治40年代から昭和20年代までほぼ半世紀にわた

って継続したところである。 また，流域下流部の広葉樹地帯では，明治 30年代未からの三井

物産による広葉樹の素材生産とその沿岸積取がおこなわれ，大正中期以降道内でも有数の木炭

生産地帯として展開したところでもある。両流域下流部における三井物産の素材生産と地場の

資本との関連については後に述べることにしよう。

王子製紙は， 内地におけるパノレプ原木の誠少， 原木価格の高騰のため明治 30年代後半に

は紙・パルプ工場の北海道進出を企図し，工場建設適地をさがして道内各地を踏査し，その地

を苫小牧市に定め明治41年に工場の竣工をみた。そこでは， 後背地に豊富な森林が存在し工

場原料・パルプ原木の入手が容易であるとともに，近接地に工場動力源としての水力発電所の

建設が可能だったからである。

明治末期の王子製紙のパルプ原木購入についてみると明治 39年4月に「製紙原料木材払

下予約願」を道庁に提出し，また周年千歳，白老御料林と年期特売契約を結び同 41年から 42

年にかけて素材生産をおこなった。 これが王子製紙の年期特売契約の鳴矢であった。 明治 40

年には，鵡川，沙流川流域，厚岸の国有林の森林調査をおこなうとともに，これら国有林との

年期特売契約を結んだ。

このように苫小牧工場の操業当初から王子製紙は，工場原木を国家的所有山林に依存し，

なかでも鵡川，沙流川流域上流部の国有林は，苫小牧工場から距離的に近いこともあって，さ

きにも述べたように，明治 40年代以降ほぽ半世紀にわたり王子製紙の重要なパルプ原木供給

地となった。明治期，大正期の鵡川，沙流川流域における国有林との年期特売の設定について

みると先に述べた明治 40年の鵡川， 沙流JII，厚岸事業区が 10カ年契約で3，627，41印尺メ，つ

づいて同 43年から 8カ年契約で 11，120千尺〆，大正3年から 4カ年契約で 1，395，960尺〆，大
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正7年から 6カ年契約で2，046千石，大正 13年から 10カ年契約で4，010千石鍋)と，この間，

厚岸事業区を含む明治 40年の年期特売を除いても， 21，075千石 (1尺〆=1.2石で換算)と彪大

な数量の年期特売の設定であった。また第6表は，明治 40年代から昭和20年代までの王子製

紙への道内国有林の立木払下げ量を示したものであるが，鵡川，沙流川流域のパルプ原木供給

地としての位置は高く， 明治 40年代はほぼ両流域に集中しており，大正期以降王子製紙のパ

ルプ原木生産が道内各地に分散するとともに，その比重は低下するものの昭和 20年代まで王

子製紙に対する道内固有林立木の払下げ総量の 20~50% を占めていた。

第6表 王子製紙への国有林立木払下げ量 (単位.立木千石)

道内総計 鵡川 沙流川 当盟x1∞ 道内総計 坦品位x1∞
ω (B) (。 ω 働(。

明治41年 241 191 79.3 昭和3年 700 127 132 39.0 

43 326 140 139 85.6 5 389 117 137 65.2 

45 542 245 181 78.6 7 684 165 195 52.6 

大正3年 716 279 91 51.7 9 823 151 112 32.0 

5 831 244 109 42.5 11 822 111 95 25.1 

7 1，436 260 70 23.0 13 926 53 113 17.9 

9 1，307 206 126 25.4 15 958 159 119 29.0 

11 963 117 一 12.1 17 990 161 145 30.9 

13 887 112 88 22.5 19 1，024 258 お8 53.3 

15 813 182 157 41.7 21 372 13 3.5 

23 関6 126 125 42.8 

注) 王子製紙. r山林事業統計第一集J，昭和26年2月より作成。

鵡)11，~少流川流域における王子製紙のパルプ原木生産は，パルプ原木であるエゾマツ， ト

ドマツの賦存状態から，鵡川流域では占冠村，沙流川流域では日高町の国有林に集中し， 10月

頃の小屋掛けに始まる冬山造材，そして融雪を待って春から初夏にかけて原木の河川流送がお

こなわれた。王子製紙のパルプ原木生産は，造材，搬出，流送の全工程を，河川流域ごとにー

業者に請負わせるかたちでおこなわれ，鵡川流域では関直右衛門(大正 13年以降は高谷造材

部)，沙流川流域では坂本竹次郎が下請業者であった。このようなー河川ー下請業者による素材

生産，河川流送は，鵡川，沙流川両流域において昭和 30年代初期まで継続した。

また，河口まで流送されたパルプ原木は，当初苫小牧市まで海上輸送されていたが，明治

41年に三井物産により敷設された鵡川，苫小牧間の馬車軌道が， 同44年に佐留太(現在の門

別町)まで延長され，軽便鉄道に改良されるとともに三井物産，王子製紙の共同経営となり，

鵡)fI， 沙流川両河口から苫小牧までの貨車輸送にきりかわった。さらに，網羽の移設とともに

大正9年に，王子製紙は平取，佐留太聞の沙流軌道を敷設し，昭和5年には，富内，沼の端聞

の北海道鉄道会社金山線を買収し，パルプ原木の輸送は，上流部での河川流送と，下流部での

貨車輸送とによっておこなわれていた。

ー‘
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さて，こうした王子製紙による鵡川，沙流川の独占的な河川利用と，国有林との年期特売

の設定による両流域上流部針葉樹地帯の独占的な掌握は，以降の両流域の地域開発に大きな影

響を与えた。両流域上流部で、の年期特売の設定による国有林資源の独占的掌握を背景とした王

子製紙のパルプ材生産は，明治末期から大正年代を通じて，とくに流域上流部占冠村，日高町

での地場の木材関連資本の成立する余地をほとんどのこさず，また当時の技術水準でほとんど

唯一の原木輸送手段であった両河川の王子製紙による独占的な利用は，他の資本の流域上流部

への参入を徹底的にさまたげたからである。

したがって鵡川，沙流川流域を事例とする地場の製材資本の史的展開を検討するためには，

こうした長期間にわたる王子製紙の両流域パルプ材生産地化を，製材資本の展開の樫惜条件と

して充分に把握し，本論で述べられる地場の製材資本の成立の遅れもそれとの関連のもとに理

解しなければならない。

注
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23)前掲. r北海道山林史j，p. 968. 
24)前掲. r北洋材経済史論J，p. 106. 
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「国有林野の産物は処分令(明治41年制定の「北海道国有林野及び産物処分令jのこと…筆者)の重要

製産品の製造業者，木材業者又は鉱業人の外年期を以て売払を為さず，その期限は十カ年以内たるべき

事」という規定に準拠した国有林産物の売払をさしている。年期特売を受けうる業者は. r重要製産品
製造業者j.r木材業者j.r鉱業人」と業種的には木材加工業者のほとんどを含むものであるが，一定以
上の資金を有する会社，業者だけであれこれには地場の零細な業者は含まれていない。詳しくは，小

関隆旗「北海道林業の発展過程j. Ii'北海道大学農学部演習林研究報告.ll.第22巻第1号.p. 68-73を参

照のこと。

26)赤井英夫. r北海道におけるパノレプ材市場の展開過程j.Ii'林業経営研究所研究報告 '66-12.ll.昭和42年，
p. 44-45. 

2. 鵡川，沙流川流域製材業の成立

1) 三井物産の素材生産の展開

三井物産の素材生産が， 鵡川， 沙流川流域で開始されるのは明治 30年代末になってから

である。この時期すでに両流域下流部とくに海岸付近において量的には少ないであろうが個人

業者による素材生産がおこなわれていたようである。鵡川町，穂別町のそうした事例について

は. r戦前期における鵡川流域の林業展開J1lにおいて指摘したところである。また沙流川下流

域門別町周辺においても，三井物産の素材生産が開始されるのとほぼ同じ時期に，地場の業者

による素材生産がはじめられていた。その例として，後に詳しく述べるように佐留太(現在の

門別町富川)での燐寸軸木工場の設立(明治 41年)と， 沙流川下流域固有未開地での白楊樹の

伐採，河川流送がある。この燐寸軸木工場は，道内他地域のこの時期の製軸工場と同様に白楊

樹の欠乏とともに大正2年には廃業しているが，沙流川流域での木材加工業の鴨矢であった。

また日高沿岸では，すでに明治 20年代末から移出を目的とした素材生産が開始されていた。

「木材の移出は， 明治28.9年浦河の田中仙次郎が鉄道枕木五万丁の移出を計画し， 浦河に集

積中三陸海輔の余波をうけて流出し多大の損害を被ったということが記録にある。 32年浦河

の富本朝こが木材の移出を企て，愛知丸，西都丸をチャーターし横浜に直輸出を行って好成績

を収めた。 42年に門別に移屑し， 三井物産と提携して造材，移出につとめ同方面は活況を呈

するに至った。」めとあり，また宮本朝二は，明治 30年代には新冠御料牧場での素材生産もおこ

なっていた。

このように鵡川，沙流川下流域での商品としての木材の生産は，三井物産が同流域におい

て林地の購入とその素材生産を開始する以前からおこなわれており，三井物産の素材生産が，

明治 20年代後半ないし 30年代にこの地域でおこなわれていた地場の素材生産業者の技術を前

提として開始されたことを物語っている。 明治 30年代末には「近時開墾事業ノ進捗ニ連レ交

通ノ便ナル地方ノ山林ハ殆ント伐採セラルヲ以テ漸次交通不便ノ僻地ニ向テ事業ヲ企図セラレ

伐採運搬ノ設備ノ為メ多大ノ資力ヲ要スノレヲ以テ薄資ノ商人ハ勢ヒ手控ヲナスニ至レリ依テ前

記諸会社(三井物産，小樽木材等二，三の会社…筆者注)ハ直接ニ手ヲ下シ山林ノ買受ケヲナシ直営事
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業トシテ伐採ヲナセリ」めとあるように，農業開拓に併行して商品性を有しはじめた木材の生産

が，零細な素材生産業者の手から内地の商業資本に移っていったのである。それも在来からの

素材生産業者のもつ素材生産技術，相l夫，馬夫，人夫などの募集能力，組織力をまるごと包摂，利

用し，下請化するかたちでおこなわれたのである。先に示した沙流川下流部の三井物産の素材

生産のため，明治 42年に門別町に移住した富本朝二の下請素材生産の開始はその好例で、ある。

明治 40年代に入り， 三井物産は， 道内各地にものすごい勢いで広葉樹林を中心とした山

林の購入とその素材生産を開始した。第7表は， 明治 40年代に三井物産が購入した山林のう

ち昭和 33年時点に現存した山林であるが，この時期に購入した山林は後に売却したものも含

めると 2万町歩以上あったといわれる。その後も山林の購入は継続し，大正8年末の三井物産

社有林面積は，北見地方，日高，胆振地方を中心に 54カ所， 2万 8千町歩にのぼった4)。こう

した山林購入とその素材生産にとどまらずさらに三井物産は， 明治 41年の 「北海道国有林野

及産物処分令」による国有林立木売払にともなう年期特売の設定により固有林立木の購入も開

始した。 第8表にみるように明治 42，43年の 2年間に全道各地の国有林5カ所から 5年ない

し10年の年期契約で特売をうけ，その引渡数量は 748千尺〆と彪大なものであった。

第7表 明治40年代三井物産の山林購入

山林名 所 在

美唄山林 石狩国美唄町

十弗山林 十勝因池田町

沙流山林 日高国平取村

似湾山林 胆振国鵡川

厚真山林 胆振国厚真村

温根別山林 天塩国剣淵村

小平重量山林 天塩園小平薬村

合 計

面積

(町歩)

630 

1，143 

3，958 

4，447 

662 

746 

406 

11，992 I 
注) r三井物産株式会社木材事業治革史J，p. 53. より引用

買入年月

明治42年 2月

44年 9月

44年12月

44年10月

45年 2月

45年 5月

45年 7月

第8表 明治40年代三井物産の固有林立木購入

払下場所 許可年月日
樹種数量

期 限
(尺締)

北見国頓別国有林 明治42年10月 蝦夷松 250，∞o 大正6年迄10カ年
日高国鵡川国有林 同 上 槍，柵，栓等 600，000 同 上

調11路国自糠国有林 明治42年11月 楢，槻，栓 200刈)() 同 上

十勝国浦幌国有林 明治43年7月 楢，櫛 90刈)() 大正3年迄5カ年

十勝国舌辛国有林 明治43年1月 楢，槻 525，∞o 大正8年迄10カ年
天塩国幌延国有林 明治43年1月 楢，櫛 250，0∞ 同 上

注) r三井物産株式会社木材事業治革史J，p. 54. より引用

樹 種

針澗混溝林

澗葉樹林

同 上

同 上

同 上

針葉樹林

同 上

引渡数量

(尺締)

300，似)()

明治44年迄48，ωo
56，∞o 
56，000 

144，0∞ 

144，∞o 
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このような三井物産の山林購入，国有林材購入，さらに後に述べるような牧場地立木の購

入は，日清，日露戦争以降の中国大陸での鉄道建設とそれにともなう建築，土木事業の拡大に

よる輸出用木材需要の増加に対応するものであった。 r35年 (1902)三井物産株式会社が清国

より大量の注文を受けて，直接輸出を企て，製材枕木の買付と，自家製材に着手した。三井物産

は，次第に外国の勢力を排して北海道枕木の輸出に対して独占的な立場を確保するに¥，.たる。

枕木輸出は日露戦争後の大陸市場の獲得によってますます増加してくる。l)このように北海道
において三井物産が中国大陸を中心とする枕木などの輸出業者として独占的な地位を確立して

くるとともに，固有未開地において零細な素材生産業者により生産される枕木，木材の購入と

自工場での枕木，製材生産だけでは外国の需要に対応しきれなくなり，三井物産みずからが山

林そして同有林材を購入し，素材生産を拡大していかざるをえなくなったのである。

三井物産の胆振，日高地方での素材生産は，炭鉱の開発を目的としてすでに鉄道敷設のお

こなわれていた岩見沢・室蘭線， 夕張線の近隣から始まり， 明治 30年代には現荘の胆振支庁

早来町周辺， 30年代末には，鵡川下流域の鵡川町，穂別町周辺， 40年代に入り沙流川下流域

門別町周辺へと移動し，さらに大正5年頃には日高支庁の三石町周辺へと移動していった。三

井物産は， 明治 38年に鵡川町に派出所を設け， この頃から鵡川下流域での素材生産が本格化

した。同流域での三井物産の山林購入，固有林立木の年期特売による購入がおこなわれるのは，

第7表， 第8表に示したように明治 42年以降のことであるが， それに先行して農業開拓の途

上にあった国有未開地処分地での素材生産がおこなわれており，明治 40年には三井物産の下

請業者であった鶴岡幸吉が鵡川町に丸鋸l台， 10馬力の製材工場を設け枕木の生産をおこなう

とともに地場の需要に対応して建築材などの生産もおこなっていた。 また明治 39年5月から

8カ月間，三井物産は，鵡川上流のー支流である占冠村双珠別川周辺の固有未開地で木村とい

う素材生産請負業者を使って針葉樹を主体とし，その他にシコロ，セン，カツラなどの素材生

産をおこない，鵡川を利用しそれらの流送をおこなっていた。このように鵡川の最上流部地域

においでさえ三井物産の素材生産がおこなわれてL、ることからみても，明治 30年代末には流

域の固有未開地において広範な素材生産が展開していたと考えてよいだろう。

三井物産による同流域での素材生産の開始当初，原木の輸送方法として穂別町から苫小牧

市または早来町までの馬機運材と，鵡川町まで流送し沿岸で船積のうえ苫小牧市までの船舶輸

送とがあった。しかしながら馬櫓による運材は冬期に限定され，大量輸送の可能な沿岸積取は，

気候条件に左布され不安定であったため， 明治 41年には三井物産の資本投下のもとに鵡川，

苫小牧聞に馬車軌道が敷設され，造材された原木は，流送し河口の鵡川町で水切りされ苫小牧

市へ馬車軌道で、輸送されることとなった6)。こうした原木輸送手段に対する資本投下により原

木輸送が安定化し，三井物産みずからが作りだした交通条件の整備を背景に，先に示したよう

に明治 42年 10月鵡川周辺の国有林から 10カ年の年期契約で立木 60万尺〆を購入し，さらに

明治 44年には，鵡川町を中心とする共同放牧地 4，447町歩を購入し，素材生産を拡大させてい
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ったのである。

馬車軌道敷設当時， 三井物産の鵡川流域の出材量は，年間7--8万石であり，その素材生

産は部分工程ごとの請負形態をとっていた。たとえば流送は南信吉，河口での水切りは大山伝

造という人が請負っていた7)。その後，王子製紙も鵡川を利用したパルプ材の流送を開始し，

水切り段階での選木の繁雑さをさげるため，大正6年には王子製紙の専属議負業者であった関

直右衛門が三井物産の流送も請負うこととなった8)0 またこの時期の三井物産の素材生産請負

業者として噴火湾沿岸の素材生産をおこなった早瀬芳松，早来を中心とする永谷仙松，天塩方

面の大滝甚太郎9)などがとくに有名であり，鵡川流域では鶴田幸吉とL、う業者が素材生産をお

こなっていた。

鵡川流域の素材生産に少しおくれて明治 42年頃には沙流川流域でも三井物産の素材生産

が開始された。それにともない鵡川，苫小牧聞の馬車軌道は，明治 44年には現在の門別町富

川まで延長され，沙流川で、パルプ材の流送をおこなっていた王子製紙と共同利用することとな

り，王子製紙の出資のもとにその動力も馬から蒸気機関へと変った。このように沙流川流域に

おいても原木搬出のための交通条件をみずから創り出しつつ三井物産の山林の購入，森林の伐

採が始められたのである。明治44年 10月に平取町で約4千町歩の山林を購入しているが，こ

の山林の伐採は大正時代に入ってからになる。 というのは，明治45年に伐採，搬出条件のよ

りよい沙流川河口門別町にあった村有共同放牧場約4千町歩の立木を買い入れているからであ

る。少し長くなるがその契約書を記載しておこう。

立木売払契約事項二関スJI"件10)

明治四十四年六月二十七日議案第305号共同放牧地内立木売払ニ関スル決議ニ基キ三井物

産会社ト本村長トノ間ニ締結スペキ事項左ノ如シ 但シ本契約事項ハ相方合意ノ上公正証書ヲ

以テ作製シ各一本ヲ所持スルモノトス

契約事項

1.土地及売買物件ノ表示

沙流郡門別村大字賀張村字キシマチ七十七番地

一.牧場壱千参宵七拾六町九反五畝歩

沙流郡門別村大字慶能舞村字ピラルカ百拾七番地

ー.牧場千九拾八町五反六畝四歩

同郡同村大字子シコポゥク百拾八番地

ー.牧場百五拾六町弐反八畝拾壱歩

同郡同村大字波恵村字オイオプ百七拾五番地

ー.牧場八百七拾弐町六反弐畝拾九歩



22 北海道大学食学部演習林研究報告第 33巻第 1号

右表示ノ共同放牧場内ご、存在スル立木ニシテ牧場経営及小作人ニ要スル小屋掛薪炭用材

ヲ除キ経営上支障アル樹木全部

2.売渡価格ハ参高七千円トス

3.契約期間ハ締結ノ日ヨリ満拾五ヶ年トス

4.牧場ニ存在スル径五寸未満ノ雑木ハ毎年存置スベシ但会社ニ於業務上「小屋掛運搬材料」

ノ必要アル場合ハ此ノ限リニ在ラス

5.静内村ハ三井物産会社ノ為メ監督官庁ノ許可ヲ受ケ立木保全上地上権ノ設定ヲナス

6.契約期間中伐採ヲ終了シ地上権存置ノ必要ナキニ至ルトキハ合意ノ上期間ヲ短縮スルコト

ヲ得

7.静内村ハ第一項ノ表示シタル売買物件中公用上ノ必要ニ因リ其面積ノ内大字賀張村字キシ

マツ沢ニ属スル牧場地弐百七拾七町参反弐畝歩ヲ反還シタルトキハ代償トシテ左ニ表示ノ地

域ニ存在スル立木ヲ提供スヘシ

{旦本項ノ場合ニ於テ相方立会ノ上両地域ニ属ス/レ林相及搬出ノ便否ヲ比較調査シ其存在立木

ノ材積ヲ時価ニ計算シ第二項ノ価格ヲ加減スルモノトス

静内郡静内村大字農屋村字シュンベツ

一.未開地弐百七拾町参反弐歩

8.存在立木前項ノ価格ニシテ意思ノ一致セサルトキハ更ニ双方ヨリ弐名ノ委員ヲ選出シ部分

調査ノ上決定スペシ

9.立木売払価格ハ監督官庁ノ認可ヲ得公正証書ヲ作成シ受授スルモノトス

10.会社ノ事業経営ノタメ要スル土地ハ牧場経営ニ支障ヲ来ササル程度ニ於テ何レノ場合ヲ問

ハス無償ヲ以テ使用スノレコトヲ得

11.静内村ノ牧場ヲ第三者ニ賃貸又ハ使用シ其経営ヲ移付シタルトキハ第三者ハ本契約ヲ遵守

スルハ勿論会社ハ本契約ヲ侵害セサル範囲ニ於テ之ヲ承認スヘキモノトス

右北海道ニ級町村制第三十三条但書ニ依り同意ヲ求メ候也

本案ニ同意ヲ表示ス 静内村長

静内村会議員 12名連名

この契約書にみるように三井物産は，明治 44年に門別町に存在した共同放牧地 3，904町歩

に地上権を設定L，同放牧地上に生育していた直径5寸以上の立木すべてを契約締結の日から

15カ年の年期契約で購入し，その購入価格は3万7千円であった。この共同放牧地上の立木の

伐採は，先に記した富本朝二，また静内村会議員の一人であった加地幸地郎などによっておこ

なわれ，その素材生産量:は不明で、あるが大正 5年に加地幸地郎は5万石の素材生産をおこなっ

た11)とあるから，鵡川流域と同様大規模な素材生産をおこなっていたと恩われる。

またこのような共同放牧地については， r明治 30年の『北海道国有未開地処分法』により，
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町村において『共同放牧地.1IIi'共同株場』として売払を希望する場合は，之を町村に売払い，又は

町村の財政如何によってはその事情により一時有価又は無償で貸付する規定を設けてあるが，

同処分法によれば，無償にて貸付される面積制限は，牧畜に供される土地は一人につき二百五十

万坪ときめられた。市して貸付は地上の立木も無償附与されるようになった。……(中略)……

そのため内地資本家，好商の暗躍は物凄かった。J12)とあり，三井物産もその例にもれず極めて

低廉な価格で立木を購入したものと考えられる。さらに三井物産は，日高地方を南下し，大正5

年には三石町でも素材生産を始めている。そこで‘の素材生産の拡大のために大正7年に歌笛，

売舞浜聞に馬車軌道を敷設し， 昭和7年まで毎年20万石の木材を搬出， 沿岸積取をおこなっ

ていた13)。その素材生産跡地では，木炭生産がおこなわれたのち，一部は放牧地となり一部は

自然に，樹木が再生されるままに放置されており，三石町でおこなわれた三井物産の素材生産

もし、わゆる「木伐り牧場」のそれであったのである 14)。

さて沙流川下流域およびその周辺地域での三井物産の素材生産が，ほぽ一巡するのは昭和

初期に入ってからである。三井物産は昭和5年まで門別町に存在した派出所を様似町に移し，

それ以降日高地方での素材生産の中心は，日高地方南部に移動した。明治末期から昭和初期に

かけて三井物産が，この流域からどのくらいの数量の木材を生産していたかは定かではない。

ただ後にも述べるように，この期の沙流川下流域での広葉樹素材生産が，三井物産によってほ

ぼ独占的におこなわれていたことは門別町，平取町での古老からの聴取りによって確かめられ

た。また大正中期以降この流域を中心とする三井物産の素材生産は，地場の素材生産業者の利

用から専属下請業者化した鬼頭，山崎，数井，清兼などの素材生産業者によっておこなわれて

いた。そして，このような明治末期から昭和初期にかけての三井物産による沙流川下流域での

素材生産は，外国市場ないしは内地市場向けの広葉樹原木生産地として位置づけられつつおこ

なわれていたのである。

2) 素材生産業，製炭業と製材業の成立

イ) 素材生産業，製炭業の展開

大正期に入り三井物産の素材生産の中心が鵡)11から沙流川流域に移動するとともに，鵡川

下流域での素材生産は，小規模な素材生産業者，製炭業者の手に移った。三井物産が，明治 41

年に敷設し， 44年には蒸気軌道となり，その輸送力を拡大した苫小牧・富川聞の軌道が，大正

2年には苫小牧軽便鉄道株式会社となり，王子製紙，三井物産の原木搬出以外にも利用されう

る一般営業線となった。この苫小牧・富川間軌道の一般営業線化は，鵡川河口周辺での素材生

産，製炭生産を急速に拡大させることとなった。とくに第 l次大戦後の日本経済の好況ととも

に大正5，6年頃から鵡川町では製炭業者がその原木を求めて流入し素材生産及び木炭生産を

開始し，その生産は森林資源の枯渇が顕在化した昭和4年頃まで続けられた。ちなみに，大正

5年の炭窯数は 61基，製造戸数57戸，また大正6年の炭窯数は 147基，製造戸数 141戸，生
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産量は 249万9，600貫であった。その木炭生産は，焼子制度のもとでおこなわれ，経営者は，

小樽薪炭会社(小樽)，若山長兵衛(三)11)，干場亭次郎(白老)，藤本孫吉(苫小牧)，野原政五郎

(鵡川ニタチナイ)，奥田光五郎・{追分)，高橋久太郎(苫小牧)などであった。これら木炭業者の

所有窯数は，たとえば若山，野原などは 20"-'30 基，その他の業者は 7~1O基であった。 また

その炭窯は. 1 回の収炭量が 700~800 貫と大きなものであった。生産された木炭は，室蘭(電

気化学工業会社，日本製鋼所，輸西製鉄所が大口需要者)，小樽，札幌に販売されていた向。こ

のように，この期の鵡川町の木炭生産の多くは，町外居住者による企業製炭であり，国有未開

地，牧場地での木炭生産=徹底した森林の伐採の終了とともに製炭業者の多くは，製炭原木を

もとめて他地域に移動していった。また，大正 15年の同町の林産物生産量は，用材 36，150石，

薪材27，500棚，木炭 1，925千〆であった16)。木炭のばあい 10貫の生産にほぼ1石の原木を必要

とするから，その原木生産は 192.5千石と大正6年頃にくらべ減少しているものの， 依然大量

の素材生産がおこなわれていたことを示している。

穂別町では，大正 11年には，王子製紙のパルプ原木の生産を除いて丸太 1万5千石，角

材9千8百石，枕木1千8百石，その他用材5千3百石の素材生産がおこなわれ，大正 12年

の北海道拓殖鉄道金山線(沼の端・富内間)の開通とともにその生産は， さらに拡大し大正 15

年には木材 15万7千石，木炭 22万9千俵の貨車積出しがおこなわれた17)。この時期の鵡川流

域の製炭業者数は， さだかでないが大正 14年の国有林事業成績に木材販売業者として記載さ

れている地元在住の個人業者だけでも 15業者をかぞえ， その他に製炭業者，焼子による製炭

原木の生産とそれらによる用材生産が広範にみられたのである。

次に沙流川下流域の場合，門別町，平取町周辺での三井物産と下請業者以外によりおこな

われた森林の伐採は，明治 41年から大正2年まで操業をみた製軸工場の白楊樹の伐採をのぞ

けば，第 1次大戦前後のカシワ，ナラ，シナなどの樹皮採取を目的としたものに始まる。大正

5年頃， rサルフト停車場前(現在の門別町富JIト・筆者注)には日本皮革株式会社の出張所があって

樺皮を買込み荷造をして東京方面に盛んに積み出してl8)し、た。 このような樹皮採取は，第一

次大戦にともない需要の増大した馬具の鞍用タンニン，魚、網染料用タンニンなどの製造のため

におこなわれたものであり，その伐採対象山林は，門別町，平取町にかなり広範に存在した大

倉牧場，飯田牧場，坂東牧場，工藤牧場など明治 30年の国有未開地処分法により設定された

牧場地であった。そして先にも述べたようにこの時期の牧場地購入の多くが畜産経営のための

それとしてより牧場地上の立木の伐採を主眼としたものが多く「木伐り牧場」と称されるもの

であった。

これら牧場地で樹皮採取のために伐採された広葉樹は，その当初牧場地内に放置されたま

まであったが，第一次大戦後の好況とそれにともなう木材需要の増加により 9尺材， 12尺材に

採材され富川まで搬出されるようになった。さらにその後，これら牧場地に残された林地残材

を利用して木炭生産がおこなわれはじめた。それ以前のこの地域の木炭生産は r日高の製炭
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は， EI高園内の需要を満たすに止まるので経営法も皆小規模なものばかり炭ガマも小さく普通

1回の製炭百貫乃至2百貫位で/9)あったのであり， その規模は大正中期以降の 1回の製炭量

10貫俵で 60-70俵にくらべると極めて小規模な農民による副業生産程度のものであったこと

がうかがわれる。かくして第一次大戦以降，沙流川下流域の木炭生産は，広葉樹角材，枕木造

材の跡地において本格化した。このような素材生産跡地での木炭生産は，鵡川，沙流川下流域

において一般的な形態であった。たとえば，門別町の守屋製炭部は，大正7年に前記した大倉

牧場から約300町歩の林地残材全てを 5カ年の契約で購入し製炭を開始し，大正 12年までに

林地残材すべてを伐採しさらに伐根をも掘りおこして製炭するほどの徹底した残材の利用をお

こなった。大倉牧場での製炭生産の終了とともに大正 12年には， 同様に広葉樹造材の跡地で

あったウレンパ牧場を5カ年契約で購入し製炭生産をおこなった。

素材生産跡地での木炭生産は，三井物産が購入し素材生産をおこなった山林においても同

様であった。三井物産の所有する山林での木炭生産は，専属的な製炭業者によっておこなわれ

ていた。製炭業者は，三井物産から製炭原木の継続的な購入を保障されていたが，製品(木炭)

は，三井物産の子会社であった東洋木炭株式会社に販売することを義務づけられていた。

先の守屋製炭部の例にみるように木炭生産においては，三井物産の専属業者以外にも独自

の販売市場をもちつつ展開する業者があらわれてくるが，素材生産においてはその活動範囲が

極めて限定されており，大正末期の 14年に至っても年間500石以上を取扱う木材販売業者は，

門別町に 4人， 平取町に2人いたにすぎず， また日高支庁全体でも 12人にすぎなかった向。

三井物産とその下請業者以外の素材生産が，大正期を通じて極めて少なかったという事実は，

鵡川流域においては同年にすでに 15人の個人業者があらわれており，その業者数の単純な比

較からも容易に想像のつくところである。このように沙流川下流域の広葉樹素材生産は，木炭

生産のためのそれを除くと昭和初期まで，三井物産の独占的地位が継続していたのである。

ロ) 製材業の成立

明治 40年， 三井物産の請負業者鶴田幸吉が，鵡川町で丸鋸一台， 10馬力の製材工場の経

営を開始し，これが鵡川流域製材業の鴨矢となった。これは，先にも述べたように三井物産の

素材生産に対応して設立されたものであり，枕木などの賃挽生産に主力をおくとともに，地場

消費用の建築用材を生産するものであった。同工場は，明治 43年に佐々木理助(当時厚真町で

農業，呉服，荒物，雑貨，洋品!苫を経営)に譲渡され佐々木木工場となるが，その生産品目は枕

木であり 21)，三井物産の枕木賃挽生産は継続された。さらに大正6年には王子製紙の請負業者，

関直右衛門の経営する工場となった。これは，同年鵡川における三井物産の流送を関直右衛門

が請負うこととなったと同時に，三井物産の賃挽工場をも引受けることとなったものである。

大正6年まで，同流域ではこの三井物産の賃挽工場ー工場の経営をみるだけであるが，大

正 10 年代に入り，鵡JII ，穂別，占冠の流域各町村に製材工場，経木工場それぞれ 1~2 工場成立
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しはじめた。したがって大正期の流域の製材業は，大正 10年頃までの三井物産の賃挽製材の時

期と，それ以降の地場の製材業，経木工場の成立の時期とに区分することができるのである。

第9表は，大正期の流域の製材工場数とその原木消費量を示したものである。工場数は，

大正3年 1工場， 7年3工場， 10年5工場， 15年7工場と，止くに大正 10年代に入ってから

の工場数の増加が顕著である。また，その原木消費量は，大正7年の 6万9千石をピークとし，

その後減少しているが，大正期後半までは 4~5 万石の規模を維持している。 これを各町村別

にみると，鵡川町の 2工場が，この間6万 1千石から 3万 1千石へとその原木消費量を減少さ

せつつも，流域全体の製材工場の原木消費量の 8 割~9 割を占めている。占冠村では，大正 11

年の 1年間だけ製材工場の操業がみられるほか，いずれも経木工場であり，その原木消費量も

僅少であった。 こうしたなかで，流域製材工場数の増加をになったのが，大正 10年代に入っ

てからの穂別町の製材工場数の増加であり，その原木消費量も大正 11年の 3千5百石から同

15年の 1万6千石へと増加し，昭和初期には流域製材業の中心的位置を占めることとなった。

また，大正 10年代に入ると鵡川町，穂別町の製材工場の生産品目も， 建築材を中心とし下駄

材，函材を生産するものへと変化していった。

第9表 大正期鵡川流域の製材工場数と原木消費量

鵡 JII 町 穂 5J1j 町 占 冠 村

工場数|原木消費量 工場数|原木消費量 工場数!原木消費量

大正3年 1 13，650 

4 

5 

6 1 35，似)()

7 2 66，058 1 3，0∞ 

8 9 。 9 q ワ ワ

9 9 q 9 ワ ワ q 

10 q ワ 9 ワ ワ ワ

11 2 43，7ω 1 3，ωo 2 4，560 

12 2 33，314 1 2，280 2 1，∞o 

13 2 31，113 2 9，750 2 1，000 

14 2 36，340 4 13，200 1 350 

注)大正3年-7年 北海道庁拓殖部「北海道森林統計書」より作成
大正11年-14年 北海道庁拓殖部「国有林事業成績」より作成

(単位:石)

言十

工場数|原木消費量

1 13，650 

1 35，000 

3 69，058 
q ワ

9 9 

ワ 。
5 51，810 

5 36，594 

6 41，863 

7 49，890 

製材工場の機械動力は，いずれも蒸気機関を原動力とするものであり，その動力数は関木

工場の 48馬力を最大とし， 15-35馬力が中心であった。 ここでは，工場数の増加とともに平

均馬力数の減少，つまりより小規模工場の増加が同 10年代の特徴といえる。 また，その作業

機である製材機においても，規模の縮少がみられ，関木工場が帯鋸1台を軸として丸鋸を 2台

から4台へと増加させていくのに対して，穂別町を中心に増設される工場の機械設備は，丸鋸
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2~3 台のそれにとどまった。製材工場の職工，人夫数においても関木工場は，大正末期まで他

工場とは画然たる差をもち大正 7 年の 55 人をピークとし減少しつつも 20~30人の労働者を雇

用しているのに対し，大正 10年代に入り新設された地場の製材工場は， 5 人以下ないしは 5~

10人規模の労働者の雇用であり， 資本というより生業(なりわい)としての製材業経営に近い

ものであった。

さて，先に大正期の鵡川流域の製材業を同 10年頃までを三井物産の賃挽を中心とする時

期とし，それ以降を地場の製材業，経木工場の成立の時期とし，それに宿意しつつ製材工場数

の増加と原木消費量の減少の過程を，各町村ごと，工場規模，労働者の雇用数それぞれについ

て具体的に検討してきたのであるが，さらに付け加えておかねばならないのは，製材工場経営

の不安定性についてである。とくに大正 10年以降穂別町を中心に新設された工場の経営は不

安定であり， その多くが 2~3 年間の操業で経営者の交代をみているのである。 また流域全体

として大正年間の製材工場の新設をみると 16工場を数えるが，同 14年には同年設立の 2工場

をも加えて 7工場の操業をみるにとどまるのである。こうした地場の製材業の成立の契機とそ

の経営の不安定性の理由についてふれておかねばならないだろう。

道内の大正期とくに中期以降の製材工場の成立は，交通手段とくに鉄道敷設の拡大と密接

な関係をもっている。鉄道の敷設は，国家資本の投下によるものであれ，明治期に多くみられ

たように炭鉱資本によるものであれ，そしてまた鵡川下流域にみられるように商業資本による

ものであれ，いずれにしろ鉄道沿線上に集落を形成させつつ木材市場を急速に拡大する役割を

果すものであると同時に地場の中小，零細な製材業の成立に契機を与えるものであった。鵡川

流域の場合，三井物産により敷設された苫小牧・鵡川聞の軽便鉄道が，大正2年に一般営業線

となり，また同 12年には私鉄金山線(沼の端・富内間)が開通することにより，製材業の成立，

展開の前提条件が与えられた。しかしながら，製材業の成立，展開の前提条件が与えられたと

いうものの，大正2年の軽便の一般営業線化と，同 12年の鉄道敷設のもつ意義は大きく，異

なっていた。前者の場合，三井物産の賃挽を軸としつつ展開する関木工場がその例であるが，

王子製紙の専属下請業者として一定の資本蓄積をもっ資本の経営である関木工場は，大正9年

札幌市に，そして同 10年東京都にそれぞれ製材品販売所を設けお)，独自の市場開拓をおこなっ

ていくのである。また第 1次大戦好況期に遭遇する時期に成立，展開をみており，資本が独自

で内地都市，道内都市へ投機的思惑を含みつつ市場拡大をなしうる状況にあった。それに対し

て後者の場合，道内製材業は r本大戦終了後間もなく襲来した財界反動により，工場を閉鎖

し，倒産するものの続出し，投機的泡沫諸会社の没落，中小企業の大資本併合傾向を強めJ23)る

状態にあったのであり，新たに成立した地場の製材資本にとって独自の市場拡大，とくに内地都

市市場への参入は望むべくもなかった。大正 12年の私鉄金山線敷設竣工に前後して穂別町で

増加した製材工場は，それ故に新たに成立した鉄道沿線の地場市場と苫小牧市を中心とする胆

振地方を製品市場とする地方的な市場闇しか作りだしえなかったのであり，そうした地方的な
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市場のなかでの木材需要は限定されており，製材工場の激しい消長は必然的なものであった。

次に大正期の沙流川流域の製材業について述べていこう。同流域の製材業は，鵡川流域の

それに較らべても， また日高地方全体のなかでみても比較的遅れて成立した。明治 41年から

大正2年まですでに述べたように燐寸軸木工場1工場の操業がみられた。同工場は，静内郡下

下々村，本庄康平，同郡厚別村，長谷川吉造，沙流郡佐瑠太村，倉口重衛門の 3人の共同出資

により，当初奥山某が経営する燐寸軸木工場であったが，経営不振のため明治 43年に，前記

三者が直接経営することとなり，工場の名称も佐瑠太軸木組合工場とあらためられた。同工場

は， 14馬力の汽関 1基，刻機械5台，剥機械5台を有し，使用労働者数は，男女あわせて 67名，

事務員 1 名であり，労働者の賃金は，請負傷jで 1 日当り 40~80 銭であった。原料の白楊樹は，

沙流川下流域の固有未開地，および穂別町方面から購入していた。また，製品は沙流川河口か

ら船積し，函館で荷揚ののち神戸の燐寸製造業者に販売されていた24)。その他に手割柾の工場

なども明治末期からみられるが，動力を使用した機械製材が成立するのは大正5年になってか

らであり，先の燐寸軸木工場の機械施設を利用して操業が開始された。また大正年聞を通じて，

同流域の製材業は，沙流川河口の門別町に成立したにとどまり，流域中流部以上の平取町，日

高町での製材工場の成立はみられなかった。

工場数

原木消費量(石)

第10表 大正期沙流川流域製材工場数及び原木消費量

注)大正5年-7年 北海道庁拓殖部「北海道森林統計書Jより作成
大正11年-14年 北海道庁拓殖部「国有林事業成績」より作成

14年

3 

5，2ω 

大正期の沙流川流域の製材工場数とその原木消費量は， 第 10表に示したとおりであり，

大正 10年代に入り 1工場から 3工場へと増加している。 しかしながら， その 1工場当りの原

木消費量は，関東大震災の翌年の大正 13年を例外として減少傾向にあった。大正7年までの 1

工場については，三井物産の賃挽生産をおこなっているが，その後の工場は，建築材，家具材，

下駄材の生産をおこなっており三井物産との関連性は少ないようである。これら製材工場は，

蒸気機関その他の動力を使用し， その馬力数は 20~40 馬力程度のものであった。製材工場機

械設備は，大正 10年以前の工場については丸鋸数台，それ以降の工場においては¥，、ずれも

帯鋸，丸鋸を使用していた。雇用労働者数は，各工場とも年により変動があるが 5~1O人とな

っており，生業ないしは零細企業の範時に入るものであった。

このようにして沙流川流域では，大正期を通じて零細な製材工場が消長をくりかえしつつ

いくつかあらわれてきたという段階にとどまった。こうした製材資本成立の遅れは，流域上流

部針葉樹資源と河川利用の王子製紙による独占的掌握と，流域下流部の三井物産による広葉樹
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原木産地化と L、う状況のなかで理解しなければならない。また，それと関連してこの期流域の

国有林が，土地所有の段階にとどまったということも他の地方との比較のうえで，製材資本成

立の遅れの条件と考えられる。というのは，大正中期以降，官行研伐，森林鉄道の敷設などを

もって具体的な国有林経営にのりだした地方，とくに北見，十勝地方などにおいては，それ自

体が地場製材資本の成立，展開の条件となっていったからである。これに対して沙流川流域の

製材工場は，その原木を固有未開地から出材される民有林材に依存していた。国有林事業成績

によると，日高地方では，大正 11 年から同 14年のあいだ製材工場の原木入手先は，その 60~

70%が民有林，残余は公有林ないしは御料林であった。国有林からの製材原木入手は，ほとん

ど皆無(年により 1%あるかないか)に等しかった。同時期に北見，十勝地方の製材工場が，

工場原木の 70~80% を国有林に依存し，また全道平均でも 30% 強を国有林に依存しているの

と比較した場合，沙流川流域をも含めた日高地方の製材工場の固有未開地処分材，民有林への

依存度の高さは，この地域の製材工場展開のうえで大きな地域的特徴をなしていたのである。

さらに地域的な特徴として，この期日高地方では鉄道の敷設が遅れた故に船舶を交通手段

として函館市の経済圏の中に入っていたことがあげられる。製材品についても，大正期は依然

として船舶守利用し，函館市を製品市場とする市場闇の中に入っていたのである。第 11表は，

日高地方全域の製材品出荷に関するものであるが，木材加工品は，下駄材に代表される内地移

出用製品と，針葉樹挽材，広葉樹挽材などの函館市場向け製品とにわかれ，道内他地域への木

材製品の出荷はみられなかったのである。こうした製材品市場の地域的な特徴は，製材工場に

とっては市場条件とくに交通条件の悪さとして反映しており，そうした条件のもとでの製材資

本の成立の遅れであったということができょう。

第11表 大正10年日高地方の木材加工製品の販売先

函館区 浦河管内 内国移出

針葉樹挽材 (石) 2，964 40 

広葉樹挽材 (石) 1，342 130 1，120 

広葉樹先擢 (本) 12，000 

広葉樹ビーノレ樽材 (本) 2，000 

広葉樹セメント樽材 (本) 1，500 

広葉樹下駄材 (足) 5，6∞ 331，2∞ 
薪 材 (棚) 60 

木 炭 (俵) 26，950 

注) 北海道庁拓殖部「大正 10年林産物移動状況j より作成
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3. 昭和恐慌期の製材業

第1次大戦後，大正9年に株式市場の暴落を契機としておこった恐慌以降，昭和初期まで

日本経済は慢性的な不況を皇していた。大正 9年までのヨーロッパ諸国，アメリカ，アフリヵ，

アジア市場を対象とする空前の好景気は，政府による財政上の膨脹政策，低金利維持による産

業政策，さらに日銀による産業資本への金融的援助政策を通じて拡大し，綿糸，生糸などの商

品投機，企業の急増をもってっくりだされた。しかしながらこの好景気も大正9年3月の株式

市場の暴落を契機とし増田ヒ勺レ・ブローヵー銀行の倒産につづいて各地に波及した銀行の破綻，

生糸・綿糸相場の崩落による製糸業者などの破産をひきおこした。この恐慌は，日銀からの株

式市場に対する資金貸与，銀行資本，産業資本に対する特別融資，また政府の預金部資金を利

用した産業資本に対する低利資金の貸付によって収拾されたが，これ以降，政府，日銀による銀

行資本，産業資本に対する資金的援助は恒常化した。また，大正 11年末の銀行恐慌，同 12年

の関東大震災による経済の混乱も，日銀，政府預金部資金によって救済されていった。当時世

界の資本主義諸国がいわゆる相対的安定期にはいり，金本位制に復帰しつつあった時期に，こ

のように日本は金本位制への復帰がで、きないままに，政府によるインフレーション政策を唯一

の武器として大きな恐慌の勃発をおさえていたのである。

しかしながら r第 1次大戦後いくつかっみ重ねられた政策が， その都度インフレーショ

ン的救済策によって弥縫され，徹底的な整理，合理化が回避された結果l)，震災手形の処理問

題を契機として昭和2年金融大恐慌が勃発した。この恐慌は，多くの有力銀行を破綻させ，貿

易業，織物業に大きな打撃を与えた。また金融恐慌と前後して銀行の集中が極端に進行し，産

業においても独占の形成が急激に展開した。多くの産業部門は，カルテノレを形成し製品価格を

維持し合理化をおしすすめたが，中小企業の破綻は著しかった。

このような不況の克服をねらって，昭和4年7月に成立した浜口内閣は，産業資本，銀行

資木の金解禁要求を背景として，財政の緊縮，公債非公募および減債，国民消費の節約などの

政策をおしすすめるとともに昭和5年1月に金本位制jへの復帰をおとなった。しかしながら昭

和4年 10月ニューヨーク取引所の株式相場の大暴落を契機としてはじまった世界恐慌は，同

5年 1月に金本位制に復帰した日本経済を直接その渦中に巻き込み，為替の急騰と正貨の急激

な流出をもたらし，正貨の減少は，通貨の収縮となって恐慌をさらに深刻なものとした。

恐慌は， 昭和4年から 5年にかけて最深部にたっし物価， 株価は， 昭和元年の 60--70%

にまで暴落した。農産物価格の暴落は， 工業生産物のそれにくらべさらに著しく 40%程度に

まで下がった。農産物価格は， 大正 8年以降低下し昭和 10年まで一度もこの水準に回復しな
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かったが，とくに昭和4年から 5年にかけての価格低下は著しかった。そのため，農家経済は

悪化を続け，昭和4年には自作農の 59%，小作農の 76%が赤字農家となった2)。

1) 昭和恐慌期にお廿る北海道製材業の停滞

と北海道林摩物検査の確立

昭和期に入ると，第 1次大戦後の不況にひき続く昭和恐慌と慢性的な不況のなかで北海道

の林業生産は著しく停滞した。当時の北海道木材界の様子を小樽木材商組合長，西村甚助は，

次のように述べている。「将に本年を送り，大正16年の新暦を迎えるに当り，吾材界の前途如

何あらんかを考察するに，又侯悲観材料に満ち，毒も回復の燭光を見出し難きを遺憾とす。先

ず北海道材に立脚し，之を観るに，近年本道材の大宗たる松材は，独り製紙原料の利潤多き事

業と，豊富なる資本を有する強敵に禍せられ，製紙原料及道外移出材の，萎扉不振言語に絶せ

るものあり，其原因の一二を挙くやれば，今や私有林の立木著しく減じ，重に官林の払下若くは

官行研伐材の公売を待ち，原料の仕入れを為すの状態にあり，而て往年好況時代の産物として

無闇に乱設せる製材工場は原料の年伐量に比し，消化の数造に超過し，原木の払底に悩みつつ

あり，然、るに官庁の売払方針たる宅も産業の盛衰に顧念することなく，唯々収益の矯加を計る

を以て能事とし，製材業者の原木難に乗じ，漸次立木の特売を減少して，公売若くは官行研伐

に振替へ，造材品の如きは，小口公売を有利として処分せらるるの傾向にあり，而も当業者外

一般の入札参加を許し，盛に競争心を挑発せしむるものから，投機者流の乗ずる所となり，倍々

製材業者を窮地に陥れつつあり。

第二に原料の高価，製材技術の幼稚，生産費の多額製品集約利用の欠陥等，種々なる原因

にJIH台し，内地に於て製材せるものより，一，二割方高価なるを以て，暴に島外に移出せられ

たる製品は，今や逆に浸入するの現象を量し，販路を極限したれば，常に生産品の過剰となれ

需給の調節を失う結果，採算を度外視し投資の苦痛を敢て忍つつあり。

斯る状勢に逆行して，営業を継続するの不可なるを思えざるに非ざるも，多年養成せし従

業者の解雇，および販売上に於ける得意先の情義，又は売懸代金の回収不能，其他種々纏綿錯

雑なる事情ありて，容易に廃業を断行する不能，日々衰弱の度を加へ，今や全く瀕死の状態に

あるものの如し，然らは今後官庁の原木売払処分の改善と当事者自然の淘汰に依り減少し，及

製材上一段の経済的進歩を見ざる限り，大正16年は愚か，未来永久浮ぶ瀬なからんと愚考す。

次に雑木類の販路は，内地堅木材の減少に伴ひ，本道材の之に代りて市場を活歩する感あ

りしも，一時需要旺盛なりし下駄棒は，時代の変化に依り著しく売行を減じたると，船車材料

の需要の不振にして且つ其一部他の木種に移りたる傾向あり，尤も大なる脅威は関東震災を動

機として，南洋の雑木が低廉に輸入せられ，無欠点なる大材は，大に需要者の晴好に投じ，漸

次需要を増加し，本道の得意を蚕食せるは由々敷強敵なり……J3)と不況による道材移出の減少

にともなう製材業者の窮状を述べ，また内地に於て一定の市場性をきづいた広葉樹原木も南洋
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材の輸入によりその市場が蚕食され始めたと述べている。

第一次大戦後の好況にともない増加した道内の製材工場は，私有林立木を工場原木として

伐採してきたため，その減少にともない安い原木の入手が困難となり，小口公売を有利として

販売された高い国有林材の購入をせまられ，また，道内のみならず内地市場に対応する規模に

拡大，増加した製材工場は，移出の不振とともに常に製材品の過剰に悩まされることとなった

のである。こうした大正期以降の木材界の不況に，昭和4年以降の金融恐慌，農業恐慌が徹底

的な追いうちをかけることとなった。

昭和恐慌後，日本経済の脱出口を求めて企だてれらた昭和6年の満州事変と中国大陸侵略

の拡大にともない準戦時体制下のなかで恐慌からのたちなおりをみせ始めた昭和8年にいたっ

ても道内製材業の回復は容易に進展しなかった。「昭和8年調蜜によれば道内動力製材工場531

カ所(内帯鋸施設は 831台)で原木消費能力は 692万石であるに拘わらず，約半数が休業又は

半休業状態におかれるとL、う惨状を呈した。しかし幸いナラ材の輸出も漸次増加を示す傾向と

なり，かつ雑木が製材され内地に市場進出をはじめるに及んで，針葉樹の欠乏地方，又は資金

関係等にてナラ，雑木類の賃挽業に転向操業をつづけるもの次第に増加してきたので，幾分の

好転を見せたものの，原木不足，単価騰貴のため，かりに原木を得ても製品の販売上採算が立

たず，半休又は全休の余儀なくしたものが少なくなかったJ4)のである。

また，内地府県さらには外国を消費市場としていた道産広葉樹材の生産は，大正 12年の関

東大震災にともなう復興需要を契機とし，さらに昭和期に入ってから著しく増加した南洋材の

輸入に大きな影響を受けいきおい停滞せざるをえない状況にあった。昭和5年 321千石，同 7

年 434千石，同 10年 1，661千石と，とくに昭和7年以降の急激な南洋材輸入の拡大は，内地市場

において原木の供給構造の変化ーとくに樺太の林政改革にともなう北洋材移入の減少ーに対応

した結果であり r北洋材を製材していた港湾地帯の製材工場が原木に不足して代替材の必要

にせまられた。この代替材としてクローズアップしたのがラワン材」めであったからである。

こうした南洋材の輸入拡大による道産広葉樹材の内地消費市場の蚕食に対して，北海道木

材業連合会を急先鋒として昭和5年 10月には輸入阻止運動が展開されはじめた。 南洋材輸入

をめぐる北海道木材業連合会と南洋材輸入資本，合板工業資本との抗争は，昭和8年3月には

南洋材輸入税が，従価税から従量税にあらためられ，丸太その他が無税であったものを 1m32 

円，厚さ 200mmを超えない製品については従価6分から 1m35.5円にひきあげられ終止符を

うった。しかしながら，あらたに成立した南洋材輸入税が，米材等にくらべその税率が低く南

洋材輸入資本，合板工業資本の抗争の勝利に終った感もあって，北海道の広葉樹業者はみずか

ら南洋材の市場蚕食に対する防禦体制をとらざるをえなくなった。また，南洋材翰入は，昭和

恐慌による道産広葉樹材需要の絶対的減少のなかで拡大されたこともあり，道内木材業者にと

ってまさに危機的状況を呈していたのである。

昭和8年6月，北海道木材業連合合は，北海道庁長官に「林産物規格制定並びに道営検査
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機関設置の請願書Jを提出した。これは，広葉樹については「その品位を高め失墜した声価の

挽回並びに用途減退の恢復を図るべく J，そして針葉樹については「市価は樺太材の単価に比

し二割及至三割安」の状態を打開すべく， ["規格の制定， 検量の明記，正量の表示，品等の区

分等は業者の商取引を敏活ならしめ品質分量等に関する取引上の不安を一掃し現物を精査する

に非らざれば値極めなし得ざる現状を打開し以て北海道産用材の信用を高むべきこと淘に業者

の熱望する処に有之候。」めというものであった。つまり不況にあえいでいた道内の木材業者に

対し，木材の品等規格，正量検査など木材流通の側面に行政のテコ入れ，木材市場政策を要請

するものであった。

これに対し道庁の対応は，すばやく昭和9年4月に「北海道林産物検査規則」を公布し，

同年 10月から「道外輪移出素材の検査」を，そして同 10年4月から「授受の行われる製材並

びに吋材の検査Jを開始した。このように昭和恐慌期を経過して，本来資本が自ら担うべき市

場機能の一部を地方行政の手にゆだね，それをもって内地における道産市場を確保しようとし

たのである。

2) 繭川流域一林業生産の停滞と製材業の没落一

流域の林業生産の停滞もこうした変化に基本的に規定され，たとえば穂別町各駅の木材取

扱量は，昭和3年の 5万7千トンから同 8年の 3万トンへと減少し，また薪炭取扱量において

も同3年の 1万8千トンから同9年には7千トンへと減少するといった状態にあった7)。

同流域で林業生産の低落の最も著しいのは鵡川町であり，第 12表に示したように昭和期

に入ると森林資源の枯渇からその生産量が急激に減少し，昭和6年以降同 20年代に至るまで

用材生産は皆無となった。明治末期から大正期を通じての，天然林の徹底的な利用形態である

木炭生産主で含めた採取林業生産のなかで，鵡川町は，林業生産の場を根底から破壊し尽した

のである。昭和期に入ってからの林業生産の停滞は，穂別町においても同様であったが，大正

12年に金山線の開通という原木輸送条件が地場の素材生産業者に与えられた同町では，すで

第四衰 昭和初期鵡川町の林産物生産量

大正 15 年

昭和 2 年

5 

7 

9 

10 

用材

(石)

36，150 

21，∞o 
6，850 

注) 昭和7年は「昭和8年版鵡川村要覧」より

それ以外の年は「鵡川町史J，p. 564より

薪材

(棚)

27，500 

3，∞o 
1，110 

3，300 

3，∞o 
2，880 

木炭

(〆)

1，925，000 

1，443，750 

38，7∞ 

214，200 

85，300 

17，800 

椎茸

(斤)

200 

250 

85 
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に森林資源の枯渇がみられた鵡川町の林業生産と杖おのずと異なった条件のもとにあった。

この期の穂別町の林産物生産量は， 第 13哀ーに示したように，角材は，年によりかなりの

変動を伴うが 2 万~4 万石の生産量であり，普通丸太は， 昭和3年以降減少し 1万石程度に停

滞していた。また，薪炭材，木炭の生産量においてもそれぞれ 5万4千石から 2万4千石へ，

369万〆から 140万〆へと減少した。このように昭和恐慌期の木材生産は，木炭生産， 普通丸

太の生産を中心に後退したのである。これらの素材生産を担った素材生産業者は，王子製紙の

専属請負業者の高谷木材をのぞけば，年間5百石以上の取扱量をもつものが昭和7年には 12業

者8) おり，その素材生産規模は 5 百~1 千石が 6 業者 1 千~3 千石が 1 業者， 3 千~5 千石が

3業者， 5千石以上が l業者と，小規模な素材生産業者がほとんどであった。

第四衰 昭和初期穂別町の林産物生産量

角材 製紙原料

(石) (石) I (石)

昭和3年 20，230 31，570 54，032 

5 48，8∞ 11，810 40，475 
7 18，420 12，760 23，040 

9 43，200 11，820 24，250 
」一一一

注) 昭和7年は「昭和8年版穂別村勢一班jより
その他の年は「穂別町史J，p. 325より

(石)

25，900 

28，600 

10，800 

その他用材 鉄道枕木

(石)

8，460石

6，820石

25，6∞丁
3，900 25，500丁

木
(斤)

3，695，320〆 359 
2，605，362〆 321 
825，130貫 345 

1，402，4∞〆 420 

また占冠村では，高谷木材による王子製紙のパルプ材生産が林業生産の大半を占め，たと

えば，昭和7年にはパルプ材 5万5千石，角材・丸太 950石，枕木 100石，柾材 350石9)とパ

ルプ材生産以外にみるべきものがなく，角材，丸太などパルプ材以外の生産は，総生産量の 1

割にみたないほど僅少であったのである。

つぎにこの期の製材業についてみていこう。鵡川流域の製材業は，大正末期以降の停滞に

さらに拍車をかけ，工場数においてもまたその原木消費量においても縮少傾向を示した。

流域各町村の製材工場数，原木消費量は，第 14表に示したとおりである。すでに述べた

ように大正 10年以降増加しはじめた地場の製材業は，同 14年には7工場を数え，昭和5年ま

で経営者の交代はみられるものの同数の工場を維持した。しかしながらその原木消費量は，大

正 14 年の約 5 万石から昭和期に入ると 2~3 万石規模に減少し，さらに昭和 6 年以降は，工場

数， 原木消費量ともあいまって急激に減少し， 昭和 10年には3工場 8千石の原木消費量を

みるにとどまった。大正 14年と比較し工場数で 43%，原木消費量で 14%にまで減少したこと

になる。こうした流域の製材業の全体的な締少，没落のなかで鵡川町，穂別町，占冠村それぞ

れについて若干の差があり，穂別町の昭和5年までの工場数原木消費量の増加は特徴的であり，

これは大正 12年の鉄道敷設そして昭和4年の主子製紙による穂別網羽の設置に大きな影響を

受けたものである。
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第14表 昭和元年-10年鵡川流域の製材工場数と原木消費量 (単位:石)

鵡川町|穂別町|占冠村|
工場数|原木消費量 工場数|原木崎量 工場数|原木消費量 工場数|原木消費量

昭和元年 2 11，676 3 16，100 2 445 7 28，221 

2 1 6，500 3 21，600 3 820 7 28，920 

3 1 3，250 4 18，000 2 835 7 22，085 

4 1 5，'α)() 4 31，850 2 985 7 37，835 

5 1 3，0∞ 4 32，393 2 988 7 36，381 

6 1 10刈)() 2 7，300 2 1，220 5 18，520 

7 1 3，600 1 3，670 2 1，080 4 8，350 

8 l 5，ωo 1 2，5∞ 2 950 4 8，950 

9 1 5，508 1 3，312 2 1，048 4 9，868 

10 1 5，544 1 1，008 1 1，620 3 8，172 

注) 北海道庁拓殖部「国有林事業成績」より作成

また，このような鵡JII流域製材業の昭和恐慌期以降の縮少過程を工場動力数，職工数と関

連させてみると，まず工場動力は，水力発動機から蒸気機関によるものがほとんどとなり，流

域全体の動力数は，昭和元年 193馬力から同 5年の 215馬力へと増加するものの同 10年には

75馬力と大正7年段階の動力数にまで減少した。昭和5年までの動力数の増加の過程は，同時

に原木消費量の減少の過程であり，昭和恐慌期以前にすでに工場稼動率の低下による工場機械

設備の遊休化が顕著となっていた。また，大正末期以降昭和5年までの穂別町にみられた工場

数の増加は，馬力数 20馬力以下の小規模なそれであるが，昭和5年以降，ほぼ全層的にこう

した工場規模階層聞の差なく減少していった。つぎに製材工場の職工，人夫数は，昭和期に入

るとこれも同様に減少し， 10人以上の職工，人夫を雇用する工場はなくなった。昭和4年には

職工，人夫数 5~1O人が 3 工場， 5人以下の生業的工場が4工場あり，また前者が原木消費量，

出力馬力，職工，人夫数の 7割前後を占めていたのであるが， 昭和 10 年には 5~10 人が 1 工

場 5人以下が2工場へと減少した。このように大正末期以降，職工，人夫数からみた工場規

模の縮少過程は，昭和6年以降決定的となり，流域の製材業は，全層的に没落していったので、

あり，昭和 10年以降流域各町村にー工場ずつの操業をみるにとどまった。

こうして鵡川流域の製材業は，昭和恐慌期に入ると急速な縮少，全層的な没落を示し，昭

和6年の満州事変を契機とし軍事関連産業を基調とする経済の拡大，展開にも対応しえないま

まに推移していった。そして流域の地場資本のなかで準戦時体制下の経済基調の拡大に対応し

つつ展開していったのは，製炭業と，素材生産業(製炭業者による軍用材の生産も一般にみら

れた)であった。

3) 沙流川流域ーとくに昭和恐慌期後の製材業の確立ー

昭和初期までに三井物産の沙流川下流域での素材生産は，ほぼ一巡し，昭和5年まで門別
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町に所在した三井物産の派出所を様似町に移動させるとともに，同社のそれ以降の素材生産の

中心は様似町周辺の日高地方南部となった。また，大正期を通じて日高地方で素材生産をおこ

なっていた内地資本の北海道林業株式会社(本社神戸市)，日高林業株式会社(本社東京都)は，

それぞれ昭和2年，同3年には当地方での素材生産を中止した。こうした内地資本の素材生産

の中止のため，昭和期に日高地方での比較的規模の大きな資本による素材生産は，様似町周辺

を中心とする三井物産と，浦河町に派出所をおいていた合資会社北海道木材商会(本社小持市)

と，昭和5年から門別町で素材生産，製材業の操業を開始した日露実業株式会社だけとなっ

た。これら 3資本の原木取扱高は，昭和11年には三井物産約7万 m3，合資会社北海木材商会

6千mt 日露実業株式会社4千m310)と昭和期に入ってからも三井物産の日高地方での素材生

産に占める位置は，他の資本の追従を許さなかったことを示している。

沙流川流域では，三井物産が山林を購入し良木ぬき切り的な素材生産をおこなった跡地に

同社の専属的製炭業者が入り製炭生産をおこなっていた。すでに述べたようにこの時期の下請

素材生産業者として，清兼造材部，鬼頭造材部，数井造材部，山崎造材部などがあり，また専

属的製炭業者としてその規模が大きかったのは舟川耕作であった。

昭和期に入るとこの流域にも三井物産とは直接的に関係のない素材生産業者，製炭業者が

あらわれはじめ， 門別町，平取町の地場の素材生産業者は，昭和5年の 6業者から同 11年の

17業者へと増加し，とくに昭和恐慌期以降地場の零細な素材生産業者による素材生産が活発化

していった。また，昭和期に入って地場の製炭業者として定着していったものに，早来町，厚

真町など胆振地方の製炭地帯から製炭原木を求めて移住してきたものと，昭和恐慌期に製炭を

開始した農民系譜のものとがあり，前者については昭和3年に平取町で製炭を開始した五十嵐

製炭所，そして後者については奥野林業がその典型例であった。

このように沙流川下流域の林業生産における地場の資本の比重が高まるとともに，その中

心は平取町へと移った。第 15表は，この期の平取町の林産物生産量を示したものである。平

取町の林業生産は r村内奥地ノ山林称険ナルト交通比較的便ナラザリシ為搬出費ヲ消費シ他

地方ニ比シ閑却セラレタル感ナキニアラザリシガ近年交通運輸ニ其施設ヲ得本村ノ処女林ニ着

目スルモノ多ク昭和二年中送材他実二十三万石ヲ産シ年々増加ノ域ニ進ミツツアリJl1)とある

ように昭和期に入ってから活発化し，年により変動はあるものの角材，丸太，炭材など広葉樹の

素材生産が，王子製紙による針葉樹ノ~}レプ材生産に量的に匹敵ないしは上回るほどとなった。

しかしながら，ここにおいても昭和恐慌期の影響は明瞭にあらわれ，角材の生産は，約3万石

から 1万石へ，普通丸太も半減するといった状態であった。とはいえ，鵡川流域とくに穂別町

のばあいとは異なり，昭和7年以降の林業生産の回復， さらに拡大は著しく，昭和11年には

角材8万8千石，普通丸太3万5千石，炭材8万8千石の生産をみるほどであった。そして，

こうした昭和恐慌期後とくに満州事変以降の平取町の林業生産の拡大は，戦時体制期へと継承

されていくのである。また日高町のこの期の林業生産は，第16表にみるように角材，薪炭材，
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|昭和持I3年 I4年 I5年 I6年 I7年 I9年 10年

角 材(石} 25，'似)() 321似)() 35，0∞ 11，150 9，490 
204，A5∞90i 146，∞0 

48刈)()

普通丸太(石) 2，1似lO 2，500 6，0∞ 2，1∞o 1，似)() 6，ωo 7，5∞ 

薪 材(棚) 10，8∞ 5，4∞ 8，∞o 3，000 3，100 3，∞o 2，800 3，∞o 

炭 材(石) 15，600 22，ωo 25，α)() 35，000 40，∞o 42，200 45，500 49，000 

枕 木(丁) 3，5∞ 3，800 3，0∞ 3，000 5，∞o 15，500 26，0∞ 32，∞o 

下駄材(石) 150 100 50 80 100 50 55 65 

柾 材(石) 4∞ 5∞ 5ω 600 620 8∞ 

マプチ軸木初(石)

合板原料材(石) 5，∞o 

電柱材(本)

早 切(本)

製紙原料(石) 75，5∞ 731似)() 39，400 72，603 118ρ02 82，722 84，250 85，∞o 

木 炭(貫) 292，似ぬ 124，似)()1，∞0，α)() 160刈)()2，∞0，∞o 3，1∞0，0∞ 2，150，∞o〆1，230;∞o〆

注)昭和2-4年昭和5年「平取村勢一斑Jより
昭和5-7年 昭和8年版「平取村勢一斑」より

昭和9-11年平取町「平取町史Jp.632より

第16衰 昭和初期日高町の林産物生産額

昭和 4年 8年

角 材 (石) 1，7∞ 430 500 

薪 炭 材 (棚) 5，780 4，1∞ 3，906 

柾，その他用材 (石) 841 2，1αlO 1，200 

木 炭 (貫) 9，250 15，∞o 19，500 

椎 茸 (斤) 45 120 190 

製紙原料 (石) 65，冊。 60，αm 80，0∞ 

注) 日高村「日高村50年史」昭和31年， p.400より

650 

4，100 

1，550 

21，500 

220 

92，2∞ 

11年

88，500 

35，500 

4，500 

88，000 

100;ωo 

120 

8∞ 

4，500 

500 

600 

100，'ωo 

ワ

11年

5，975 

5，242 

2，∞o 

99，272 

木炭など地場の業者による生産が若干みられるものの，王子製紙による森林資源の独占的な掌

握をそのままに示しており，それは鵡川流域上流部の占冠村と同様であった。

広葉樹の素材生産が，地場の零細な素材生産業者の手に漸次移っていくとともに，大正期

の沿岸積取を利用した三井物産などの商業資本による内地移出一辺倒の市場形成から，この期

には，鉄道を利用した道内木材消費市場への原木出荷が増加していった。大正中期以降の沙流

川流域に関連する交通条件の整備についてみると，大正 10年の王子製紙による平取・富川聞

の沙流軌道の敷設，昭和元年の日高拓殖鉄道による宮)11・静内聞の鉄道敷設と同2年の苫小牧・

静内間(苫小牧軽便鉄道， 日高拓殖鉄道)の国鉄買収， 同6年苫小牧・静内聞の軌幅工事の完

成，そして同6年の沙流川左岸道路(日高・富川間)の完成などがあげられる。 こうしたとく

に昭和期に入ってからの国家資本投下による交通条件の整備を背景として第 17表に示したよ



39 (成田)鵡川，i少流川流域における製材業および木材市場の史的展開に関する研究

うに昭和4年には，広葉樹柚角，丸太の出荷が，沿岸積取を利用する内地市場向けと，鉄道を

利用した苫小牧市周辺を中心とする道内市場向けとにほぼ半々となるほどになったのである。

日高地方のなかで比較的早くから突通条件とくに

こうした傾向がより強かったのである。したがって地場

みずからその市場を創り出してL、く過程のなかで交通条件の整備が

日高地方全域の集計であるが，

鉄道の整備された沙流川下流域では，

この数字は，

の素材生産，製炭資本が，

なされていったというよりは，他の資本または国家資本の投入によ町り創jり出された市場条件に

より，道内の消費市場に対応した地場の零細な素材生産資本，製炭資本そして製材資本の成立

する基盤が与えられていったというべきであろう。

昭和4年，日高地方の出荷先別柏角・丸太の出荷状況

|日高地方|苫小牧町周辺|函館市|その他| 内国移出

115，144 

42，535 

道内計計

柏角

丸太

北海道庁拓殖部「林産物移動状況Jより作成注

とくに昭和恐慌つぎに，昭和期に入り沙流JlI流域全体に地域的な広がりをもって成立し，

期以降展開を示した製材業についてみていこう。昭和期に入り，昭和元年日高町に 1工場，同

ょうやくこの期流域各町村に地域的な広がりを2年平取町に 1工場がそれぞれ操業を開始し，

この期の流域各町村の製材工場数及びその原木消

原木消費量いずれにおいても大正期からの

同6年以降の工場数，原木消費量の急速に拡大していく準

もちつつ製材業の成立をみることとなった。

工場数，第 18表に示したとおりであり，費量は，

継続状態を示した昭和5年までと，

戦時体制期とに区分することができる。流域製材工場の原木消費量は，昭和恐慌期以降の製材

工場の，地域的な広がりとあいまって昭和5年の約1万3千石から同 11年の約6万3千石へと

ま

た昭和9年には平取町には豊富に存在した広葉樹材を利用して単板(ベニヤ)工場2工場が設

立され， 2~4年間ほどの操業をみた。製材工場の機械設備は，その多くが蒸気機関を原動力と

増加していった。その生産品目は，建築材を中心に函材，家具材などの広葉樹製材であり，

(単位:石)

U 町|平取町|日 言十

工場数|原木消費量 工場数|原木消費量 工場数|原木消費量 工場数|原木消費量

昭和元年 2 5，4∞ 1 7ω 3 6，1∞ 
3 2 5，9ω 1 10，1α)() 1 1，1∞ 4 17，1αm 
5 3 12，577 3 12，577 

7 3 10，440 1 18，飢)() 2 3，450 6 31，890 

9 4 19，750 2 33，倒O 2 5，857 8 59，447 

11 3 10，376 4 46，685 2 6，296 9 63，357 

昭和元年-11年沙流川流域製材工場数及び原木消費量第18表

北海道庁拓殖部「国有林事業成績」より作成注)
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し帯鋸，丸鋸をそなえ， またその動力数は 20~45 馬力程度であった。 こうした小規模な製材

工場が，昭和6年以降増加していくのであるが，日高町で新設された製材工場は，とくに小さ

く発動機を原動力とし丸鋸数台をそなえ，その動力数も 10馬力内外のものであった。

こうして流域の製材業は，昭和恐慌期以降その数においても，また原木消費量においても

拡大していくのであるが，それ以前に流域河口門別町を中心として操業していた製材業の多く

は，恐慌期の製材品価格の低落，木材需要の縮少のなかで昭和5，6年頃までに倒産し，昭和恐

慌期以降は，地場の製柾業者，素材生産業者，製炭業者そして軍事需要により拡大したクロー

ム鉱山業者により，あらたに製材業の経営がはじめられていった。このように沙流川流域の製

材業は，大正末期から昭和恐慌期にかけて主に国家資本の投下による交通条件の整備と，それ

による流域林業生産の道内市場への編入を与件とし，恐慌期以降の景気の回復と木材需要の増

加を背景としてあらたに成立していったのである。

注

1)揖西光速. r続日本資本主義発達史j，昭和43年， p. 107. 
2)同上書. p. 199. 

3)西村甚助. r不振のどん底に低迷j，If'北海道林業会報~，第 25 巻，第 1 号，昭和 2 年， p. 29-30. 

4)前掲. r北海道山林史j，p. 971. 
5)赤井英夫. r木材市場の展開過程j，昭和43年， p. 220. 
6)北海道庁林務部. r北海道林産物検査35年の歩みj，昭和44年， p. 3. 
7)前掲. r穂別町史j，p. 327. 
8)北海道庁拓殖部. r昭和7年度固有林事業成績j.
9) 占冠村. r昭和7年占冠村勢要覧j，昭和8年.
10)北海道庁拓殖部. r昭和11年度国有林事業成績j.
11)平取村. r平取村一斑J，昭和2年.

4. 戦時体制期の製材業

1) 木材統制と北海道林産物検査

昭和 12年の日華事変を契機とし，日本経済が本格的な戦時経済体制へと突入するとともに

木材は，軍事資材としてまた軍事関連産業の原材料として重要な位置を占めることとなうた。

「当時(昭和15年…筆者注}の要求量は陸軍が年間 1，126万石(うち内地需要は 610万石)，海軍は

415万石，合計 1，541万石となり，当時の全生産量の約30%を占めていた。jl)また「昭和17年

には軍需および物資動員計画に伴う用材が 4，600万石， その他重要用途材が 600万石を算えこ

れに対して一般需要者用材に向けられるものは 2，000万石程度と推定されj2)たといわれるほど

彪大な軍需用材の生産，流通を円滑に遂行するために木材の生産統制，流通統制の機構が急速

に整備，確立されていった。木材統制は，南洋材，米材の輸入統制jとその配給組織の結成をう

ながし昭和 12年9月の「輸入品等に関する臨時措置に関する法律」に始まり， この法律にも
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とづき，昭和 14年9月に「用材生産統制j規則」そして同 15年 10月には「用材配給統制j規則」

が制定されることとなった。「用材生産統制規則」は， f(1)木材生産規格を農林大臣が定める。

(2)木材の国営検査を実施する。j3)ことを定め，そして「用材配給統制規則」は， r(1)地方長官

は府県内の用材配給計画を作成し農林大臣に報告する。 (2)農林大臣，地方長官は，統制機関

により木材の販売を命令することができる。 (3)輸出材はすべて統制機関による。(心供出割当

制度の実施j4) を定めたものであり， この両規則の制定により木材の生産，配給統制が本格化

した。さらに木材業，製材業の営業を許可制にし，木材統制機関として日本木材株式会社，地

方木材株式会社の設立を規定した昭和 16年3月の「木材統制法Jにより，生産，配給機関を

そなえた木材統制が確立したので、ある。

そして，こうした木材統制の整備，確立の過程において，すでに昭和9年4月に「北海道

林産物検資規則jを制定し，それが具体化，組織化されていた北海道においては r用材生産

統制規則」の制定された昭和 14年11月には， r従来の検査規則を廃止し，新たに庁令第 103号

をもって『北海道用材検査規則』を制定し用材の統制目的を完遂したので、ある。l)つまり，昭

和恐慌期の道内木材業の不況のなかで，本来資本みずからが果すべき役割である木材及びその

製品の品質，等級などの統一と検査と L、う木材市場機能の一部を地方行政に肩がわりさせた道

内の木材関連資本は，逆に整備され，組織された木材統制機構のなかにすみやかに組み込まれ

ていくこととなっTこ。

2) 鵡川流域一素材生産業，製炭農を中心

とする地場資本の展開一

戦時統制期に入ると鵡川下流域では，民有林資源の減少と規格の統一された軍需用材を中

心とする木材増産の要請のなかで，零細な素材生産業者，製炭業者も国有林材の売払いをうけ

ることが可能となった。それ以前の北海道の国有林材の売払いについては，明治35年の「北海

道国有森林原野特別処分令j，同年「北海道固有森林原野特別処分令工業者ノ具備スペキ要件」

に典型的にみられるように，紙ノ¥'JLノブ資本および内地資本により経営された木材加工資本に集

中し，大正中期以降その数を急激に増加させた地場の製材業など零細な木材加工資本への売払

いは少し先にも示したように「官庁の売払方針たる，唯々収益の増加を計るを以て能事とし，

製材業者の原木難に乗じ，漸次立木の特売を減少して，公売若しくは官行研伐に振替へ，造材

品の如きは，小口公売を有利として処分せらるるの傾向にあり」めというような状態にあったの

である。とくに鵡川流域では，その流域のk流部針葉樹地帯が紙ノ¥')レプ資本により明治末期以

来独占的に掌握されていたこともあって，戦時統制l期に入るまで地場の零細!な素材生産業，製

炭業，製材業などへの国有林材の払下げは全くといっていいほどになかった。

これら零細な地場資本は，昭和 12年に始まる木材統制の進行のなかで生産，流通の両側面

から国家みずからの手で組織化されることとなった。そして昭和 16年の「木材統制l法jの公布
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とともに， s木社を頂点、とし，その具体的実行機関として各都道府県に地木社が設立された.

そうしたなかで，地場の零細な製材業，素材生産業は，許可制となるとともに統廃合を強制さ

れたうえ地木社の一員として生産，流通統制機構のなかに強権的に組織されていった。このよ

うに戦時統制期に入ってからはじめて零細な製材業，素材生産業は，国家政策(ただし木材統

制jという)の謹上にのせられ，そうすることによって軍事用材を中心とする木材増産の戦時国

家的要請のなかで国有林からの立木処分をうけることとなったのである。ちなみに木材統制期

の固有林材の売払いは， 昭和 14年以降統制の解除される同 25年まで「供給は(国有林材の…筆

者注)，切符による配給制であり，価格は公定価格によっていたので，国有林における売払もす

べて闘意契約によっておこなわれていたJ7)のであり，地場の素材生産業者，製材業者にとって

それは地木社を通じてのみ可能だったのである。

地場の製材業者が，戦時統制期に入ってから国有林の立木処分をうけるようになった事例

については，すでに北海道津別町の製材業の史的展開をとり扱った石井寛氏の論文8)によって

指摘されており，それは鵡川流域においても同様であった。たとえば，聴取調査によると穂別

町で昭和5年に独立して木挽による枕木生産と製炭業を開始し，戦後木炭生産の崩壊とともに

昭和30年には製材業経営を開始するというこの流域での地場資本の一つの展開類型を示した

H製材所 (KK)は，戦時統制期の昭和15年頃から国有林の立木処分を受け軍用材と枕木の生

産をおこないはじめた。そのほかに日華事変の翌年昭和 13年に穂別町在住の素材生産業者と

して，周年の国有林事業成績(道庁拓殖部)には 12業者が記載されており， うち 6業者は少量

ながら国有林からの立木購入をおこなっていた。また，次にのべるように公的，国家的所有山

林からの立木購入が圧倒的に多いのである。 これら 12業者は，周年に 41，382石の素材生産を

おこない，角材 15，552石，丸太6，750石，枕木5，9∞丁を生産した。その素材生産規模は 252石

から 14，508石までと大きな格差があるものの，年間3，600石以上の素材生産をおこなう業者は

4業者にすぎなかった。 41，382石の素材生産を山林所有形態別にみると国有林 19%，御料林

21%，公有林 37%，道有林 12%，民有林 11%となっており， 国有林での素材生産は，年間

400~7'∞石程度の極めて零細な素材規模の業者に集中していた。また，民有林からの素材生産

が全体の 11%を占めるにすぎず大正期， 昭和初期の民有林中心の素材生産から， 比較的奥地

に存在する公的，国家的所有山林に原木を依存せざるをえないほど民有林の荒廃が進んだこと

を明らかに示すものでもある。

地場の木材関連業資本として，これら素材生産業者のほかに製材業，製炭業が存在し，そ

れらは同時に素材生産業者，木材膜売業者でもあった。鵡川流域の製材業は，戦時統制期に入

りさらに減少し，昭和14年には鵡川町 1工場，穂別町 1工場， 占冠村 1工場にすぎず，昭和

16年の「木材統制法」による工場増設の制限もあって，この期昭和20年まで3工場だけであっ

た。このように鵡川流域の木材関連産業に属する地場資本は，昭和恐慌期の製材業の没落以降，

地場で一定の集積をみずこのちに軍事用材を中心とする素材生産業，あるいは同様にこの期重要
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な生産物であった木炭の生産に傾斜することとなった。そこでは，国，道有林材の地場資本へ

の払下げが重要な役割を果し，そしてまた「木材統制法」による新たな製材業の成立の制限が

戦時統制j期の鵡川流域の地場資本のこのような展開様相を規定づけることとなったのである。

3) 沙流川流織一岩倉組の素材生産と製材業ー

ここでは，昭和 13年に沙流川流域に在住した木材業者の素材生産についてみていくとと

もに，満州事変の翌年昭和7年に沙流川流域で素材生産を開始し，戦時体制期には道内地場資

本としてのワクを越えその経営領域を急速に拡大していった岩倉組の素材生産について検討L

ていくことにする。

昭和13年の国有林事業成績(道庁拓殖部)によると，沙流川流域在住の木材業者は 15業

者であり，これら素材生産業者により同年2万3千石の素材生産がおこなわれ，その材種は依

然広葉樹であった。生産規模は，年間 3，6∞石以上が2業者， 1，加0--3，6∞石が2業者， 1，8∞ 

石以下が 11業者と極めて少規模な素材生産業者が多かった。それら素材生産業者による生産

対象山林をみると国有林52%，御料林23.96'，民有林25%と，国有林からの立木購入が5割を

占め，沙流川流域においても昭和初期までの民有林を対象とする素材生産から，国有林でのそ

れに大きく変化したことを示しているのである。つぎにこうした過程について岩倉組の沙流川

流域での素材生産を事例としてみていくことにする。

北海道の地場資本として，戦後急速な経営展開をなしとげた岩倉組は，昭和期に入ってか

ら沙流川流域での素材生産を開始した。昭和7年頃岩倉組は，平取町長知内で牧場として山林

を所有していた阿部某からその立木を購入し，年間 l万石規模の素材生産をはじめた。この素

材生産の運材過程にトラックを導入し，これが沙流川流域でのトラック運材の鳴失となった。

昭和9年には，平取町岩知志の国有林立木を購入し，年間3万石規模の素材生産をおこない翌

10年同町宿主別で同じく年間3万石規模の国有林立木の素材生産をおこなっていた。宿主i/IJ

での素材生産は， 戦後昭和30年頃まで継続し， 終戦直後合板材生産のためにその素材生産規

模が 7~10 万石へと拡大するが， この生産規模の拡大は一時的であり， ほぽ昭和 10年以降年

間3万石の生産規模を維持した。

岩倉組の素材生産は，ほほ.年間通じておこなわれたが伐採量は冬期間のほうが多く，造材，

搬出は，冬期間に主力をおき，夏期は， トラック運材のための道つけ作業がおこなわれた。沙

流111流域のこの地域は，北海道としては冬期間の積雪が少なく，夏期に敷設された簡単な道路

が諌結Lてトラック道として充分に使用に耐え，夏期にトラック運材をおこなうことはほとん

どなかった。

岩倉組の造材生産は，下請を使うことなく直営でおこなわれていた。その作業組織と機能

は次のようなものであった。沙流川流域での素材生産の総監督として岩倉組社員の「主任Jが

おり，これが固有林の入札に参加し立木を購入または民有林立木の購入をするとともに，人夫
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募集など全体を総括した。その下に各造材現場毎に 1人の「山頭」がおり r主任」の代理的

な役割を果すとともに作業単価の交渉にあたった。この「山頭」は，柚夫，人夫の経験を積ん

だ人がなったが岩倉組の社員ではなかった。また各現場毎の「山頭」のもとに「内勤帳場」が

おり，素材生産事業の会計業務を担当し，これは岩倉組の社員であった。つぎに「山頭J，r内

勤帳場」のもとに柚頭，人夫頭，馬夫頭がおり，これら「頭」は実際に人夫，柚夫，馬夫を募集

する機能をもっており，各現場の作業の終了とともに若干の手当を会社から支給されていた。

柚夫，人夫，馬夫は，日高地方全域および東北地方からも募集し，いずれも農民，漁民の兼業

であった。その人員は，たとえば宿主別で年間3万石の山を造材した場合，柚夫約25人，人夫

約 100人，馬夫約25人の計約 150人を要したとし、う。

生産された原木は，沙流川流域で素材生産を始めた当初広葉樹が多く， トラックで富川ま

で運材され，その多くは新宮商行に販売され，沿岸積取のうえ内地に輸送された。そのほかに

価格の高かったカツラ，タモなどは岩倉組が名古屋市場まで直接輸送し売却，ナラ吋材は道内

製材工場に販売するといったきめ細かな販売方針をたてていた。 また昭和 15，16年頃から王

子製紙からの素材生産資金の借入をおこなっており，その資金をもって国有林材を購入し，針

葉樹材は王子製紙に販売し，広葉樹材については前記同様の販売形態をとっていた。この頃に

なると岩倉組の素材生産は，民有林を対象とするものよりも，国有林のそれが多くなったので

ある。

岩倉組が，王子製紙との関係で作業請負業者としてよりも納材業者的な性格を色濃くもち

つつ， またそれ放に一定の独自性をもって展開したという指摘は r北海道における素材生産

構造J(林野庁，昭和35年)においてなされており，この沙流川流域での岩倉組の素材生産は，

その好例であろう。岩倉組自体の経営，活動領域は，大正 10年頃には苫小牧市を中心に年間

20万石規模の素材生産をおこない，大正末期から昭和初期には，王子製紙との関係を密接にし，

その活動領域も全道的な拡がりをみせた。 また昭和 15年には新冠町に， 19年には苫小牧市に

製材工場を建設し，戦時体制期に製材業への資本投下を開始した9)。戦後，岩倉組は，素材生

産，素材販売のほかに製材，合板，床板，削片板の生産販売，土建業，運送業，造林業とその

経営領域を急激に拡大した。こうした岩倉組の急激な経営展開は，北海道における地場資本の

経営展開の一典型として，それ自体が論及されなければならない課題であるが，ここではその

端初が戦時体制期にあったことを指摘するにとどめる。

次に戦時統制期の沙流川流域の製材業の展開についてみていくことにしよう。戦時統制期

の道内製材業とくに広葉樹製材業は r日華事変勃発し， わが国各種産業も全能力をあげて生

産に適進するようになり，製材界も大いに活気づき，道産ナラ，セン，タモ，カノにその他の潤

葉樹の出来合製品が内地市場にも漸く進出しはじめた。ナラその他の潤葉樹は棺材，階段材，

薄板，厚板，床板，小割材，角材等に製材され，挽材の内品質良好なものを外国に，その他を

本土市場に輸移出した。lO)とあるように内地を消費市場とする広葉樹製材生産地としてあらた
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な展開をとげようとする時期でもあったのである。昭和 14年に沙流川流域には， 門別町富川

に3工場，平取町に6工場， 日高村に2工場の計 11工場が存在し，平取町を中心として製材

工場の増加がみられた。 また同 14年流域最上流部の日高町にも地場の資本を集積し本格的な

製材工場が建設された。製材工場の原木消費量は，昭和10年の約44千石から同 14年の約78

千石へと，一工場当りのそれを急激に拡大させた。製材工場の機械設備も同年には， 11工場中

7工場が帯鋸をそなえるにいたり，原木消費の拡大に対応して整備されていった。

きて戦時体制期の平取町を中心とする林業生産，製材業の拡大についてもう少し具体的に

みていこう。 ここにおいても昭和 12年の目撃事変の影響は大きく 「陸海軍の軍需用材の増加

と地方軍需工場の勃興によって本町の林産総額は，次のように増額された。昭和 11年 888，230

円， 13年 1，001，222円， 14年2，367，283円……(中略)……木材ばかりでなく昭和 14年からタン

ニンの自給のためアカエゾ，クロエゾ，カシワ，ナラ，カラマツ等の樹皮まで山元で剥いで供

出J11)するほどであった。また昭和 15年以降の製材工場の従業員数，生産石数の拡大について

みると，たとえば石崎木工場は，昭和 10年従業員 17名，生産石数7.5千石， 15年 21名， 8千

石， 20年21名， 1万石，八回木工場は昭和 13年 15名， 1.2千石， 16年 19名， 5.2千石， 21年

25名， 10.2千石，そして石井木工場は， 昭和 15年30名， 12千石， 18年30名， 15千石， 20 

年30名， 12千石となっていた12)。また前記石井木工場は， r昭和 13年頃に製材工場を営み家具

その他加工業をおこない，また札幌に工場を設け軍納入品等によって大いに発展した。更に昭

和 18年には本州方面の資本を導入して宮川に石井合板工場株式会社を設けて軍需に応じ発展

の波に乗ったl3)とあるように，広葉樹生産地を後背地にもつ平取町の製材工場は，フル操業に

近いかたちで生産の拡大をおこなっていったのである。

内地市場において，昭和初期以降ラワン材輸入の増加にともない本格的な確立をみた合板

工業資本は，その後ラワン材の輸入を拡大させ昭和 12年にはピーク (2，644千石)をなした。

このラワン材の輸入拡大の過程は，すでにみてきたように大正期まで内地市場において一定の

市場性をもちえていた道産広葉樹材の市場から放逐の過程でもあったのである o しかしながら

その後ラワン材輸入の減少は， 他の外材と同様であり，昭和 16年には 601千石，そして同 17

年以降は輸入社絶となった。昭和8年の輸入関税の引きあげにもかかわらず輸入増加をみせ，

道内の広葉樹生産を窮地におとしいれていたラワン材は，昭和 12年の日華事変の勃発と日本

経済の軍事化，統制化のなかで減少を続け，再度道内広葉樹材が内地市場(とくに属大な軍事

需要に対応する)に登場することとなったのである。それも大正期にそうであったように単に

広葉樹原木生産地としてではなし沙流川流域の昭和恐慌期以降の製材業の展開にみられたよ

うな地場の製材，素材生産業の成立，展開を背景とし，内地を市場とする広葉樹製材生産地と

しても大きくクローズアップされていったのである。

さてこのような，日本経済の軍事化，統制化に対応しつつ展開した鵡川，沙流川流域のと

くに広葉樹生産を中心とする素材生産業，製材業は，その製品流通の面からみると，主要な生
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産品目であった軍需用材，枕木などを地木社のもつ流通機構を通じて売買されたが，実質的に

は，三井物産，三菱商事そして新宮商行などの商業資本のもつ流通市場機能に全面的に依存し

ていたのである。そして戦時統制期に軍部と「軍財抱合」といわれるような癒着関係のなかで

重化学工業化していった三井，三菱などの財閥が，木材統制を契機として木材流通市場に重要

な位置を占めるに至ったのは周知の事実であり 141，そして，それら商業資本は昭和恐慌期後の

日本経済の軍事化にともなう木材需要の拡大を背景として成立してきた地場の素材生産業，製

材業を，木材統制機構を利用しつつ総動員し，しかもその支配，収奪は，挙国一致体制の名の

もとに徹底しておしすすめられたのである。
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12)同上書. p.670. 

13)前掲. r日高開発史j，p. 214. 
14) r日本社に対する三井系資本の進出は，日本社総資本の 50%を占め，中央木材統制機構中における独占
的支配の位置を確立した。j，(山崎慎吾. r日本林業論J，昭和25年， p. 47-48). 

5. 戦後の復興需要と製材業

1) 戦後国有林販売制度の確立と道内製材業

敗戦後，昭和22年の林政統ーを経て，木材統制の解除とともに同 25年に国有林は，公入

札を原則とした「国有林の産物売払い規程」を制定し，北海道国有林も都府県の固有林と同ー

の販売制度の中に組み込まれた。また国有林の機構そのものも改変され，営林署の細分化と機

構の再編強化が目論まれ，鵡}II， 沙流川流域では，あらたに金山営林署，鵡川営林署と振内営

林署が誕生した。

昭和 25年に制定された「国有林の産物売払い規定」の実施過程を北海道についてみると，

その法的根拠となった「国有林野事業特別会計法施行令J(昭和22年3月)と「予算決算及び

会計令J(昭和 22年4月)のなかの随意契約に関する条項を，当時の北海道の製材業，素材生産

業を中心とする地場の資本に直接的に適用することが困難であった。そのため，戦後の復興需
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要，朝鮮戦争に刺激され拡大した木材需要の一段落する昭和27年まで臨時的な措置として戦

時体制期から昭和 25年までの木材統制期をつうじて国有林材の臨意契約による立木購入をお

こなっていた製材業，素材生産業に対して旧来どおりの随意契約を継続させた。というのは

「固有林野事業特別会計法施行令J，r予算決算及び会計令Jが公入札を原則とするため，随意

契約による立木売払いの適用が極めて限定されており，道内の素材生産業，製材業に対する立

木処分ができなかったためで、ある。

昭和 27年に随意契約による立木売払いの適用範囲を拡大するため「国有林野事業特別会

計法施行令」の第27条につぎの二項目がつけ加えられた。①森林の立木の一部を伐採する場

合，残余の立木の保護その他森林の保護のため伐採に特殊の技術を必要とする場合においてそ

の立木を直接にその特殊な技術を有する者に売払うとき，②固有林野の所在する地方の製材ま

たは木工の地元工場に対し，その国有林の立木を製材または木工用と Lて直接にその工場経営

に売払うとき，の二項目である。

同施行令第 27条の随意契約の適用条項の拡大は，戦後彪大な森林資源を有した樺太など

海外植民地の喪失により，また戦時中の軍用材，戦後の復興需要および朝鮮戦争の特需に刺激

された木材需要の急激な拡大のなかで，とくに森林の荒廃の著しかった民有林に対する伐採規

制を法制化した昭和26年の森林法改正を背景として， 主として国有林が， その木材需要拡大

に対応せざるをえなくなったことを示すものである。とくに戦後の日本経済の再建が，石炭，

l鉄鋼業を軸とする傾斜生産とそこへの資本の集中投資という形でおこなわれるなかで，低廉な

労働力を確保，再生産するために安価な建築用材の大量供給は，総資本による至上命令だった

のである。戦後の経済の民主化とあいまって公入札を原則とした昭和25年の「国有林の産物

売払い規定」は，こうした総資本による安価で大量な建築用材生産の要求により，その後はや

くも 2年間で実質性をもたないままに破産したのである。

このように国有林は，資本による安価で大量な建築用材生産の要求を，戦後族生したとく

に素材生産機能を兼ねそなえる製材業者に対する国有林立木の随意契約処分の制度をもって，

細分化された営林署管内に存在する中小零細な製材業者をフルに活用するかたちで実現したの

である。そして，地場の中小零細な製材業，木材加工業を随意契約による国有林立木販売の対

象として制度化した昭和27年の「国有林野事業特別会計法施行令」の改正は， 国有林の林産

物販売制度の歴史のなかで重要な画期をなしたと同時に，地場の製材業，木材加工業の存在形

態を大きく規定づけていくこととなった。

こうした戦後の国有林林産物の販売制度の確立と道内製材業との関連について「北海道の

製材業の多くは従来造材業者として成立していたが，国有林の特売方針が昭和 27年に直接需

要者処分という方針をとって以降，造材業者で製材工場をもつに至ったものが，かなり発生し

た……J1)と一般的に理解されており，また製材工場数も昭和27年817，26年 963，28年 1，257

と閏有林の販売制度の確立後急激に増加したものと理解されてきた。 しかしながら， 昭和20
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年代初期には製材工場として統計上に記載されているのは，一般工場と称される製材工場であ

り，戦前期に動力を有する工場として統計上に記載されていた1O~30 馬力程度の移動機によ

る製材工場をも含めると昭和20年代初期の製材工場数は， さらに増加する。たとえば，昭和

23年には一般工場817のほかに簡易工場253，自家用工場 19，森林組合工場54となっており，

合単板その他の工場を含めなくとも 1，143工場を数えたのである2)。また昭和26年には，一般

工場915，簡易工場 183，自家工場38，森林組合工場35の計 1，171工場が存在したのでありへ

戦前期北海道で動力を有する製材工場数がピークであった昭和 13年の 621工場にくらべてほ

ぼ2倍に近い工場数となっていたのであるo したがって，戦前，戦後を通じて北海道の製材業

の展開を考える場合，昭和27年の固有林の販売制度の確立を直接的に製材工場数の増加に結

びつけ，その関連性のみを強調することは一面的すぎるのではなし、かと思われる。むしろ，戦後

の日本経済復興の急激な木材需要，朝鮮特需に関連した木材需要，そして北海道の場合昭和22

年385万人，同 25年430万人，同 30年477万人と戦争直後の人口問題解決の場としてあった北

海道の人口増加にともなう住宅需要の拡大4)に対応するため，地場の素材生産業者，製炭業者

などが，製材工場経営を開始し，族生ともいわれるような製材業の増加をみたと考えるべきで

あろう。昭和27年の製材工場数 991から同 28年の 1，257工場へと 1年聞に 266工場も増加し

たといわれるのは，むしろ統計処理上の問題であり，先に示した簡易工場，自家用工場，森林組

合工場などが，昭和27年の国有林の販売制度の確立とあいまって統計上に記載されることと

なったのである。こうした事情を考慮して，高橋欣也氏等は， f北海道林業の展開構造J((f北海

道経済の現況と課題J(北海道立総合経済研究所)所収，昭和47年))の附表-6において，昭和

20年代後半の道内製材工場数を，昭和25年 1，283，27年 1，246，29年 1，249に修正している。

昭和20年代は，敗戦直後の復興需要，昭和25年の朝鮮戦争の特需と景気浮上による木材

需要の増加のなかで北海道の製材工場は，国有林への依存を深めつつで、はあったものの自生的

な展開をみた持期であった。国有林は， 昭和20年代初期にその機構整備を林政統ーとともに

営林署ーー単位の細分化という形でなしとげるが，林産物の販売制度の確立は昭和 27年までも

ち越され，この時期の道内の地場製材業は，戦時，戦後の統制期と同様に国有林の立木を随意

契約で購入していた。そうした意味で，昭和27年の国有林の産物売払い規定の確立は，地場

の製材業に対する随意契約の法的，制度的な追認であったといえよう。と同時に，ここで確立

された固有林立木の随意契約による直需者直売という販売制度は，以降の北海道の林産業の展

開を大きく規定づけていくこととなった。

2) 鵡川流域の製材業

以上のベてきたように敗戦後の復興需要材生産の拡大にともない実質的にその機能を失っ

ていた木材統制組織二日木社，地木社は，朝鮮戦争による特需景気とそれに対応した木材生産

の拡大のなかで昭和25年には名目的にも解散し， 木材統制の終掃をつげた。そうした敗戦後



鵡川， i少流川流域における製材業および木材市場の史的展開に関する研究 (成田 49

の木材生産の急激な拡大は，雨後の笥と形容されるような製材業，素材生産業の族生によって

担われていった。

製材業，素材生産業の増加について鵡川流域にそくしてみると，木材統制jの解除された翌

年昭和26年には，その数だけでも次に示すように戦前期のそれとは比較にならないほど増加

した。製材工場数は，鵡J111工場，穂別 13工場，占冠4工場の計 18工場であり，年間 1千石

以上の生産をおこなう素材生産業者は，それぞれ3業者 8業者 5業者の計 16業者となっ

た5)。製材工場 18工場を出力規模階層別にみると， 7.5~22.5 kWが7工場， 22.5~37.5 kWが

8工場， 37.5--75.0 kWが3工場と，戦前期にはみられなかった37.5kW以上の工場が3工場

もみられ全体的にはその規模を拡大したといえる。しかしながら，このような工場規模の拡大

は，鵡川流域に限定してみた場合の地場資本の独自的展開に負うものではなく，流域に地域限

定された地場の資本による製材業は，簡易製材工場と称される移動機程度の工場が素材生産業

者，製炭業者の附帯施設として所有されたにすぎないのである。

この時期，北海道では急激に増加した木材需要に対応して資本蓄積をおこなった製材業資

本のなかには，道内各地の木材生産地，とくに国有林の周辺に工場を新設し，その生産規模を

地域的なひろがりをもちつつ拡大するとともに，東京，大阪などをも含めた木材消費市場にみ

ずから出張所，販売所を開設し，製材品市場の開拓をおこなうといった行動様式をとるものが

随所にみられた。これは，戦後の復興需要，朝鮮戦争による特需景気のなかで，みずから産業

資本として確立しその生産規模を拡大するとともに，戦前から地場の製材業，素材生産業を強

固な支配，収奪体制のなかに組み込んでいた商業資本が木材統制解除の過程で弱体化し，その

間隙をぬって製材資本みずからが製材品の流通販売市場を創り出していく過程でもあった。近

年倒産した旭川市の松岡木材などは， その典型であり， 昭和26年までに上川地方を中心に製

材工場3工場，札幌市，小樽市，東京都にそれぞれ出張所，支屈をもっていたのである。こう

した行動様式をとった製材資本が， 昭和26年穂別町に製材工場2工場を建設した。穂別町に

あらたに参入したこれら製材資本は，鉱山資本による製材工場経営を除けば，この期鵡JfI流被

ではほとんど唯一の産業資本化した製材工場経営であった。そのうちのー製材資本についてみ

ると，函館市に本社をもち穂別工場 (37.5kW)のほかに函館工場 (23kW)，足寄工場 (105kW)， 

本別工場 (37.5kW)，上札鶴工場 (61.5kW)と十勝，北見地方を中心に5つの製材工場をもち，

その生産活動領域を拡大した製材業資本であった。

道内的にみた場合，製材業資本の規模拡大は，豊富な森林資源を保有した国有林所在町村

に製材工場を新設Lていくという形でなされたのであり，とうした製材資本の経営活動領域の

地域的な拡大は，昭和20年代の製材業のひとつの展開形態であった。 しかしながら，穂別町

を中心として現われてきた地場の製材業はj極めて小規模であり，素材生産，木炭生産と関連

した零細な工場経営にとどまっていたのである。また，鵡川流域最上流部の占冠村では，昭和

23年に金山営林署が，奥地国有林における未利用広葉樹材の利用開発のために，また戦後の復
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興需要に国有林が直接的に対応していくために，官営製材工場の経営を開始した。そして，

昭和 28年には前記同様に， その生産活動領域を拡大していた旭川市の製材業資本に売却さ

れた。

次に， 昭和20年代後半の流域製材業の動向についてみていこう。先に示したように昭和

26年には，鵡川町 1工場，穂別町13工場(簡易工場8工場を含む)，占冠村4工場(簡易工場l

工場を含む)の計 18工場が存在した。また同 32年には，それぞれ2工場， 7工場， 3工場の計

12工場となり，この間穂別町の工場を中心に6工場の減少をみている。第 19表は，昭和26年

から同 32年までの6年聞の流域製材業の消長を出力規模階層毎にみたものであるが， この表

は，この間の製材業の動向の特徴をいくつか示している。まず昭和26年に存在した 18工場そ

れぞれの消長をみると，同 32年まで経営を継続した工場は， 6工場にすぎず， 3分の 2を占め

る12工場がこの間に廃業している。そしてまた， この間あらたに工場の新設がみられたので

ある。廃業した工場についてみると，鉱山資本により経営された工場，簡易製材工場そして昭

和20年代前半に他地域からこの流域に木材資源を求めて参入した資本の一部であった。その

工場規模階層は， 22.5~37.5kW の 6 工場を中心に， 22.5kW以下工場のすべて， また比較的

規模の大きな 37.5~75.0kWの工場も 2工場となっており，製材工場の廃業は，その経営規模

の大小をとわず全層的なものであった。このように戦後，流域に族生した零細な製材工場の多

くは， 朝鮮特需後の不況のなかで没落していった。 つぎに新設された工場についてみると，

22.5-37.5 kW 4工場， 37.5-75.0 kW 2工場と， 22.5-37.5 kW規模の工場を中心に，既存の

工場の経営者が変わっていったことを示している。このように，戦後日本経済の復興期に拡大

をみせた鵡川流域の製材業は，復興需要の一段落する昭和 30年代当初までに激しい消長を示

しつつ，そして 22.5kW以下工場の全面的没落により全体としてエ場規模の拡大傾向を伴いつ

つ展開したのである。

第19表 出力数規模による工場数の相関表(鵡川流域)

昭和 26年
昭和 32 年 (kW) 

(kW) 7.5-22.5122.5，..，37.5137.5-75.0 1_75.0-1回 011日0- 業| 五十

7.5-22.5 一 4 4 

22.5-37.5 5 一 6 11 

37.5-75.0 一 l 2 3 

75.0-150.0 

150.0- 一

新 設 4 2 一 6 

計 9 3 12 24 

注) 1. 昭和26年は北海道林材新聞社「北海道木材業者名簿」より作成
2. 昭和32年は北海道木材協会「北海道木材業者及製材業者笠録名簿」より作成
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3) 沙流111流域の製材業

昭和20年代に入り沙流川流域の林業生産が，活発化していったことについては他の地域

と同様である。岩倉組は，すで、に述べたように戦時体制期から沙流川のー支流である糠平川上

流の宿主別周辺で固有林の立木処分をうけ素材生産をおこなっていた。その生産規模は，戦後

3年間ほど合板用材伐採のために 10万石規模であり，またその後昭和30年頃まで年間3万石

規模の生産をおこなっていた。また，昭和20年には先に示した石井合板の工場を購入し，

製材生産，合板生産を開始し， さらに同 25年には日高町での製材工場の購入にともない， 同

町千露呂周辺での国有林立木の購入とその素材生産を開始した。沙流川最上流部日高町で王子

製紙以外の資本が，素材生産を開始したのはこの時点からであり，王子製紙による沙流川上流

部の森林資源の独占的利用が，崩壊しはじめる端初でもあった。このように昭和20年代には，

復興需要， 朝鮮特需を背景とする木材需要の急激な増大のなかで， 明治 40年代以来の王子製

紙の社有林ともいえるような沙流川上流部の森林資源の独占的掌握，利用が，部分的にしろ崩

れはじめたのである。

一方戦前期からの広葉樹素材生産，木炭生産そしてとくに戦時統制期に入ってから拡大し

た製材原木の生産などが，三井物産や地場の資本によりおこなわれていた沙流川下流部では，

戦時体制j期から引続いて国有林から小規模な立木処分をうけて素材生産を継続させていた。民

有林林況は，くりかえされた素材，木炭生産により悪化し，三井物産が平取町に所有する山林

で昭和 18年から造林事業を開始したという事実は，そうした一面を物語っている。

さて，地場の素材生産業者は，戦時体制j期から素材生産業として産業資本化する方向では

なく，むしろ製材業，製炭業を兼営するかたちで展開してきた。昭和26年には年間 1千石以上

の規模の素材生産業者が， 王子製紙の下請素材生産業者である坂本木材も含めて 16業者存在

したが，うち製材業を兼営する業者が 10業者，製炭業を兼営する業者が2業者あり 6)，沙流川

流域の素材生産業者は，戦時体制期から昭和20年代前半までに，製材業，製炭業を兼営しつ

つ地場に定着的な資本として展開してきたといってL巾、だろう。

次に昭和20年代の流域の製材業についてみていこう。昭和25年に，日高町3工場，平取

町8工場，門別町6工場と沙流川流域には単板工場1工場を含む製材工場 17工場が存在した7)。

すでにみてきたように昭和 14年には，同流域に 14工場を数え，鵡川流域にみられたほどの急

激な製材工場数の増加はなしこの流域での製材工場を軸とする地場資本の確立は，戦時体制

期にあったことを示している。その工場規模は，第20表と第 21表に示したように，まず出力

規模数による工場階層は， 7.5~22.5 kWが3工場， 22.5~37.5 kWが6工場， 37.5~75.0kW 

が7工場， 75.0-.1回.0kW が 1 工場と戦時体制期の 7.5~37.5kW 規模層から大幅に工場規模

を拡大させた。 また工場従業員数では， 5人未満の工場がなくなり， 5.......9 人が 5 工場 10~

19人が9工場， 20人以上が3工場と， 37.5~75.0 kW層， 10.......20人規模以上の工場が，流域製
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第20表 出力規模別工場数(沙流川流域)

7.5-22.5kW 37.5-75.0 kW 

日‘高 町 2 1 

平 取 町 3 1 4 

「可 7JJj 町 3 2 

計 3 6 7 

75.0-150.0 kW 

l 

1 

注)北海道開発庁「昭和26年度，北海道総合開発調査，日高奥地林開発調査報告書J，p. 81. 木材加
工工場現況表より作成

第21衰 従業員規模別工場数(沙流川流域)

;i i i i ii 
10-19人 20人以上

。“
d
宮

内

d

1 

2 

計|ー 5 9 3 

注)第20表に同じ

第22表 昭和26年林産物生産量および販売先別製品量(沙流川流域)

I 1f.JIl!~~量|言明
販売先比率 ('Yo) 

地 外その他

素 材 (石) 267，157 241，737 24.1 70.3 5.6 

製 材 (石) 40，760 38，446 27.4 37.9 27.3 7.4 

単板(千平方尺) 7，450 7，450 1∞.0 
薪 (棚) 23，870 23，870 99.8 0.2 

木 炭 (S;) 1，895 1，893 10.8 74.6 14.6 

その他 (貫) 30 30 100.0 

注)北海道開発庁「昭和26年度，北海道総合開発調査，日高奥地林開発調査報告書J，p. 85. 林産物消
流調査表より作成

材工場の中心となった。

また，この期の流域の林産物生産量は，第 22表に示したとおりであるが，素材生産量 267

千石のパルプ材，一般用材のうちわけは不明である。製材品の生産量は，上記 17工場で約41

千石，単板は l工場で2，7，必O千平方尺であった。 素材生産量・製材生産量を針広別にみる

と，前者はパルプ材生産が多いことを反映して針葉樹材が 70.8%，広葉樹材が 29.2%であり，

後者は針葉樹材製品が 40%，広葉樹材製品が 60%であった。単板，木炭が広葉樹を利用して

の生産であることを考慮に入れると昭和20年代半ばにおいても，地場の資本が， 広葉樹に傾

斜した生産構造を依然としてもちつづけていたことが理解できる。

次に同様に第 22表により素材，製材品，単板などの地域的な販売先についてみると，素



鵡川，沙流川流域における製材業および木材市場の史的展開に関する研究 (成田 53

材は，パルプ材を含むところから地元以外の道内向け販売が70%を占め圧倒的に多いが，地元

への販売つまり地場の製材工場への販売が 24%にすぎず， この流域が道内他地域向けの原木

生産地としての意味をもっているのであり，そLてまた，戦前期において内地向け広葉樹原木の

生産地であったこの流域の素材生産の性格が大きく変化してきたことを物語るものでもある。

製材品は，地元，道内向けの販売が多く，流域の製材工場がおもに匝振，日高地方をその消費

市場とする土木用，建築用材生産地として成立してきていることを示している。また，道外出

荷，輸出が 35%と高い比率を占めるのは， 戦時体制j期のなかで成立した流域の製材工場が，

内地向け広葉樹製材品生産地としても展開してきたためである。

このような針葉樹， 広葉樹別の製材品販売市場の形成は， 戦時体制期から昭和20年代前

半を通じての林業生産の奥地化，国有林材の製材原木利用の展開するなかでの，製材工場の経

営対応，市場対応のあらわれであった。つまり，流域の製材工場の多くは，地場および道内で

の建築需要の減少する10月頃から春までは広葉樹製材をおこない，道内での建築需要の拡大す

る春から秋にかけて針葉樹製材をおこなうとL、う操業形態をとっていた。さらに製材品の販売

市場も針葉樹と広葉樹では明確に異なり，前者は地場の大工，建築施行主や道内の木材小売業

者に直接販売され，後者は，この流域で戦前から原木の商取引をおとなっていた三井物産，新

宮商行などの商社を介在させ内地に販売されていた。

最後に，昭和 27年の国有林林産物の販売制度の確立後における沙流川流域製材業の素材

生産業者，素材販売業者としての側面をみておこなれ昭和29年に流域の製材業者が購入し

た総原木量は， 222千石であり，そのうち立木購入は81%，素材購入は 19%であった。 またそ

れを購入先別にみると立木購入，素材購入あわせて国有林からが 63.7%，公有林からが.23.5%，

私有林からが 12.8%となっていた。そして同年の製材工場原木消費量は， 134千石，素材の販

売量は， 72千石となっており，素材販売量が総原木入手量の 34.3%の高率を占めていた。素

材販売のうちわけをみると，一般用材 38.3%，枕木9.3%，パノレプ材9.5%，合板材 14.0%，そ

の他28.9%，また針葉樹，広葉樹別の素材販売量は，それぞれ59%;41%となっておりSLPT 

ルプ材の販売量は，極めて少なく一般材，合板材など素材価格の比較的高いものの販売が中心

であった。

このように戦時体制期以降，素材生産業兼製材業という経営形態をとりつつ展開してきた

流域の製材業は， 昭和20年代後半に入ると国有林を中心とする公的， 国家的所有山林の製材

原木供給ーとくに随意契約による立木処分材ーにますますその依存を深めていった。というの

は素材生産業兼製材業として展開してきた流域の製材業にとって，昭和27年以降の国有林の

直需者直売を根幹とする販売制度は，戦時体制期からの国有林の立木処分の継承ないしは，拡

大として反映し，流域の地場資本のなかでは，これら製材工場をもっ素材生産兼製材業者に固

有林立木の随意契約による売払いが集中することとなったからである。また，このような固有

林材を中心とする立木購入，素材生産の比率の高さは，製材工場の規模拡大に直接むすびっく
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ことなく， 総原木入手量の 34%をも占める素材販売となって反映しており， 製材業者自身が

製材原木， 合板原木市場の流通機能を担当していることを示すものでもある。昭和30年代以

降の地場の製材業との関連でいえば，素材販売のうちパルプ材が少ないことに注目しておく必

要があろう。

注

1)霧鳥 茂. r北海道における素材生産業の性格j.(r北海道林業の諸問題」所収).昭和43年.p. 68. 
2)北海道庁. r昭和23年北海道林業統計J.
3)北海道林材新聞社. r北海道木材業者名簿j.昭和26年より作成.
4)小関隆棋. r戦後の北海道林業の展開j.(r北海道林業の諸問題」所収).昭和43年.p. 21. 
5)前掲. r北海道木材業者名簿J.
6) 同上書.

7)北海道開発庁. r昭和26年度北海道総合開発調査，日高奥地林開発調査報告書j.昭和26年.p. 81. 
8)長池敏弘. r北海道沙流川地方における地元製材工場の実態についてJ.11'札幌林友~.昭和 32 年 1 月号，

p.52-53. 

6. 紙パルプ資本による木材市場の再編成と製材業

1) 固有林販売制度の合理化と紙パルプ資本，製材業

戦時体制期の軍用材を中心とする木材需要，戦後の復興需要，そして朝鮮戦争の特需によ

る木材需要と，ひきつづく木材需要の急増のなかで地場の製材資本，素材生産資本は，それら

の原木を固有林に大きく依存せざるをえなくなっていった。そして，こうした地場の素材生産

資本，製材資本の多くが，戦時体制期から昭和20年代初期にかけて国有林材の特売権をえるこ

ととなった事実については既に述べたところである。また，地場の製材業は，昭和20年代初期

には製材原木入手に関して国有林への依存を深めつつあるものの，急激な木材需要の増大に対

応するかたちで，むしろ白金的に展開，拡大していったのである。

こうした状況のなかでの昭和27年の「固有林の産物売払い規定」の確立を， 地場の製材

業に対する国有林材随意契約の法的， 制度的な追認であったと位置づけてきた。 それと同時

に， それ自体が， 昭和30年代以降の北海道の林産業の展開を大きく規定づけていくこととな

ったわけである。 したがって昭和30年代の製材業を中心とする地場資本について検討を加え

るとき，まず第1に「固有林の産物売払い規程」の内容とその変化について触れておく必要が

あるであろう。つまり，北海道の木材市場が，製材品，原木の市場において内地府県にみられ

るような市売市場，木材問屋といった流通機構の成立がみられず，産地の製材工場，消費地の

製材工場自体がそうした市場流通機能を兼ねそなえるものであるために，製材工場原木の多く

を国有林に依存せざるを得ない製材工場においては.r国有林の産物売払い規程」が市場政策と

してたちあらわれ，その性格変化が木材市場に敏感に反映し，製材工場の命脈をも左右するよ
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うな構造となっていた。 国有林は， 昭和27年の「国有林の可産物売払い規程Jの確立を契機と

して，こうしたまさに国有林優位の市場機構を制度的につくりだしたのである。

イ) 昭和29年の風倒木処理と製材業の増大，製炭業の崩犠

昭和29年秋以降同 30年代前半まで，北海道の国有林は8千万石と称された風倒木の処理

に終始し，それは販売制度の面においても同様であった。鵡川最上流部の国有林(金山営林署

管内)では，被害面積42，354町歩，被害材積5，072千石，被害率 16.2%1)と，旭川営林局管内

で最大の被害地域であった上川営林署管内(道内的ぜこみても最大の被害地域)に次ぐ風倒被害

をみたのであった。

昭和29年の風倒被害の特徴は，まず第1に同年5月の風害， 9月の風害あわせてその被害

数量は， 9，661万石と彪大であり，当時の道内木材伐採量の 3カ年分に相当するものであったこ

とである。第2に被害を所管別にみると国有林の被害が最も多く，被害数量の 84.8% (8，196.5 

万石)であり，ついで道有林の 9.2%(884.2万石)，私有林2.7%，大学演習林0.2%であった。

第3に針葉樹，広葉葉樹別に被害数量をみると，針葉樹が7，091.9万石で73.2%，広葉樹が

1，146.6万石で 12.0%，薪炭材が 1，422万石で14.7%と，針葉樹の被害が圧倒的に多かった。第

4に被害激甚地域は，石狩川源流地区に集中して2千万石，ついで金山，幾寅地区7∞万石，

樽前山麓地区5∞万石，滝の土地区4∞万石，士幌地区筑ぬ万石となっていたのである昌弘

このように閏有林を中心とする庵大な針葉樹材の風倒被害は，おりから原木不足にあえい

でいた紙パルプ資本にとうてはまさに傍倖であったものの，道内木材市場の重大な混乱要因と

して予想された。そのため国有林は， 風倒木処理のため昭和29年以降あいついで新しい販売

政策をうちだした。年度を追ってみていくと， まず同年 10月には「産物売払規程の概数契約

に関する条項の改正」があり， これは林野加工品の売払いだけに適用されていた概数契約を

風害木にも適用Lうるようにしたものである。ついで同年12月に F北海道における国有林野

の風害等の売払い代金の納付に関する特別措置法」があり，これは道内市町村を対象に，災害

復旧資材の売払いに関する延納を認めたものであるが，昭和30年8月にはその適用範囲を内地

府県にも拡大し，災害復旧以外の公用施設，公営住宅などをも対象にした。また日本住宅公団

の場合もその対象に含め，適用期限を 32年 10月まで延期した九 これらは，いずれも風害木

の服売促進政策としてあらわれてきたものである。 また，国有林は，昭和30年から北海道内

で針葉樹原木の需給上に生ずると予想された過剰木の処理方法として，本州への輸送販売，道

内での水中，陸上貯材の二つの方針をたてた。昭和30年から同 32年までの聞に，との方針に

より実行された道内貯材量は，約206万石，本州むけ輸送販売量は，一般材205万石，パルプ

材 106万石の計311万石であったへ

周知のように風倒被害木処理は，国有林の直営生産の拡大，夏山作業への移行，造材搬出

作業での機械化と，その生産性を急激に高めつつおこなわれた。また，立木処分材の生産にお
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いて特徴的なのは先に述べた概数契約規定の風倒被害木への適用と， 昭和30年5月の l北海

道風倒被害木処分特別処理要領J(林野第 17，416号)により定められた出石精算による立木売払

いであった。そして，この出石精算による立木売払いは，短期間に大量の被害木の搬出を必要

とするためにおこなわれたものであり，その大半が紙パノレプ資本への販売であった。たとえ

ば，風倒被害の最も多かった旭川l営林局管内では，昭和30年から 32年の出石精算による立木

処分実績5，685千石のうち紙ノわl〆プ資本への売払いが4，664千石と 82%を占めた5)。 また，こ

の出石精算処分は，直営生産事業跡地の第2次整理つまり林地残材の処分にも適用され，昭和

30年から 32年にかけて函館営林局を除く道内営林局で6，564千石6)の処分がおこなわれ，その

大半はパルプ材であった。

嵐倒被害木処理の本格化した昭和30年から 32年にかけては，戦後の日本資本主義が，そ

の再生産構造を確立し， 31カ月にもおよぶ神武景気といわれた好況を誕歌した時期であり，こ

の好況は，戦後日本資本主義の高度経済成長期のさきがけをなすものでもあった。その過程が

紙パルプ資本にどう具体的に反映していったかについては，後に述べるところであるが，まず

北海道の製材業，製炭業tこ与えた影響について概略しておこう。

道内の軍基材業は，固有林の針葉樹を中心とする風倒被害木による製材原木供給の増加を背

景とし，また昭和33年上期から同36年上期までの 42カ月間にもおよぶ好況(岩戸景気)を背

景とする一般建築材，土建材などの需要増大のなかで， 昭和29年の 1，249工場から同36年の

1，408工場へと増加し，製材工場の総原木消費量は， 2，315千m3から 4，066千m3へ，一工場当

たり原木消費量は，1.B53.m3から 2，888m3へと増大した。このような道内製材工場数の増加，

生産規模の拡大は，前述のような好況期の急激な木材需要の増大，風倒木処理による低廉な原

木供給の増大， さらには風倒木処理当時の原木伐採量を維持， 拡大した国有林の昭和33年か

らの「林力増強計画jを背景としたものだったのである。

しかしながら，この期太平洋ベルト地帯を中心とする産業資本の重化学工業への傾斜によ

る固定資本の巨大化は，山村においては「燃料革命」による木炭生産の加速度的崩壊として現

象化した。北海道の木炭生産量は， 昭和29年の 104，831千kgを戦後のピークとし同35年に

は， 61，958千kgまで低下し，窯数では6，334カマから 2，920カマへと減少したのである。こう

した木炭生産の崩壊過程は，道内の主要な木炭生産地であった鵡JIl下流域を含む胆振地方，沙

流川下流域を含む日高地方においても同様であった。このように北海道においては，製炭生産

の崩壊と風倒被害木処理が，ほぼ同一時期に並行的に展開していったのである。

昭和30年代の製材業の増加，製炭業の崩壊の過程で見おとしてならないのは， 道内の木

炭生産地で一般にみられた製炭業者の雛材業者への転換で、ある。たとえば，鵡川，沙流川で戦

時体制期から昭和20年代を通じての有力な製炭業者3業者が，昭和30年から同 34年にかけて

製材業者に転換した。 これらは， 昭和30年以降の木炭需要の減少によりみずから経営の転換

にせまられたという面と，s巨大な風倒処理木をかかえた国有林から転換を要請されたという両
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側面をもつものであった。このように， 昭和30年代前半の北海道国有林は， 風倒被害木の処

理に終始し，地場の製材工場に対しては，その国有林材の販売促進の函から一定程度保護・育

成的な性格をもちつつ対処したのである。

ロ) 固有林販売制度の合理化と紙パルプ資本，製材業

国有林は，昭和35年以降販売制度の合理化に着手した。まず昭和35年 1月の「地元工場

に対する個別配材基準についてj (34林野業第5785号)と， 昭和36年4月の「固有林材の販

売方法別販売総量ならびに需要部門別販売数量の決定方法についてJ(36林野業第463号)が，

林野庁長官から各営林局長に通達された。このような国有林の販売制度の合理化については，

国有林経営の合理化の一環として昭和31年頃から固有林内部で検討されていたものである

が r昭和34年7月， 国有林野経営協議会が， 外部学識経験者を中心に組織されたのを機会

に， たまたま 32年度の会計検査において照会のあった立木販売評定公式の審議から始めまず

これについて改訂案の決定をみたのである。次に地元工場に対する随意契約および指名競争に

よる販売量の決定を，地域経済の発展と，かつ個々の工場の経営基盤の安定化による発展がは

かられることを目的として客観的に定める方法を審議した。j7) という経過をへて昭和35年1

月の「地元工場に対する個別配材基準について」とL、う通達に至るのである。

昭和35年の販売規程は， r従来各営林局ごとに実施Lていた地元工場に対する，随意契約

による個別販売数量を決定するための配材基準について改めることとしj，r販売合理化の一環

として，個別配材数量決定にあたり，個別企業の企業努力を反映せしめ，しかも同一方針のも

とに，全営林局を通じて適用j(林野庁長官通達 34林野業第5785号)ずることを定めたもので

あった。そして，その配材基準のメルクマールとして，①工場経営状況，⑨生産品の種類，⑨

技術(製品評価)および信用度，④工場の加工度，@工場の設備内容，⑥原木依存の状況，

⑦総合判断， の7点をあげ， これらを最低限度のメルクマールとした。 またこれによる配材

計画を各営林署が， 1カ年ごとに策定することを義務づけ，昭和35年4月から実施した。

昭和36年の販売規程では， 地元工場への個別配材基準に加えて， 第1に販売方法別販売

総量つまり随意契約と指名競争契約それぞれの販売数量を各営林署ごとに決定し，第2に需要

部門別販売数量つまり製材・紙パルプ，合板，木工などの需要部門ごとの販売数量を決定する

こととした。営林署をー単位として，年度ごとのいわゆる特売の総数量をまず確定し，それら

についてさらに紙パルプ，製材，合板など需要部門別の販売数量を決めることとなったわけで

ある。随意契約，指名競争契約別の販売総量の決定方法の特徴は，決定因子の算定方法のなか

に国有林材消費工場の「損益分岐点」と地区内(営林署単位)の木材関連産業の年間総生産額

に占める国有林材の比率をメルクマールとして用いたことにある。また需要部門別腹売総量の

決定においては，まず随意契約，指名競争契約の販売総量を決めるわけであるが，そこにおい

ては部門別の附加価値比率，部門別の資本効率などを販売量決定のメルクマールとしたことに
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特徴がある。

以上みてきたように昭和35年，阿部年の販売規程は，それ以前において直需者直売とい

う最低限の販売規程があるものの各営林局毎に統一的基準をもたずにおこなわれていた特売を

全国同ーの基準により客観性を持たせようとするものであった。そしてそれは，販売数量決定

のメルクマールとして損益分岐点の算定，附加価値比率の算定，:資本効率の算定などを各営林

署の管轄地域内に存在する木材関連産業に要求することにより，あらたな固有林の販売制度に

みあった形での工場経営の近代化を要請するものであった。このように近代的な経営指標をも

ってする地場の木材関連産業経営の内容のチエゥタは，保護する必要のある工場には随意契約

を多くする方針をとり，地元工場に対して配給的な思想にもとづき比較的平等な配材がおこな

われていたといわれている。

しかし，国有林経営合理化の一環としておこなわれた昭和田年，阿部年の販売規程の合

理化は，近代的な経営指標を用いつつ地場の木材関連産業とくに中小製材業のスクラップ・ア

ンド・ピルドを目論む合理化政策であったと考えてL、し、であろう。それは， 昭和36年以降の

販売規程の改定のなかで次のように具体化されていくからである。まず，昭和38年3月の「競

争参加者選定事務等取扱要領の制定J(林野庁長官通達， 38林野経第802号，昭和38年3月16

日)では，一般競争，指名競争の参加資格を木材業者に限定した。また同年6月の「固有林材の

販売方法別販売総量ならびに需要部門別販売数量の決定方法及び地元工場に対する個別配材基

準についてJ(林野庁長官通達， 38林野業第 536号，昭和38年6月28日)では，零細工場を配

材基準の適用対象から除外し，協同組合の代表者による契約の方法を活用するとともに，企業

合同，工場合併をおこなった工場に対しては，配材量の面から優遇措置をとった。さらに「昭

和39年度国有林野産物の販売についてJ(林野庁長官通達， 39林野業第401号，昭和39年5月

7日)では， 共同買受けの積極的活用をはかることとlη 企業合同， 工場合併の促進のため

に，それを完了した工場に販売量の増加を 3カ年以内の範囲で認めたのである。

こうした昭和釦年代の一連の販売制度の合理化のなかで， 道内の国有林では， それに対

応するため事務体制に特徴的な変化があった。 昭和37年 11月1日付農林省訓令第 64号「北

海道の区域内にある営林局の事務の連絡調整に関する訓令」をもってあらたに設けられた「北

海道内営林局連絡調整事務室J(以下「連絡調整事務室」と略称)がそれである。「連絡調整事

務室Jの設置以前には，紙ノ'f)レプ資本，木材，製材業者など外部業界は，道内 5局とそれぞれ

直接国有林材の販売について折衝していた。また道内営林局相互間には，札幌営林局に事務室

をもっ5営林局の連絡協議会があったが，種々の問題について申L合わせ事項程度の事務処理

しかおこないえない，権限のない逮絡協議会であった。そこでは「内地府県とちがい，行政区

成をーっとする北海道内に五つの営林局があるため，行政機関や，外部業界などの連絡に色々

と問題があった……。戸

土記の訓令にもとづき， r北海道の区域内にある営林局の事務の連絡調整についてJ(林野
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庁長官通達， 37林野政第2824号，昭和37年 11月1日)が，制定された。長官通達のなかで，

f産物販売についての木材用途別，地域別，時期別の供給調整販売価格などに関する調整J，r木

材需給，木材市況動向，労務事情などについての調査および資料の収集Jが，連絡調整事務の

重要事項としてあげられている。また「連絡調整事務室」の具体的な運営のために通達と同時

に「北海道内営林局長連絡会議規程J，r北海道内営林局連絡調整事務室運営要領」が定められ

た。「同運営要領」は， r連絡調整事務室」内に総務係，企画連絡係，経営連絡係，事業連絡係

をおくことを定め，それらのなかで企画連絡係，事業連絡係は，木材市場動向の把渥，産物販

売に関する事項を主要業務としている。このように「連絡調整事務室」の設置は，まさに園釘

林の販売制度の合理化に対応したものであった。そして， r連絡調整事務室」の設置とともに，

道内紙パルプ資本に対する国有林材の配材の窓口は，同事務室に一本化された。

こうした一連の販売制度合理化政策は，北海道では「連絡調整事務室」の設置とあいまっ

て， r北海道における立木処分のうち指名，臨契による特売処分は， 8，9割に及ぶが，このうち

パルプ材の特売処分は昭和33年の 35%から 40年の 50%に増大している。IIと指摘されてい

るように，紙パノレプ資本のパルプ原木確保のために有利に作用した。一方，国有林の販売制度

の合理化が展開するなかで，道内の製材工場は昭和40年の 1，408工場をピークに減少しはじめ

40年には 1，272工場となった。この間の廃業，合併等による製材工場の減少にともなし、，ー工

場当たりの製材生産量け，平均年間原木消費量が 2，888m3から 3，343m3へと若干向上した。

昭和30年代に入ってからの急激な木材価格の上昇が， 原材料費の商から紙パルプ資本の

経営に圧迫を加えつつあった時期に，道内の紙パルプ資本は，すでに北海道ノfルプ材協会を中

心とした北海道紙パルプ8社会=寡占協調体制jをつくりあげていた。そう Lたなかでの国有林

販売制度の合理化は，道内紙ノ-e)レプ資本にとって望むところであった。したがって昭和35，36

年を画期とする国有林販売制度の合理化は，第 1に高度経済成長のなかで急速に増大した紙パ

ルプ需要のために，後に述べる昭和33年の 「林力増強計画j とあいまってパルプ材の増産に

対応したものであったといえよう。そして，第2に過剰設備をもっ道内の中小零細な製材工場

のスクラップ・アンド・ピルド政策ないしは切りすて政策として具体化したといえよう。

国有林の販売制度が，木材加工資本にかくも直接的に反映し，それらの動向を左右すると

いうこと自体が北海道の林業生産の構造の大きな特徴をなしている。そして，それが戦後とく

に昭和30年代に入ってからの特徴であることも重要な事実である。昭和9年から 11年の平均

で，道内森林伐採材積総計に占める国有林材の比率は， 42%であり，民有林材のそれは， 48%

であった。 しかしながら戦後それも昭和30年代に入ると， 昭和30年から 35年には国有林材

の比率が， 71~77%) 36年から 40年にはそれが若干低下するものの 65'"'-68%を占めていたの

である。このように戦後，道内で国有林材の比率が高まるとともに，国有林は，その販売制度

の合理化を通じて地場の製材業など中小零細な木材加工資本に対しては，まさに固有林経営優

位の体制を作りだし，そして戦前からの紙ノfノレプ資本優遇政策をさらに助長，強化させたので
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ある。

次に，このように販売制度を媒介としてみてきた国有林と紙パルプ資本，中小零細な地場

製材業との関連をふまえて，昭和30年代以降のもうひとつの大きな特徴である紙ノfルプ資本と

地場の製材業とのあらたな関連性についてみていくことにする。

2) 紙パルプ資本の原木市場支配と製材業

ここで

性を問題にしなければならない。というのはそれ自体が，北海道林業にとって戦後の大きな特

徴であるとともに，戦時統制期以降一貫して増加してきた地場の製材資本の国有林への依存を

さらに決定的にしたからである。そしてさらに，その国有林材をめぐって道内の原木市場に紙

パルプ資本を主軸とするあらたな変化があらわれてきているからである。

したがって，まず道内の森林伐採量に占める国有林材の比率の増加の特徴についてさらに

たちいって検討することにしよう。第1に述べなければならないのは，道内森林伐採総量の増

加についてである。昭和 9年~11 年平均 7，377 千 m3 を 1∞とした場合，昭和 30 年には 137，

同36年には180と，絶対量で1.8倍に及ぶ増加がみられる。そして，その増加が固有林の伐採量

の増加に負うていることはあらためていうまでもない。第2に針葉樹，広葉樹別の伐採量につ

いてである。昭和20，21年に針:広=30:70であった伐採量は，針葉樹の割合を徐々に増加さ

せ，昭和29年台風の風倒木処理時には， 50-52%にまで増加している。そしてその後も針葉

樹の割合が極端に減少することなく 40%強を維持している。第3に， 全針葉樹伐採量に占め

る固有林の針葉樹伐採量が大きいことである。それは，風倒木処理時の昭和30-34年の 80%

強を除けば，多少の変動はあるにしろほぼ昭和40年まで戦後一貫して 70%強を占めてきたの

である。第4にあげなければならないのは，全広葉樹伐採量に占める国有林広葉樹材のウエー

トの増加である。 昭和20年に40.7%を占めるにすぎなかった固有林広葉樹材は， 昭和30年

には 63.5%にまでそのウエートを高め，以降同40年までほぼ60%強を占めているのである。

以上簡単にみてきただけでも，北海道林業における固有林の決定的な位置を知ることができ

る。こうした国有林伐採量の多量性を物質的な基盤として，固有林は，その販売制度をつうじ

て， とくに昭和35年以降の販売制度の合理化が， 道内の製材業を中心とする中小零細な木材

関連資本の動向に直接反映する体制を作りだしてきたのであった。

さて， 昭和初年以降の針葉樹， 広葉樹両者をふくめた国有林材伐採量の決定的な多量性

についてさらに敷延しなければならない。それは， 昭和33年の国有林の「林力増強計画」と

大面積皆伐作業の導入についてである。周知のように「林力増強計画」では，実質成長量を基

準とする森林伐採を廃止し，見込成長量を基準とする伐採をおこなうことによって，当時一時

的なものとして考えられていた風倒木処理時の伐採量(約8∞万m3f年)をその後も維持した

のである。風倒以前の国有林の伐採量(昭和28年の約 500万m3) に較らべるといっきょに年
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問300万m3も増伐することとなったのである。 この増伐は，戦前からの択伐主義による人力

多投型の森林施業においては不可能であり，風倒木処理時以降一般化した伐採運材工程におけ

る機械化と，大面積皆伐作業を導入することによってなしとげられた。

それと同時に， 昭和 30年代の国有林材の増伐をささえたのが， 立木処分=素材生産資本

による国有林材の伐採の拡大であったことを忘れてはならない。第 23表は，昭和24年から 40

年までの道内国有林の森林収穫量を立木処分，製品生産別に示したものである。同表から，昭

和 30年までの製品生産の増加， 32年以降は逆に立木処分の増加が読みlとれる。昭和 20年代後

半までの製品生産の増大は，国有林みずからが，冬山造材を中心とする人畜力多投型の製品生

産の増大というかたちで，戦後の木材需要の拡大に対応したことを物語っている。それは，昭

和 30年頃の風倒木処理時においても同様であり， 風倒木処理は，製品生産のなかでの請負生

産の増大，チェンソーなど機械の部分的な導入をもたらしたが，基本的には素材生産技術体系

の革新のないまま人畜力の多投をもっておこなわれた。昭和 32年以降の立木処分は， r林力増

強計画J，r木材増産計画」とあいまって， 580~620 万 m3 の水準に増大し，それは国有林の生

産「合理化」のー側面であった。そして，こうした立木処分の増大は，高度経済成長のなかで

急速に増加した紙パルプ需要に対応するパルプ原木供給の拡大を保障するものでもあった。ま

た，固有林の生産「合理化」のもうひとつの側面である製品生産事業の「合理化」は，請負の

導入 (30~40% を占める)と直営直傭事業の機械化，夏山化として進行し，それとともに直営

直傭事業の労働者は，全体として投入労働力が減少するなかで臨時雇用の減少，常用，定期雇

用の増大というかたちで、進行した10)。

第23衰 北海道国有林の立木処分，製品生産別収穫量の推移

百十
立木処分 製品生産 内部振替

千m3 ?も (%) (%) (%) 

昭和 24年 4，544 100 75 25 

26 4，789 1ω 69 31 

28 4，518 100 68 32 

30 6，438 100 53 47 

32 7，585 100 73 27 一

34 8，153 1∞ 72 28 O 

36 8，637 100 72 28 O 

38 8，192 100 72 28 。
40 8，105 100 72 28 o 

注) 林野庁「国有林事業統計書J(第 2，4， 6， 8， 10， 12， 14， 16， 18次)より作成

こうした年間3∞万 m3もの増伐一一それも針広混交林を主体とする道内国有林で， 従来

末利用のまま森林に残されていた針葉樹小径木，広葉樹をも含めた伐採←ーは，木材消費資本

の設備増設，技術改革による急速な木材消費能力の拡大なしにはおこないえなかった。そして，
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それをおこないえたのは唯一紙ノfノレプ資本だけであった。 昭和20年代後半に外国技術の導入

により広葉樹材のパルプ原料化に成功した紙パルプ資本は，技術的には国有林の大面積皆伐，

増伐に対応する能力をすでにもっていた。昭和28年の国策ノわレプ勇払工場，同 29年の北見パ

ルプ北見工場の生産開始，さらに「王子製紙苫小牧工場，国策パルプ旭)11，十条製紙釧路，北

日本製紙江別等の各工場が，昭和33--4年から積極的な生産設備の拡張を行なったほか，本州

製紙が釧路に，大昭和製紙が白老に，新たに大型工場を建設した。Jll)というように，紙パルプ

資本は，みごとに国有林の大函積皆伐作業による増伐に対応していったのである。したがって

逆に，紙ノ¥')1;プ資本の外国技術の導入による広葉樹材ノfノレプ化の技術開発によって国有林の増

伐体制一一一大面積皆伐作業が可能となったと言っても過言ではないだろう。それを典型的に示

してくれたのが昭和34年新設の本州製紙釧路工場であった。帯広営林局は， 低質広葉樹をパ

ルブ原料とする工場新設を紙ノ¥'}レプ業界に要請し，それを前提として伐採事業，造林事業を拡

大していったのである1210

イ) パルプ原木集荷織構の複雑化と製材業

このようにして道内の森林伐採量が国有林を勅として増加し，また大量の木材消費をおこ

なうパルプ工場が増設されるとともに，従来専属的請負業者にまかされていたパルプ原木生

産， パルプ原木流通機構が変化を余儀なくされた。 戦後の道内ノ¥'}レプ原木流通機構の昭和20

年--30年代の変化については，赤井英夫氏によって次のように整理されている 13)。 ①昭和25

年から 29年までは， rパルプ各社は，パルプ材集荷の基幹部分を固有林随契材に依存しつつも，

造材業者の系列化を軸としつつ， 激しい集荷競争を展開したのである。」 と同時に戦前にみら

れたー河川流域ー業者の形態はくずれ地域的なひろがりをもっパルプ原木集荷闘を形成するよ

うになった。②昭和29年から 33年までは，風倒木整理の時期ということもあって「国有林の

パルプ会社に対する随契材(特に立木)が増大した。一方ノ'¥}レプ材の消費量は比較的少なかっ

たので，パルプ会社の原木集荷は，国有林・随契立木の伐出の比重を強めた。当然一般買入れ

は減少しJた。またパルプ原木集荷の過程で交錯輸送が激しくなった。③昭和33年以降は，

「国有林随契立木を基幹としてきたこれまでのパルプ材集荷が，交換材等買材を主軸とするよ

うに変化してきた。」これら交換材等の買材の増加は rノ¥'}レプ各社とも，系列業者の育成強化

を通じてこれを行なった。……この結果北海道のほとんど全製材工場が，パルプ各社の系列下

にくみこまれることとなったのである。Jrまたこの時期のパルプ会社購入の立木伐出は，委任

状形式によるものが多くなった。J

昭和33年以降のパルプ原木流通機構の変化は，紙ノ'¥}レプ資本のパルプ生産技術の革新，そ

れにともなう生産設備の増設に対応したまさに戦後的なノわレプ原木流通機構の確立過程であっ

た。そして，それは同時に北海道の林業生産の構造的変化一一直接的には固有林の大面積皆伐

作業をもってする木材増産体制一一に対応するものであった。 また昭和30年代のパルプ原木
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流通機構の変化は，ひとりパルプ原木流通機構の変化だけにとどまったわけではなかった。戦

後の復興需要，朝鮮特需をつうじて増加した道内の中小零細な製材業と製材原木市場をまる

ごとまきこみ，それらを支配下におさめつつ展開したのである。すでにみてきたように赤井氏

は， 昭和30年代のパルプ原木流通の特徴的変化として， 製材工場との交換材などの買材と，

立木伐採の場合の委任状形式によるものの増加を指摘している。委任状(パルプ会社が特定の

業者に対してパルプ材の造材業務を委任する)による素材生産14)は，素材生産業者の多くが製

材工場を兼営する北海道にあっては，製材工場経営そのものにも大きな影響をもたらすことと

なった。そこでは，委任状により生産された原木の一定量が，製材工場原木となるからであ

る。つまり，紙パルプ資本は，委任状を受けて素材生産をおこなう製材業者に対し，製材工場

原木の一定量を保障するとともに，その製材業者のもつ素材生産部門を紙パルプ資本の下請素

材生産業とする構造をつくりだしたのである。

昭和30年代後半に入札生産設備の改善とそれにともなう一定程度の原木消費能力の拡

大をおこなった道内の製材-工場は，同じ時期に昭和36年をピークとする国有林伐採量の停滞

ないしは減少傾向に遭遇することとなった。それと同時に，前項で述べたように国有林販売制

度の合理化が開始され， 30年代後半にはそれ自体が地場の製材工場の皆併等を促進することと

なった。そうした状況の中で，紙ノ~}レプ資本の委任状を受け，その素材生産により製材工場原

木のうちの一定量を確保しうるか否かは，製材資本にとって工場経営の存続を問われるような

重大な問題となったのである。また，紙パルプ資本の交換材を軸と寸あ製材工場からのパルプ

原木の集荷は，製材資本の側からみれば，先の委任状生産と同様に製材原木確保のための一手

段とならざるをえなかった。そして製材工場は，国有林から立木処分で購入し伐採した原木の

うちパルプ材適木を紙パルプ資本に売却し，それをもって製材工場原木を購入Lた。製材工場

が民有林から購入した立木においても同様であった。それが実質的には，原木代金の支払い，

受取をともなわない交換材という形でおこなわれたのである。

このように，戦後植民地，樺太などの喪失によって相対的にパルプ原木生産地としての地

位を高めた北海道では，王子製紙の三社分割，あらたな紙ノ~}レプ資本の参入により一挙にパル

プ原木の流通機構を多様化，複雑化させた。紙ノわレプ資本のパルプ原木獲得をめぐる競争，素

材生産業者，製材業者のパルプ原木獲得のための系列化，それから派生してくる委任状生産，

交換材などの問題は，昭和30年代前半までには出そろい，それらが戦後のパルプ原木流通機構

の具体的な変化であるとともに，昭和30年代後半以降のパルプ原木流通機構さらには製材原

木その他を含む木材流通市場の基調をかたちづくるものとなったのである。

ロ) 製材業のパルプ原木生産下請業者化とパルプ生産の部分Z程の下請の拡大

昭和 30 年代半ば以降の製材工場でのチップ生産，紙ノ~}レプ資本の系列下にあった素材生産

業者のチップ生産の拡大は， 30年代前半までに形づくられた道内木材流通市場の基調をパルプ
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原木の生産・流通をめぐるものから，さらにチップの生産・流通をめぐるものへと変化させる

こととなった。

昭和30年以降の道内紙パルプ資本のパルプ原材料消費を第 24表によって具体的にみてい

こう。 30年代後半以降，パルプ原材料消費のうちでチップの占める位置が急激に増加したこと

がわかる。針葉樹原木は， 36年の 1，873チm3をピークに減少しはじめる。広葉樹原木は，30 

年代を通じて増加するが量的には 30年代半ばでチップの消費量に追いこされている。 30年代

に入ってから始まったチップ生産は， 36年にはパルプ原材料総消費量中 27%，さらに 40年に

は 46%を占めるようになった。 こうしたパルプ原料の，原木からチップへの移行は，昭和30

年の 1，441千m3から 36年 3，792千 m3，40年 4，977千m3とパルプ原材料総消費の急速な拡大

のなかでおこなわれていたのであり，その拡大がチップ使用の増加に負うていたのである。

昭和 30年

32 

34 

36 

38 

40 

42 

44 

46 

第24衰 道内紙パルプ工場の原木・チップ消費量

NT L |木計 INチlJ 
1，174 263 1，437 3 1 

1，383 306 1，689 2 l 

1，499 412 1，911 299 7 

1，873 900 2，773 586 433 

1，812 915 2;727 748 939 

1，743 932 2，675 783 1，519 

1，552 1，249 2，801 1，056 2，052 

1，100 980 2，080 1，674 2，945 

1，161 579 1，740 2;∞8 3，625 

デ

計

4 

3 

306 

1，019 

1，687 

2，302 

3，108 

4，619 

5，633 

注) 昭和30年-44年は「パノレプ材統計要覧j，昭和42年12月，北海道パノレプ材協会
「パルプ材統計要覧j.昭和46年3月，北海道パノbプ材協会

昭和46年は 北海道パルプ材協会資料より作成

(単位:千 m句

|合計

1，441 

1，692 

2，217 

3，792 

4，414 

4，977 

5，909 

6，699 

7，373 

道内のチップ生産は，製材工場兼営の場合には， r江別で製材工場を経営していた北拓林業

が，……北日本製紙の了解のもとに， 32年 2月より生産を行L、i5)，チップ専門工場の場合には

r32年7月に苫小牧の菱中林業が王子製紙の指導のもとに，同社の春日井工場から移設した 86

吋とほかに 52吋と 36吋のチッパーマシン 3台をもって，しかも付近の製材工場から廃材を質

集めてチップ生産を開始した。j16) のが始まりとされている。 ただ「北海道林業統計」には，

生産量は不明であるが昭和29年からチップ工場が記載されている。 これは， 吉沢武勇氏の論

文と関連させザ:みるとき，あくまでも試験的な域を脱しなかったチップ工場と考えてし、し、ょう

である。道内のチップ工場数の増加については，第 25表に示したとおりであり，昭和32年 4

工場， 36年 379工場. 40年867工場と，とくに 30年代後半に入ってからの工場数増加が顕著

である。さらに 42年の 1冷却工場へと増加し，以降減少傾向をたどるようになる。

チップ生産の拡大を助長，促進した紙ノfノレプ資本，その主たる原料供給源たる国有林，さ
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第25褒 チップ工場数と道内パルプ工場の原木・チップ消費量 (単位:千 m3)

チップ チップ パルプ工場
工場数 原木消費量 原木 チップ 工場数 原木消費量

2 1，443 ワ 昭和 40年 867 4，976 2，694 2，283 

32 4 1，684 167 42 1，038 5，909 2，802 3，107 

34 74 2，劉)0 1，894 306 44 1，103 6，7∞ 2，081 4，619 
36 3，792 2，773 I 1，019 46 1川1 7，373 1，740 5，633 

38 596 4，414 2，7271叩
注) r北海道林業統計Jより作成

らに薪炭原木林のパルプ・チップ原木林への転換の過程については，すでに述べたので，ここ

では，チップ生産者である製材工場，素材生産業が，どうして紙パルプ資本の要求するチップ

生産にすみやかに対応しえたのかについて検討する。そこで‘は，製材工場が 30年代前半と

30年代後半とくに 36年以降から明らかに異なった対応を示したことに注目しなければならな

い。つまり，それは，ほぽ 32年頃に始まったチップ生産の展開を単なる量的拡大として理解

することが， 構造的理解としては不充分だからであり， とくに 36年以降の急激な拡大の過程

を充分に説明しえないからである。

チップ生産は，その技術の開発当初から製材工場にとって工場残材を利用するところから

経営合理化の側面をもつものとして強調され，木材資源利用合理化に寄与するものとされてき

た。 この木材資源利用合理化については， 昭和29年に木材価格の高騰にあえいでいた紙パル

プ資本を中心とする木材関連資本が結成した「木材資源利用合理化方策連絡協議会」によって

提唱されはじめたものであり，製材工場のチップ生産は，その一環をになうものとして開始

されたのである。 しかしながら日銀卸売物価指数のなかで「独歩高」といわれた昭和30年代

前半の木材価格の上昇は，製材工場にとって原木高の製品安といわれながらも一定の利潤を保

障するものであったのであり，とくに素材生産業を兼営し製材原木の多〈を相対的に低廉な固

有林に依存する製材工場の多い北海道の製材工場にあっては，木材価格の傾向的な上昇が利潤

獲得のために非常に有利に作用したのである。そのため，道内製材工場の多くが，工場経営の

合理化一一一ここでは工場残材利用としてのチップ生産ーーにそれほど食指を動かさなかったと

考えてよい。昭和36年までは，そういった状況にあり，その時点までのチップ工場の少なさ

はその反映であると考えられる。

昭和36年以降の木材価格の停滞傾向は，状況を一変させた。木材価格の停滞傾向が，放

漫な経営をおこなっていた製材工場にとって，ただちに工場経営悪化として経営の脆弱きを露

呈することとなった。そこに製材工場の経営合理化の一環としてのチップ生産が大きくクロー

ズアップしてくるのである。事実，製材工場のチップ生産は，それ以降急激に展開するのであ

るが，そこには，国有林，紙ノ-e)レプ資本の両者から，つまりチップ原料供給者と生産された

チップの消費者とから製材工場のチップ生産設備の設置を助長する条件が与えられていた。
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国有林は，昭和 36年以降，直営生産事業跡地の林地残材をチップ原料として「集積処分」とい

う売払い方法をもって安価に製材工場に売却し， さらに「国有林は 36年に決定した『製材工

場の個別配材基準』をその後において，チップ生産を行なうことが製材原木の配材に有利に働

くように措置したJ17) といった製材工場のチップ生産の拡大を助長する優遇措置をとった。ま

た，紙パノレプ資本は，チップ生産の拡大のために前渡金や，チップ生産設備新設のための資金

の貸与，機械の貸与を全面的におこなったのである。第26表は，昭和40年3月までに新設さ

れたチップ工場の紙パルプ資本による系列化の形態含示したものであるが，司その多くは資金，

または機械の貸与であった。

第26表 系列形態別のチップ工場数

区 分 l役員の派遣または株式の取得 1資金または機械の貸与 1原料の供給| 計

数 13 589 75 677 

注) 1. 吉沢武勇.r圏内産チップの生産構造とチップ輸入J，Ii'林業経済.!I， No.お61970. 12.， p. 8より
引用

2. 調査時点は昭和40年 3月

このように 30年代後半には道内のチップ生産は， 紙パルプ資本からの資金， 機械の貸与

と国有林からの一定程度のチップ原料供給の保障のもとに展開するのである。 そして， それ

は，パルプ原木生産業者の多様化とその系列化さらにパルプ原木獲得をめぐる製材工場の一定

の系列化を基調として確立した 30年代前半までの道内木材流通機構のうえにかたちづくられ，

チップ生産，流通をめぐっておこななわれた紙ノマルプ資本による素材生産業者，製材工場の系

列強化の過程であったのである。つまり，先の第26表にみられるような，役員の派遣または

株式の取得，資金または機械の貸与，原料の供給などによっておこなわれるチップ工場の系列

化は，パルプ原木の集荷をめぐっておこなわれた委任状，交換材などよりもさらに強化された

系列関係を作り出していったからである。

こうしたチップ生産をめぐり，紙パルプ資本によっておこなわれた製材工場の系列化は，

紙パルプ資本の側からみれば，付加価値生産性の低いパルプ生産の部分工程=チップ生産工程

を，より低廉な労働者を使用する製材工場，素材生産業者に下請化することにより，またパル

プ原料の流通経費とくに運賃を引きさげることにより，原料価格を引き下げないしは低価格に

維持するという大きなメリットをもたらすものであった。しかしながら，こうした紙パルプ資

本による系列関係の強化により，製材業，素材生産業は，チップ生産設備費の回収のために，

また前項で、述べたような委任状生産，交換材を通じての製材原木確保のために，いきおいチッ

プ原料集荷の拡大に拍車をかけざるをえなかった。 とくに，単独のチップ工場(大型のスラッ

シャー，ドラムパーカー，チッパーをそなえ，製材工場併置の小規模なチッパーに較らべると，

その生産能力には格段の差がある)をもった製材業者は，チップ原料生産の基盤を，工場の廃
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材利用からチップ原木それ自体の購入， 生産へと変化させた。 そのため， こうした製材業者

は，チップ原木の購入，素材生産そしてチップ生産の拡大に拍車をかけ，パルプ原料下請生産

業者としての性格をさらに濃厚にもたざるをえないものとなった。かくして，製材業，素材生

産業者によるチップ生産は，低廉な労働力をもってする安価なパルプ原料生産として位置づけ

られつつ展開したのである。

3) 昭和初年代の鵡川，沙流川流域製材業の展開

(イ) 鵡川，沙流川流域林業生産の展開の特徴

1900年センサスによると第 27表に示したとおり，鵡川流域各町村の用材生産量は， 279 

千m3であり，うち 69%，191千m3は占冠村で生産されていた。また同表には示していないが

1960年センサスによると薪炭材生産量は， 58千 m3であり，流域下流部を中心とし鵡川町，穂

別町での生産量がそれぞれ22千m3であった。

第m衰 昭和34年，鵡川流域の町村別素材生産量およびその用途別比率

総数 坑木用 杭丸太用
定丸(太%)場用

銘木用 その他用

(m3) (%) I (%) (%) I (%) (%) (%) (%) (%) 

鵡 JII 町 1，945 

54O24l11 “ 16 7 
。 11. 21 7 匂 11 。 .6 

穂別町 85，763 11 。 4 。 。 。 16 
占冠村 191，433 1 。 7 3 

一一一一
注) r1960世界農林業センサス，市町村別統計書，林業地域調査，北海道 IJより作成

各町村ごとに素材生産の特徴をみていくと，鵡川町では 1，945m3と，生産量それ自体が極

めて少なく林業生産の場としてのウエートは小さい。穂別町では，素材生産量 86千 m3のうち

わけが製材用 52%，パルプ用 17%，合単板用 11%と，針広混交林という同町の森林の状態を

反映しており，またパルプ用材の生産が比較的少ない。 占冠村では素材生産量 191千 m3のう

ちわけが，製材用 44%，パルプ用 45%にほぼ二分されており，戦前期から昭和20年代にかけ

て同村の素材生産が，ほぼパルプ材生産に一元化していたという構造から昭和29年の風倒を契

機として大きく変化したことを示している。

このように鵡川流域の林業生産のなかでの占冠村の林業生産の構造の変化は，王子製紙の

河川利用の独占をテコとした上流部針葉樹林地帯の独占的掌握が崩壊したことを端的に物語

るものである。 昭和29年の台風により，すでに述べたように面積で約4万2千町歩，材積で

5，(172千石と腫大な被害をうけた占冠村の国有林では，風倒木処理の時期に造材工程での機械化

が急速に進行するとともに， 運材工程では昭和 32年に高谷木材が流送を中止しトラック輸送

へと全面的な転換をみせたのである。また風倒木処理のために素材生産業者も一挙に多様化し

王子製紙の下請素材生産業者は，高谷木材のほかに北都物産が素材生産をはじめ，新たに国策

パルプの請負業者，岡本木材，伊藤造材，西のB木材，大重林業などが素材生産を開始した。
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こうした流域上流部での王子製紙の独占的な森林資源掌揮の崩壊は，沙流JII流域において

も程度の義はあれ同様であった。 1960年センサスによると，第28表に示したように流域各町

村の素材生産量合計は 124千 m3であり， 日高町39.96'，平取町48%，門別町 13%と平取町を

中心に流域全体にわだって林業生産がおこなわれていた。これら素材生産は，流域の森林所有

形態の特徴からみて，つまり国有林が日高町では森林面積46千 haの98%，平取町では同様に

66千 haの60%また流域全体で、も 66%を占めるという点から，そしてその森林蓄積の状態か

らみて流域の林業生産め夫部奇が間有林をめぐっておこなわれてし、たと考えてよいのである。

このように流域の林業生産が，おおきく国有林じ額斜せざるをえなくなったのは，流域下流部

門別町，平取町の民有林が戦前期，昭和20年代を通じて広葉樹大径木の素材生産， 木炭生産

を継続し，その森林蓄積が極端に減少しているからに他ならない。

第28衰 昭和34年沙流川流域の町村別素材生産量およびその用途別比率

総 数 製材用
パルプ

合 単電柱用坑木用I丸(杭刷太%用) 足場 銘木用 その他用
板(%用) I (%) I (%) 丸太%用 用

(m3) (%) (%) ~ (%) (%) 

日高町 48，753 29 46 1 2 一 22 

平取町 59刈2 64 6 8 10 12 

門別町 15，489 66 3 23 8 

注)第 27表に同じ

そして第28衰の素材生産の用途別比率に示された「製材用」の生産比率の高さは， 固有

林の多い日高町， 平取町においては戦時統制期， 昭和20年代を通じての流域の素材生産の変

化，つまり王子製紙による流域上流部の針葉樹地帯=固有林の独占的掌握を決定的に崩壊せし

めたとLづ変化を端的に示すものであり，製材業を中心とする地場の業者による素材生産，ま

た国有林の直営生産が量的に拡大してきたことを示すものである。

このような流域最上流部に位置する占冠村， 日高町での昭和30年代に入ってからの素材

生産業者の多様化，国有林の直営生産の拡大，そして製材原木生産の拡大は，王子製紙による

流斌独占体制の崩壊を示すものとして特徴的である。

では，流域下流部での林業生産の特徴的な変化は何であったろうか。それは，木炭生産の

崩壊である。鵡JIj，穂別両町の木炭生産量は，両町生産量の合計で昭和29年5，545千kgから

昭和36年には 1，916千kg，昭和38年には 1，205千 kgへとほぼ10年間に22%にまで減少し

た。また沙流JlI流域不流部の木炭生産量も同様に減少したので、ある。

こうした木炭生産の崩壊は，周知のように日本経済が，戦後昭和30年頃から，戦前期に

は米成熟であった産業部門=重化学工業を軸とした高度経済成長期に入札重化学工業部門を

急速に拡大した独占資本が，この時期いちはやく石油，ガスなどの家庭用燃料生産を，直接的

な利潤追求のメカニズムに組み込んだことによるものである。独占資本と製炭資本との明確な

矛盾関係をこの時期に山村において露呈したのである。その結果，山村における生産基盤，生
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活基盤を根底からくつがえされた製炭業従事者は，生産，生活の場を求めて都市への流出を余

儀なくされた。なかでも鵡川，沙流川下流域に一般的であった企業銀炭業者およびその焼子に

とっては， 農民による副業製炭にもまして昭和初年以降の急速な木炭生産の崩壊により決定

的なダメージを与えられることとなった。地場で一定の資本蓄積をおこなっていた企業製炭業

者には，製材業などへの転業の余地が残されていたが，米， ミソなどの食糧晶から日用品の全

てを企業製炭業者の掌中にゆだね，生産手段を一切もたなかった焼予にとって木炭生産の強制

された崩壊は，都市へ新たな生活の場を求めて流出していくことと直結していた。事実，両流

域下流部には焼子が農地を取得しまたは同地に新たな生産，生活の場を求めてその後も在町し

ている事例はまれである。

次にこの時期，つまり崩壊過程にあった企業製炭業者の新たな強いられた対応についてふ

れておこう。流域の製炭業は，昭和却年代には企業製炭が一般的であったといっても，まさに

専業の企業製炭業者から，製材業，商庖，素材生産業を兼営するものとさまざまであった。した

がって兼業業種をもっ企業製炭業者にあっては営業種目(製炭業がそゅなかでかなりのウエイ

トを持つものではあったろうけれど)の極端な縮少として木炭生産の崩壊が反映したわけであ

る。しかしながら専業的企業製炭業者にとっては，新たな経営展開を目論まざるをえない状況

にあうた。鵡JlI，沙流川下流域の企業製炭業者の新たな経営展開については少なくとも 2つの

パターンがあった。第 1にみられるのが製材工場経営への転換である。穂別町においてそうし

た事例が，昭和30年に l件， 34年に l件みられ，また平取町で34年に 1件みられた。これら

は，昭和29年の風倒木処理 33年以降の増伐といった国有林を中心とする木材生産の増産と

いう相対的な製材原木の過剰を背景とするものであった。第2に素材生産業への専業化であ

る。 これは，戦時中，昭和20年代を通じて道有林材の払下げをうけ製炭生産をおこなってい

た業者にみられ，これら業者は，木炭生産の崩壊とともに道有林の専属的下請素材生産業者と

なっていくのである。また，そのほかに流域下流部での民有林素材生産専業に転換するものも

みられた。

きて，木炭生産の崩壊，製炭原木生産の減少は，全国的ないしは全道的傾向と同様に鵡川，

沙流川流域においてもチップ材生産の増大により代置されてし、く。重化学工業を基軸とする高

度経済成長がその端初的な矛盾を山村において木炭生産の崩壊という形で露呈したわけであ

り，それは同時にかつての木炭生産地が紙パルプ資本によって低廉なるパルプ原i材料の供給基

地として再編されてし、く契機でもあったのである。また，製炭原木のパルプ原木としての利用

の拡大は，後に述べるように紙ノf;)レプ資本による製材，素材生産業の新たな系列支配関係の成

立の物質的基礎をなすのである。

かくして，木炭生産をも含め多様な形で存在した，鵡)11γ 沙流m流棋の林業生産は，バJレ
プ原木生産地，製材原木生産地として新たな展開をとげるのである。
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(ロ}量制l流減の縦続叢

① 出力規模別緩材2広場の展開動向

第29表，第 30表は，それぞれ昭和初年代前半 30年代後半の流域製材工場の出力数規

模別の動向を示したものである。l 昭和初年代前半は， 32年の 12工場から 36年の 10工場へと

この間2工場の減少をみたにとどまり，戦前期， 昭和20年代に較べ相対的に安定した時期と

いえよう。しかしながら偲々の工場にたちいってみると廃業4工場，新設2工場と依然製材工

場の経営の不安定住がみられる。こうした工場数の動向をその出力数規模との関連でみると，

流域全体として工場規模の拡大は明らかであり，昭和 20 年代後半の 22.5~37.5 kW を中心と

するものから 30年代前半には， 37.5~75.0 kWを中心とするようになった。ここでは，出力数

規模の拡大をなしえなし、戦後族生した零細工場の廃業が端的にあらわれており， 昭和 32年当

時 9工場あっ允 22.5~37.5 孟W規模工場のうち 4 工場が廃業 3 工場が 37.5~75.0kWへと規

模拡大をなしとげているのは，それを示すものである。また，昭和 32 年当時の 37.5~75.0kW 

第29週E 出力数規模による工場数の相関表(鵡lIt漉域)
I t ー扇京136 1f.時7

昭和 32年 | 
(同， -，.. I 7.5-22.5 I鉱日7.5137.5-75.0 175.0-15仏01150.0~
7.5-22.5 

22.5-37.5 2 3 4 

37.5-75.0 2 1 

75.0-150.0 

新設 2 

計 4 5 1 4 

注) 1. 昭和32年は北海道木材協会「北海道木材業者及製材業者登録名簿」より作成
2. 昭和36年も同様

第30表 出力数規模による工場数の相関表(鵡川流域)

昭和 36年
昭和 41 年 (足型i

(kW) 7.5-22.5.122.5-37.5 1 37.5-75.0 

7.5-22.5 

22.5-37.5 一 3 1 

37.5-75.0 3 1 1 

75.0-150.0 1 

150.0-

新 設 2 

計 L: 5 2 2 

注) 1. 昭和36年は，第29表の注と同様
2. 昭和41年は，北海道木材林産協同組合連合会「北海道ー木材業者及製材業者登録名簿」
より作成

言十

9 

3 

2 

14 

計

4 

5 

1 

2 

12 
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規模工場は，むしろ安定的であり，工場規模の拡大も示している。 そうした意味で昭和30年

代前半には， 22.5"'-'37.5 kW規模の工場が分解基軸をなしていたといえよう。

同様に昭和30年代後半についてみると次のようなことがいえる。 昭和36年から 41年の

聞の工場教は， 10工場と変わらないが， 22.5"'-'37.5 kW 1工場， 37.5"，-，75.0 kW 1工場の廃業と

37.5"'-'75.0 kW 2工場の新設と， 37.5"'-'75.0 kW工場を中心に工場の消長がみられる。したがっ

て昭和30年代後半には， 22.5"，-，37.5 kW規模工場を残存させつつも分解基軸はさらに lランク

上昇し 37.5"'-'75.0kW規模工場となったといえよう。 ただし， とくに昭和30年代後半のこの

ような製材工場の出力数規模からみた分解基軸の上昇については，チップ生産のための設備新

設によるものも含まれていることに注意しなければならない。

昭和32年以降，この流域でも製材工場のチップ生産が開始され 36年までに3工場でチ

ップ生産がみられた。昭和30年代後半にはさらに製材工場のチップ生産が拡大し 40年には

流域7工場でそれがおこなわれるようになった。これを第30表と関連させてみると昭和41年

には， 37.5"'-'75.0 kW規模以上の全ての製材工場でチップ生産がおこなわれており， 30年代後

半にはこの流域で製材工場によるチップ生産の体制が確立したことを示しているのである。そ

して，このように比較的規模の大きな製材工場においてチップ生産設備の新設がみられたとい

うことは，紙パルプ資本からの資金貸与，製材原木手当の優遇などを通じて，そわ自体が，と

くに昭和30年代後半の製材工場の階層分解に一定の役割を果したことを意味するのであ透。

② 製材業経営の性格

昭和30年代の流域製材業の性格を検討するために， まず製材業の兼業形態についてみて

いこう。昭和36年の流域工場 10の兼業形態は，製材業，素材生産業，木材売買業の三業種を

中心とし商庖，土建業，チップ生産業がみられた。そのうちわけは， (i): :製材業，素材生産業，

木材売買業の三業種の兼業が 6，(ii): (i)の三業種に商屈の兼業が 1，(iii): (i)の他に商庖，チッ

プが 1，(iv): (i)の他に土建業，チップが 1，(v): (i)の他にチップが 1となっていた。したがっ

て製材，素材生産，木材売買業の兼業が基本的な兼業形態ということができる。商庖を兼営

する製材業は，商脂経営の開始が製材業のそれよりも古く， また戦前期， 昭和20年代には製

炭業も営んでいたものであり，木炭生産の崩壊とともにその経営部門を縮小し素材生産，製材

業に傾斜させたものである。 また土建業の兼営は，比較的新しく昭和20年代に入ってからあ

らわれたものであり，地場の建築需要に対応しつつ自から土建業へも参入していったもの?であ

る。 このように昭和30年代前半には，製材，素材生産，木材売買業を基本的な営業形態とす

るが， 30年代後半には，チップ生産設備の新設拡大により製材，素材生産，木材売買，チy プ

生産業を基本的な営業形態とするようになった。次にこれらそれぞれの内容についてみてレこ

れ(以下の分析に使用した資料は，昭和37年 9月に道庁林務部林産課と北海道総合経済研究

所が作成した「昭和36年度木材流通調査」のうち鵡川流域に該当する製材工場に関するもの

である。 昭和36年の工場数は，先に使用した「北海道木材業者及び製材業者登録名簿」より
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国糊|崩林|財林| 駒林|詩集|道有林|吋妻 2133雲1iiz| 霊 ~I叫詰|その他| 合計

計 計
(kW) 

N 

7.5-22.5 。 L 

計 ← 一 一
N 2，.犯9 307 778 3，444 1~似)9 216 27 一 36 1，228 4，672 

22.5-37.5 5 L 2，284 4，257 2，748 9，289 844 64 138 1，().(6 10，335 

計 4，643 4，564 3，526 12，733 1，853 216 91 174 2，334 15，067 

N 7，354 8 45 7，407 7，083 1∞ 157 64 2，848 10，342 17，749 

37.5-75.0 4 L 10，966 160 4，958 16，084 1，103 17 669 34 552 2，415 18，499 

計 18，320 168 5，003 23，491 8.186 1∞ 177 733 34 3，400 12，757 36，248 

N 1，582 74 1.656 883 209 29 38 1，159 2，815 

75.0-150.0 1 L 1，160 1，160 348 394 306 159 1，207 2，367 

計 2，742 74 2，816 1，231 603 29 306 197 2，366 5，182 

N 

150.0- o L 
計

N 692 692 1，197 3回 1，547 2，239 。 1 L 493 493 496 267 763 1，256 

計 1，185 1，185 1，693 617 2，310 3，495 

せ
11，987 389 823 13，199 10，172 350 306 100 184 273 291 2，848 74 14，336 27，535 

合 計 14，903 823 5，764 27，026 2，791 267 40 811 1，063 34 552 306 297 5，431 32，457 

26，890 4，806 8，529 40，225 12，963 617 346 100 265 1，336 34 291 3，400 306 371 19，767 5θ，992 

(単位:昭和36年度鵡J1Ji斑域製材工場の立木および素材購入量(工場規模別，購入先別)第31褒

「昭和36年度木材流通務査J(道庁林務部林産課，北海道総合経済研究所)より作成注)
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1工場多く，出力規模も若干異なるがそのまま使用した。)

a. 素材生産と素材贈入，販売

鵡川流域11工場が，昭和36年に購入した原木の総量は，第31表に示したとおり約6万m3

であった。針葉樹，広葉樹別の購入量は，それぞれ2万8千 m3(46%)， 3万2千 m3(54克)と

広葉樹の購入量が若干おおく， 購入先については固有林からが約4万m3と66%を占めてい

た。これら立木購入，素材購入のいずれにおいても鵡川流域を中心とする自支庁管内からの入

手であり，流域の製材工場が後背地に林業生産地をもって成立する資源立地型の製材工場であ

ることを示している。こうした林業生産地を背景として製材業者はみずからもそれにかかわ

る素材生産業者として存在しており， 原木購入量を立木， 素材別にみるとそれぞれ4万m3

(67%)， 2万 m3(33~百)と立木購入のウエートが高く，購入した立木については製材業者が素材

生産をおこなっているのである。

立木購入は， その購入先別にみると固有林への依存が高く 2万7千 m3(67%)， ついで民

有林から8.5千 m3但1%)となっており， いずれからの購入においても臨意契約によるもので

ある。針葉樹，広葉樹別の立木購入は，その購入先のいかんをとわず広葉樹が多く，購入量の

67%， 2万7千 m3を占めているが，なかでも道有林， 民有林からの立木購入の場合には広葉

樹が多い。これを製材工場出力数規模別(以下 7.5~22.5kW を I 階層， 22.5~37.5 kWを II階

層， 37.5.......75.0 kWをIII階層， 75.0~ 150.0 kWを IV階層， 150kW以上を V階層と略称する)

にみることにしよう。階層別工場数は， 11階層5，III階層4，IV階層 1である。立木購入量

はIV階層， 11階層， III階層の順に多く，また 1工場当たりの立木購入量つまり素材生産量

は， IV階層 2.8千m3，'11階層2.5千 m3; III階層5.9千m3となっている。 III階層の製材工

場によっておこなわれた素材生産が 1工場当たりにおいてもまた総量としても多く，地場の

素材生産業者として大きな比重を占めていることがわかる。また，これら階層の製材工場が，

立木購入先として国有林に依存する割合は， 11階層 36%，III階層78%，IV階層 97%と，工

場規模の増大にともない大きくなっており，逆に零細な II階層工場においては， 国有林，道

有林，民有林それぞれにほぼ均等に依存するかたちとなっており，このように製材工場規模の

差により固有林への依存度に大きな差があることは，国有林と地場の製材業との関係において

1つの特徴をなしているのである。

素材購入は，その 66%，1万3千m3を国有林の直営生産材に依存し，随意契約で購入して

いる。ついで、パルプ業者から 17%，3.4千mt道内の木材売買業者から 7%，1.3千m3となっ

ており，国有林からの素材購入以外では，パルプ業者の占める割合が比較的大きい。また，針

葉樹，広葉樹別の素材購入は，立木購入の場合と逆に針葉樹の購入が多く 72%，1万4手m3

となっている。工場規模別の素材購入量は，11， IV階層がそれぞれ2.3千 m3，111階層が1万

3千 m3と，立木購入の場合と同様に III階層に集中している。 これら階層別にみた素材購入

先は， 11階層 79克， III階層 64%，IV階層 52%が国有林からであり，傾向としては小規模階
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競売買i財判合単事|リプ|土建業者|市売市場 1m 般工場数 材種 木業材売者買 その他 計
(kW) 業者 工業者 消費者

N 一
7.5-22.5 。 L 一

計 一
N 7幻 一 56 612 1，395 

22.5-37.5 5 L 2，153 35 2，1回5 一 一 619 4，842 

計 2，153 762 2，035 56 1，231 6，237 

N 673 1，766 762 19 3，220 

37.5-75.0 4 L 576 442 1，802 2，820 

計 1，249 1，766 442 2，564 19 6，'倒O

N 114 678 7 34 833 

75.0-150.0 1 L 121 919 811 281 131 3 3 12 2，281 

計 235 919 811 281 809 10 37 12 3，114 

N 

150.0- 。 L 

計

N 一。 1 L 143 143 

計 143 143 

N 787 2，493 1，440 7 34 75 612 5，448 

合 計 11 L 2，850 919 846 866 3，968 3 3 631 10，ρ86 

計 3，637 919 3，339 866 5，408 10 37 75 1，243 15，534 

(単位:昭和a6年度鵡JII流域製材工場の素材販売量(工場規模別，販売念別)第32衰

第 31表に同じ注)
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層ほど国有林からの素材購入が多い。固有林以外からの素材購入においては III階層はパルプ

業者， IV階層は道内木材売買業者からの購入のウエートが比較的高い。 先にもみたように針

葉樹，広葉樹別には針葉樹材の購入量が多いわけであるが，IIl階層の 1万m3が注目される。

というのは製材工場経営内で素材購入のもつ意義を端的に示しているからである。つまり，製

材工場の素材購入は，後述するように針葉樹製材を主体とする工場原木のうちで補完的な役割

を果しつつも，製材適木総量の確保のために重要な位置を占めているからである。とくに，戦

時体制期，戦後の乱伐のために森林資源の質的低下は顕著となり，さらに固有林の皆伐作業の

導入により，昭和30年代には製材工場適木だけの素材生産は，ほとんど不可能になり，他用

途向けの素材生産をおこなうと同時に国有林の直営生産材，パルプ資本との交換材による素材

購入を必然化したからである。

次に製材工場の素材販売についてみていこう。先にみてきたように流域製材工場の総原木

購入量は，約6万m3であった。そして，第32表に示したようにその素材販売量は，約1万6

千 m3と総購入量の 26%，また立木購入量の 39%も占めている。素材購入された原木の他への

転売が少ないことを考えるとき，立木購入のうち約4害IJを占める素材販売は，製材工場経営内

においてもつ意味が非常に大きなものとなる。針葉樹，広葉樹別にその販売量をみると針葉樹

が35%，広葉樹が65%と広葉樹が多い。次に素材の販売先は，パルプ業者，道内木材売買業

者，製材業者に集中L，これら三者に販売量の約80%を売却しており，その材種は，製材業

者へは針葉樹材，パルプ業者と道内木材売買業者へは広葉樹材を中心としている。さらに製材

工場出力規模別にみると，Il階層， III階層の素材販売がそれぞれ6千 m3と多く，これらが流

域製材工場の素材販売の 79%を占め，Il階層については， 立木購入量つまり素材生産量1万

3千 m3の約50.9&を素材のまま販売していることになる。また，素材の販売先を階層別にみる

といす.れにおいてもパルプ業者へのそれが中心的であり，Il階層33%，III階層43%，IV階

層26%がパルプ業者に売却されている。 つまり，いずれの階層においても広葉樹を中心とす

るパルプ材生産機能をもっており，その他に道内木材売買業者，製材工場に対応した原木流通

機能の一部を担当しているのである。

b. 製材生産とその市場

第33表は，流域 11製材工場の製材生産およびその市場について示したものである。流域

11工場の製材生産量は，1万9千m3であった。製材生産の特徴はよ第 1に針葉樹材生産に集中

していることであり 1万3千m3と生産量の70%を占めている。第2に針葉樹材生産を中心

とした土建用材の生産が多いことであり， 1 万 2 千 m3 と生産量の 63~詰を占めている。次に，

流域の製材生産がどの階層により担われているかをみると，IIl槽婦が生産量の 52%，Il階層

が32%と， U， III階層で84%の製材生産をおこなっていることがわかる。また針葉樹材，広

葉樹材BlJの製材生産についてみると，IIl階層以上は，いずれも針葉樹材が80%強を占めるが

II階層のそれは 40%にすぎず， II階層は広葉樹製材を軸に， IIl; IV階層はほとんど針葉樹
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第a表 昭和36年度鵡J1li寵紙製材工場の製材品

エ 場規 模 22.5-37.5 kW 37.5-75.0 kW 

工 場 数 5 4 

材 種 N L 言十 N L E十

土 建 用 1，034 320 1，354 7，547 624 8，171 

生 家 具 用 国5 595 482 482 

鉄 道 用 1，347 1，347 
産 量量 業 用 282 92 374 28 3 31 

漁 業 用 136 60 196 78 78 
品
炭 砿 用 272 272 95 95 

目
そ の 他 1，029 970 1，999 181 816 997 

計 9，854 

桧山支庁 一

胞援支庁 1，705 2，543 4，248 697 84 781 
製
(うち自市町村) (1，172) (604) (1，776) (377) (84) (461) 

品 日高支庁 1，175 1，175 

販 石狩支庁 1，020 1，246 3，073 816 3，889 

売
空知支庁 P 226 93 643 945 鈍5

地
上川!支庁 5切 1，925 543 2，468 

(うち自市町村) (542) (3) (545) 
均質
本 州 596 596 

計 6，137 9，854 

製 材 商 605 93 698 6，699 1，お6

製 直売大 口 935 2，422 3，357 345 345 

品 ロ 773 351 1，124 1，ω3 1，093 

厳 市ヲを‘市場 一

売 そ
の 他 42 435 477 55 55 

先
賃 挽 126 355 481 219 87 306 

計
3，6戸G ー上 9，~4 

注)第31表に同じ

専門製材に近いかたちの製材生産をおこなっている。そして，そうした製材材種のちがいは，

生産品目に1II階層以上層・での針葉樹土建材生産への集中， n階層での土建材，家具材，鉄道

用材等々多様な品目の生産という形で反映している。

製材品市場において特徴的なのは，戦前期，昭和 20年代と同様に， 内地府県に一般的に

みられる問屋，市売市場など製材品市場において集荷，選別，分配機能をもっ市場機能担当者

への販売が，ほとんどみられないことである。製材品の小売業者である製材商への販売が生産

量の55%，製材業者が直接需要者へ販売するのが大口，小口をあわせて34%と，両者で81}%
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販売量(品目別，地域別，販売先別) (単位 m3)

75.0-150.0 k W q 合 計

1 1 11 

N L 計 N L 計 N L 計

1，708 1，708 664 135 799 10，953 1，079 12，032 

114 114 482 709 1，191 

1，347 1，347 

310 95 405 

214 60 274 

95 272 367 

309 309 140 50 190 1，350 2，145 3，495 

19，111 

114 114 114 114 

658 658 3，060 2，627 5，伺7

(424) (424) (1，973) (688) 2，661 

1，175 1，175 

1，050 1，050 4，349 1，836 6，185 

3伺 309 1，495 402 1.897 

804 185 989 2，729 728 3，457 

(140) (50) (190) (682) (53) (735) 

596 596 

19，111 

750 114 864 664 135 799 8，718 1，698 10，416 

658 658 1，938 2，422 4，360 

1，866 351 2，217 

3∞ 3∞ 3∞ 3∞ 
309 309 97 744 841 

140 50 190 485 492 977 

19，111 

を占めているのである。それらはいずれも相対取引を中心とするものであり，そこにおいて製

材品の価格決定をみるべき公開市場が全く形成されていないのである。こうした製材品の販売

市場については，針葉樹材，広葉樹材別，そして階層別の差はほとんどなく直接需要者，木材

小売商が製材品の販売先となっているのである。

また，その販売地域は，自支庁管内である胆振地方，上川地方を中心に道内最大の木村消

費地である石狩地方の 3者がほとんどであり，この三地方で販売量の 80%を占めている。 こ

のような限定された市場圏しかもちえないことが，先の販売先の特徴によくあらわれている。
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この時期の流域製材工場における商品生産=製材生産が， 昭和20年代ないし戦前期と大

きく異なるところは，その生産品目が針葉樹土建材に集中していることにある。製材生産の土

建材生産への集中は，一般的にいえば，昭和 30年以降の高度経済成長のもとで，急速な都市

への人口集中にともなう建築需要，住宅資材需要の拡大によるものであるということができ

る。そして，流域製材工場は，相対的に低廉な国有林からの針葉樹立木の購入，素材の購入を

製材工場原木の基幹部分とし，紙ノfノレプ資本，その他の木材業者からの製材工場適材の購入を

補定的部分として，木材消費市場からの土建材の需要に対応したのであり，そうしたなかで，

紙パルプ資本による大量な広葉樹材の利用は，流域製材工場の針葉樹土建用材生産への集中に

拍車をかけたといってよいだろう。

C. チップ生産

先にも述べたように鵡川流域の製材業者によるチップ生産は，昭和32年に始まり，同 36

年には 3工場の操業をみている。 さらに昭和30年代後半には製材業者によるチップ生産が拡

大L，昭和41年には流域の 37.5kW以上規模の工場すべて (8工場)が，チップ生産設備をそ

なえることとなった。

昭和36年の流域製材工場のチップ生産設備は，単.独工場 1，併置工場2であり，単独チッ

プ工場のチップ原木消費量は，針葉樹580m3，広葉樹 11，995m3，計 12，575m3であった。併置

チップ工場2工場のチップ生産量は，不明であるが，それを除いて考えても流域製材工場の総原

木購入量のなかに占めるチップ用材のウエートの高さがうかがわれる。ちなみに同年流域製材

工場から紙ノ~)レプ資本に売却されたパルプ用材は， 5.4千 m3，チップけ，原木消費量と生産量

がほぼ等しいとすると 12.6 千 m3 ということになり，ほぼ 18 千 m3 がノ~)レプ原材料として販売

されていることになる。またこれを流域製材工場の原木総購入量と比較すると，その (6万 m3)

の30%を占めることとなる。

このように昭和 30年代に入ると鵡川流域の製材工場のもつ素材生産機能は， チップ生産

を介在させたパルプ原材料生産に大きなウエートをもつものへと変化していったのである。

(ハ) 沙流川流域の製屍業

① 出力規模別製材工場の展開動向

第 34表， 第 35表は， 昭和30年代前半及び間後半の沙流川流域製材業の出力規模別の動

向を示したものである。

まず昭和30年代前半は， 工場数全体では昭和32年の 17工場から同 36年の 19工場へと

若干の増加を示した。この間製材工場の廃業は， 7.5---22.5 kW層で2，22.5'"'-'37.5 kW層で 1，

37.5'"'-'75.0 kW層で2と全階層にわたっており， 昭和32年当時流域に存在した 17工場の約3

割が廃業したことになる。またこの聞の製材工場の新設は， 7.5---22.5 kW層3，22.5'"'-'37.5 kW 

層3，75.0--150.0 kW層1と， 37.5kW層未満の比較的小規模工場を中心としている。零細工
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第34表 出力数規模による製材工場の相関表(i少流川流域)

昭和32年
昭和 36 年 (kW) 

(kW) 日 2.5122.5-37.5175ト 75.0175.0-1叫150.0- ワ 言十

7.5-22.5 2 2 

22.5-37.5 1 1 3 1 6 

37.5-75.0 4 1 1 2 8 

75.0-1印.0

150.0-

9 1 1 

新 設 3 3 1 7 

計 3 3 5 3 1 4 5 24 

注)第 29表に同じ

第35表 出力数規模による製材工場の相関表(沙流川流域)

昭和36年
昭和 41 年 (kW) 

(kW) 7.5-22.5122.5-37.5137.5-75仰 -150仰ω叫25.0- 1 ワ |廃業| 言十
7.5-22.5 l 2 3 

22.5-37.5 1 2 3 

37.5-75.0 4 1 5 

75.0-.150.0 2 1 3 

150.0-225.。 1 1 

225.0-

ワ 2 1 1 4 

新 設 2 1 3 

-Al --zロ 1 2 I 9 5 2 1 1 1 22 

注)第 30表に同じ

場の新設は，平取町，日高町の製炭業者，製柾業者，パット材業者など地場の零細資本が，新

たに製材業を開始したものである。 昭和36年当時に出力規模不明の工場があるため正確では

ないが， 全体として出力規模の拡大は明らかであり， 37.5~75.0 kW以上層を流域製材工場の

中心とするようになった。

昭和30年代後半は，さらに工場数が増加し 21工場となった。この間の製材工場の消長は

廃業 1，新設3と安定的な動向を示した。 昭和 36年当時の 37.5kW未満層の工場の規模拡大

が顕著にあらわれ，同 41年には， 37.5~75.0 kW層9，75.0kW以上層 8と流域全体として工

場規模の拡大を示した。 こうした製材工場の規模拡大は， 昭和30年代前半に新設された 37.5

kW未満層の工場が製材業として比較的安定的に拡大するとともに，上層で機械設備の近代化

をはかり，さらにチップ生産設備の設置により底あげされたものである。

沙流川流域でのチップ生産は， 昭和 33年に岩倉組が門別町宮川で開始したのに始まる。
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同36年には，日高町 3，平取町 5，門別町富JlI3の計 11工場でチップ生産がおこなわれてお

り， この流域のチップ生産は，道内でも比較的早期に開始され， 同30年代半ばには定着した

のである。昭和30年代後半には，製材工場でのチップ生産がさらに拡大し，同 41年にはすべ

ての工場でチップ生産がおこなわれることとなった。

② 製材業経営の性格

鵡川流域のそれと同様に昭和30年代製材業の性格を検討するために製材業の兼業形態に

ついてみていこう。昭和36年の流域製材工場数は，日高町6工場，平取町 11工場，門別町宮

川4工場の計21工場である(但し，先にあげた第 31表の製材業登録者名簿に記載されていな

い工場を2工場含んでいる)。 これら 21工場の兼業形態は， (i):製材業と木材売買業との兼業

L 製材業専業に近い工場が 4工場あり，これらはいずれも出力規模22.5kW以下の小規模工

場である。 (ii):製材業，素材生産業，木材売買業の兼業が7工場， (iii): (ii)のほかにチップ生

産をおこなうものが 5工場， (iv): (ii)のほかにチップ生産，土建業を兼業する工場が 2工場，

(v): (ii)のほかにチップ生産， 合単板工場をもつものが2工場， これは合板工業資本がその附

帯設備として製材工場を経営しているものである。 (vi): (ii)のほかにチップ生産，土建業さら

にその他の木材関連業種以外の業種を兼営している工場が 1工場となっている。

この兼業形態には次のような特徴があらわれている。第 1に比較的出力規模の大きな工場

においては，いずれも素材生産業を兼営していることである o これは，道内製材業の特徴であ

るとともに， 昭和30年代以降の紙パルプ資本による製材工場の支配， 系列化の基盤のひとつ

をなすものである。第2に昭和36年時点ですでに 10工場でのチップ生産がみられることであ

る(この他に素材生産業者による単独チップ工場が 1工場ある)。 先に 5の(3)の項で述べたよ

うに昭和20年代後半には，流域製材工場のパルプ原木販売は極めて少なし 製材工場のもつ

素材生産部門が，紙バルブ資本によってパルプ原木集荷機構の中に組み込まれる度合は小きか

った。 昭和30年代以降，流域の製材工場は，他地域にくらべ早期にチップ生産の体制が確立

することにより，それを媒体と Lて紙パルプ資本の系列化に組み込まれていったのである。第

3に，土建業，その他の木材関連業種以外の兼営についてである。これは，地場に定着的な製

材資本が，地場の需要にみあった規模での建築業，土建業などを兼営するものと，かつて企業

製炭業者であったものが，石油，ガスなど家庭用燃料の需要拡大にともない，それらの小売業

者として経営領域を拡大したものとがある。それらは，地場に定着的な資本である製材資本の

経営活動領域拡大のひとつのパターンである。

次に流域製材業経営の基本的な兼業形態である素材生産，製材生産，木材売買業について，

昭和30年代にそれぞれどのような性格をもつものとしてあったか，戦前期，昭和20年代の流

域製材業の性格を念頭におきつつ検討することにする。但し以下の分析では，沙流川最上流部

に位置する日高町の 6工場を資料的制約から除いてある。しかしながら，日高町の製材工場は

昭和30年代の流域製材業の展開動向のなかで重要な位置を占めていると思われるので， ここ
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でその概略にふれておこう。 昭和36年に日高町6工場の素材生産量は， 25.5千m3うち 84%

が針葉樹であり，素材の購入は3千 m3にすぎない。また，製材工場の原木消費量は，22千 m3

でうち 89%が針葉樹材である。 したがって， まさに国有林針葉樹の闘意契約による立木購入

に規定された製材生産をおこなっていたといえるだろう。

8. 素材生産と素材購入，販売

以下の分析に使用した資料は， 鵡川流域の場合と同様昭和37年 9月に道庁林務部林産課

と北海道総合経済研究所が作成した「昭和36年度木材流通調査」のうち沙流川流域に該当す

る製材工場に関するものである。

日高町を除く流域 15工場が，昭和36年に購入した立木，素材の総量は，第 36表に示した

ように 12万3千 m3であった。針葉樹，広葉樹別の購入量では，後者が多く 67%，8万2千 m3

を占めていた。立木，素材購入いずれにおいてもその大部分がこの流域を中心とする自支庁内

で生産された原木で、あり，この地域が依然として広葉樹を主体とする林業生産地であることを

示している。また，立木，素材別の購入量は，それぞれ6万4千 m3(52%)， 5万 9千 m3(48%) 

となっており，合単板業を兼営する工場が2工場存在するため，素材購入のウエイトが 50%

近くを占めている。

立木購入つまり素材生産は，小規模な 22.5kW未満のうち製材専業の 2工場を除くすべて

の工場によっておこなわれており，その 79%，5万 1千 m3を国有林から，ついで 19%，1万

2千 m3を民有林からと，素材生産の 8割弱を国有林立木に依存しているのである。 また，針

葉樹，広葉樹別の立木購入は， その購入先のいかんをとわず，広葉樹が多く 66%を占めてい

るが，針葉樹についてみるとその 93弘 20.5千m3を国有林に依存しているのが特徴的である。

製材工場出力規模別(以下鵡川流域での記述と同様に，7.5~22.5 kWをI階層， 22.5~37.5 kW 

をII階層， 37.5~75.0 kWをm階層， 75.0~ 150.0 kWをIV階層， 150kW以上を V階層と

略称する)の立木購入においては， その規模が大きくなるほど立木購入量が多くなり IV階層

では流域総立木購入量の 55%，3万5千m3であり 1工場平均8.8千mt またm階層では

同様に 34%，2万2千 m3 1工場平均2.7千 m3であった。したがって，m， IV階層による立
木購入が，流域製材工場のそれの 9割弱を占め，これらの階層において地場の素材生産が，担

なわれているといえよう。

これらの素材生産に少しふれておこう。素材生産の時期は，冬山が主体であり，完全な通

年の素材生産をおこなっているのは 1業者にすぎにない。 昭和36年当時は，地場の素材生産

業者のなかにも造材，運材工程での機械化が浸透しつつある時期でもあり， m階層の素材生
産においては平均でチェンソーが 3.6台， トラック 3台であり， 伐木と運材工程での機械化が

みられたが集運材機の所有は2業者にすぎなかった。 IV階層では，チェンソー， トラックの

所有台数も多くなりそれぞれ平均6台， 6.5台となり， さらにすべての素材生産業者が集運材

機を所有しその台数は 2台となっている。したがって素材生産規模の拡大にともない集運材工



82 北海道大学農学部演習林研究報告第 33巻第1号

第36表 昭和36年度沙流川流域製材工場の

工場規模
立 木 購 入 索

工場数 材種

国有林l道有林l民有林l 国有林|道有林|民有林l造材業者(kW) 計

N 980 980 

7.5-22.5 3 L 5，935 5，935 2，975 560 1，020 

計 6，915 6，915 2，975 560 1，020 

N 

22.5-37.5 。 L 
言十

N 7，508 210 7，718 3，643 225 

37.5-75.0 8 L 9，202 300 4，399 13，901 842 839 3，548 

計 16，710 300 4，609 21，619 4，485 1，064 8，333 

N 12，042 65 1，405 13，512 3，672 279 2，761 

75.0-150.0 4 L 15，030 598 6，122 21，750 1，529 62 13，737 

計 27，072 663 7，527 35，262 5，201 341 16，498 

N 20，530 65 1，605 22，210 7，315 504 7，546 

合 計 15 L 30，167 898 10，521 41，586 5，346 1，407 18，305 

言十 50，697 963 12，126 63，796 12，661 1，911 25，851 

注)第 31表に同じ

程での機械化が進行していたといえよう。素材生産労働者の雇用形態は，常用と臨時雇用とに

わかれるが， III， IV階層についてみると山頭，帳場，検尺とトラック運材夫のほとんどが常

用であるが，それ以外の作業においては冬期間遊休化する地元の農民を臨時雇用していた。

素材購入は，すべての製材工場によっておこなわれている。素材総購入量は， 5万9千 m3

であり，その購入先は，国有林に集中していた立木購入の場合と異なり，かなりの分散を示し

素材生産業者からの購入が最も多く 44%，固有林直営生産材が 22%，製材業者からが 14%，

そして合単板用材を外材貿易業者から 9%となっていた。針葉樹，広葉樹別の素材購入につい

てみると，これも立木購入の場合とは異なり，国有林，パルプ業者からの購入において針葉樹

が多い。次に，出力規模階層別の素材購入は，製材工場の兼業形態をよく反映している。 I階

層の素材購入のうち民有林，素材生産業者からの購入は，製材専業の 2工場にみられ，この 2

工場は固有林との売買関係が全くない。その他からの広葉樹素材の購入は，合単板工場を兼営

する 1工場によるものである。後者の場合，製材工場からの素材購入が多く，素材生産業を兼

業する製材工場が合単板用材の素材生産業者としても重要な位置を占めていることを物語って

いる。 III階層は，木材関連業種では，素材生産，チップ生産を兼業業種としている。この階

層における素材購入のなかで，国有林の直営生産材，素材生産業者，パルプ業者からの購入は

製材工場原木の補完部分の役割を果すものである。それは， IV階層においても同様であるが，
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立木および素材購入量(工場規模別，購入先別単位 m3)

材 購 入

製薬:1貿易業者|製材料室単:1量三|土建業者|森林組合|市売市場|その他| 合 言十
言十

980 

1，615 8，482 199 7 91 14，949 20，884 

1，615 8，482 199 7 91 14，949 21，864 

1，716 42 10，722 18，440 

784 18 6，031 19，932 

1，095 1，716 60 16，753 38，372 

538 47 7，297 20，809 

3，400 15 997 53 19，793 41，543 

3，400 15 1，535 53 47 27，090 62，352 

311 2，お4 89 18，019 40，229 

784 5，015 8，497 199 997 7 53 91 18 40，773 82，359 

1，095 5，015 8，497 199 3，251 7 53 91 107 58，792 122，588 

合単板工場を兼営する 1工場があるため素材生産業者からの広葉樹材購入が大きなウエイトを

占めている。

素材の販売があることは，製材業者が多様な使用価値をもっ木材の流通機能担当者でもあ

ることを示している。それは，多様な使用価値をもっ立木集団としての森林を製材業者が伐採

することの反映であり，製材業者は，最も有利な利用目的にみあうように，伐採された原木の

仕分けをおこない，自工場適木以外を最大限有利に販売しようとするのである。

さて，流域 15工場の素材販売は，第 37表に示したように約2万 m3である。したがって

素材販売量の立木，素材購入量に占める割合は，16%とそう大きなものではないが，素材購入

された原木のうちさらに転売されるものがほとんどないことを考えると，素材販売の製材工場

経営内にもつ意味の大きいことがわかる。たとえば，販売された素材が，製材業者によりすべ

て素材生産されたものとすれば， 立木購入量の 30%を他の業者へ販売されたことになるから

である。ここに製材業者が，その経営内部にもつ重要な部門として素材生産，木材販売業者の

性格が端的にあらわれている。その販売先は，パルプ業者へ44%，道内木材業者へ23%，合単

板業者へ 13%と， この三者で80%を占めている。 材種は，広葉樹が中心であり 1万2千 m3

(62%)となっている。また，道外木材業者への販売も若干みられ，内地向け広葉樹の素材生産，

販売業者としての性格も兼ねそなえている。これを工場階層別にみると， 1階層では，製材専業
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工場規模 道内木材 道外木材 合単板 パルプ 一般
材 種 製材業者 土建業者 市売市場 その他 言十

(kW) 
売買業者 売買業者 業者 業者 消費者

N 1，321 1，321 

7.5-22.5 3 L 1，841 1，841 

言十 3，162 3，162 

N 

22.5-37.5 。 L 

E十

N 535 2，741 25 254 3，555 

37.5-75.0 8 L 176 120 798 1，664 4，055 22 6，835 

五十 176 120 1，333 1，664 6，796 25 22 254 10，390 

N 685 65 1，449 366 83 2，648 

75.0-150.0 4 L 472 1，493 157 876 539 3 235 3，775 

言十 1，157 1，493 222 876 1，988 366 3 318 6，423 

N 2，∞6 600 4，190 391 83 254 7，524 

合 言十 15 L 2，489 1，613 955 2，540 4，594 25 235 12，451 

計 4，495 1，613 1，555 2，540 8，784 391 25 318 254 19，975 

昭和36年度沙流川流域製材工場の素材販売量(工場規模別，販売先別)第37表

第 31表に同じ注)
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2工場による素材販売はなく合単板工場を兼営する 1工場の工場不適材の販売だけであり，木

材売買業者への販売が 100%である。 III階層においては，広葉樹材を主体としてパルプ業者

への販売が 65%と集中しており，そのほかにここでは製材業者相互間の原木流通が特徴的で

ある。 また，素材販売総量に占める III階層のウエイトが大きく (52%)，他階層にくらべパル

プ材生産業者としての性格を色濃くもつものであることがわかる。 IV階層の素材販売は，量

的にも少なく立木購入量の 18%を占めるにとどまり， 1階層と同様に購入された原木のほとん

どが自工場消費用であることを示している。

b. 製材生産とその市場

すでに述べてきたように，流域製材業の兼業形態として昭和30年代半ばには合板工業，チ

ップ生産が大きな比重を占めているので，まず業種別の原木消費についてみると，製材工場

5万7千m3(55%)， チップ工場2万2千 m3(21%)， 合板工場2万5千 m3(24%)となってい

る。したがって昭和30年代の流域の木材関連資本のなかで合板資本の展開が著しいことがう

かがわれ，それ自体が大きな特徴である。

さて，流域 15工場の製材生産とその市場についてみたのが第38表である。製材生産量3

万5千 m3のうち針葉樹は 60;'1)'，広葉樹40%であり，針葉樹製材は，土建用材に集中し，広

葉樹製材は，士建用，家具用，鉄道用その他とその用途は多岐にわたっている。それを階層別

にみると， 1階層は広葉樹製材に集中しているが， III，IV階層においては全体的な傾向とほぼ

一致している。これら製材品の地域的市場は，土建用材を中心とする針葉樹材のばあい，地元

の日高支庁を中心に胆振， 石狩支庁などであり， この 3地域で販売量の 91%を占め，なかで

も地元日高支庁への販売のウエイトが大きい。広葉樹製材品は，地元日高支庁のほかに胆振支

庁と本州への販売が多い。したがって製材品市場の主体は，地元日高支庁を中心に近隣地域お

よび札樽地方であるが，針葉樹製材品の場合には極めて限定された地域市場であるのに対し，

広葉樹製材品は，本外1，外固までも含む広範囲な市場と結びつきその生産地となっている。こ

れを製材工場の出力規模階層別にみると， 1階層は，地元日高支庁それも自市町村を中心とす

る局地的な地域市場しか形成していない。 III，IV階層の針葉樹製材品の地域市場は，先にみ

た全体的な傾向とそう大きな差はないが， 広葉樹製材品の場合には， III階層が地元および道

央市場に， IV階層は本州，外国市場に傾斜した市場形成をおこなっている。

こうした製材生産，地域的な市場形成の特徴は，次のような製材品流通機構のなかにも反

映している。製材品の販売先として多いのは，直売の大口，小口，製材商であり，この 3者で

販売量の 83%を占めている。直売の大ロは，一度に50m3以上の販売量をもつものであるが，

針葉樹製材品の場合には建築用材が中心であり，相対取引によっておこなわれる住宅一戸分建

築材のセット販売であり，その販売地域は，地元日高支庁，胆振支庁である。また，広葉樹製材

品の大口直売は，本州向けが主であり，直接需要者に販売されるのであるが，販売上のリスク

を考慮して三井物産，新宮商行などの商社を介在させるのが一般的である。製材商への製材品
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第38衰 昭和36年度沙流川流域製材工場の製材品

工 場 規 模 7.5-22.5kW 22.5-37.5 kW 

工 場 数 3 。
材 種 N L 計 N L 計

土 建 用 zω 2ω 

家 具 用
生
鉄 道 用 678 678 

産
重量 業 用

漁 業 用

品 炭 砿 用

輸 出 向

目 そ の 他 233 850 1，083 

言十

後志支庁

胆振支庁 638 638 
製

$ 

日高支庁 233 1，1ω8 1，331 

ロロロ (うち自市町村) (58) (948) (1必06)

販 石狩支庁

売
空知支庁

地
釧路支庁

本 州{
域
外 国

言十

製 材 商 788 788 

製 直売大 日 一

品 ロ 98 98 一

阪 賃 挽

売
市売市場

先
そ の 他 233 850 1，083 

計

注)第31表に同じ

の販売は，苫小牧市，室蘭市，札幌市など都市での建築需要に対応した販売形態である。この

ように市売市場への販売にみられるような公開された市場形成はごく一部分しかなされてい

ない。

c. チップ生産

すでに述べたように沙流川流域の製材工場のチップ生産は， 岩倉組が昭和33年に開始し

たのに始まり， 昭和 36年には日高町 3，平取町 5，門別町富川 3の計 11工場でおこなわれて
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販売量(品目別，地域別，販売先別) (単位 m3)

37.5-75.0 k W 75ト 150.0kW 計

8 4 15 

N L 計 N L 計 N L 計

6，827 2，326 9，153 10，161 757 10，918 16，988 3，291 20，279 

255 1，359 1，614 203 3，022 3，225 458 4，381 4，839 

1，120 1，120 139 139 1，937 1，937 

447 16 463 762 233 995 1，209 249 1，458 

60 135 195 伺 135 195 

234 234 611 611 845 845 

589 1，234 1，823 1，579 1，054 2，633 2，401 3，138 5，539 

14，407 I 12，765 I 35，092 

37 368 405 37 368 405 

1，299 1，881 3，180 3，844 626 4，470 5，143 3，145 8，288 

4，787 999 5，786 5，484 1，019 6，回3 10"回4 3，116 13，620 

(1，836) (592) (2，428) (3，549) (773) (4，322) (5，443) (2，313) (7，7田)

1，642 566 2，208 2，014 340 2，354 3，656 906 4，652 

140 760 9∞ 225 225 140 985 1，125 

164 164 164 164 

213 1，715 1，928 1，259 3，215 4，474 1，472 4，930 6，402 

526 526 526 526 

21，116 35，1伺2

1，170 2，223 3，393 3，137 1，756 4，893 4，307 4，767 9，074 

3，753 3，048 6，801 4，585 2，779 7，363 8，338 5，827 14，165 

2，327 545 為872 2，282 793 3，075 4，ω9 1，436 6，045 

595 473 1，068 29 1ω 137 624 581 1，205 

216 216 958 958 1，174 1，174 

57 57 1，774 515 2，289 2，064 1，365 3，428 

8，118 6，289 14，407 12，765 5，951 18，716 21，116 13，976 35ρ92 

いた。 その原木消費量生は，針葉樹 1万7千m3，広葉樹 1万m3の計2万7千m3と，流域製材

工場，合板工場のなかで，チップの原木消費量は大きな比重を占めることとなった。ちなみに

昭和 36年の流域製材工場，合板工場の原木消費量は，それぞれ5万7千m3，2万5千m3であ

り，チップ工場の原木消費量は，総消費量中の 25%を占めていた。つまり昭和30年代半ばに

は，流域の製材工場は，パルプ原材料生産工場として位置づけられ，またパルプ原木生産業者

としても位置づけられていたのである。
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4) 鵡州，沙流}II流崎製材業(D系譜と紙パルプ資本

昭和36年に，鵡川，沙流川流域には， 31企業で32の製材工場が存在し， うち法人は 25

工場，個人企業は 6工場であった。 これら 32工場の系譜を，その操業開始時期によって整理

すると第 39表のようになる。昭和初期(といっても昭和6年から 9年の間)に操業を開始した

工場が4工場，昭和 10年代が4工場，昭和20年から 27年が 9工場， 昭和28年から 36年が

15工場となっており，戦前から製材工場の経営を継続させたものは，全体の 4分の 1にすぎず

多くは戦後に創設された製材工場である。

第39衰 鵡川，沙流川流域製材業の系譜

製材工場の操業開始時期 系 譜 計

i) 昭和初期

ii) 昭和10年代

iii) 昭和20年-27年 (a)

(b) 

iv) 昭和28年-36年 (a)

(b) 

言十

商業1，素材生産業1，製柾業1，不明1 4 

商業1，索材生産業2，鉱山業1 4 

製炭業 1，素材生産業4，鉱山業 1，不明 2 8 

製材業1 1 

製炭業3，合板業1，製柾業1，パット材1，不明1 7 

製材業8 8 

32 

i) 昭和初期:昭和初期に操業を開始した工場のうち 1工場は，鵡川町で昭和3年から商

庖経営をおこなっていたもの，つまり商人系譜であり，戦前期には農地及び山林地主また醸造

業の経営もおこなっていた。さらに戦時体制期から昭和20年代にかけては製炭業者でもあっ

た。この工場は，大正末期に製材業経営をやめた関造材部の工場を購入して，昭和7年から操

業を開始した。製柾業の系譜をもっ l工場は， 明治 38年から沙流Jfl河口門別町周辺で、小規模

な素材生産をおこなうとともに，手割柾の生産をおこなっており，昭和6年に門別町宮川に定

住し製材工場，製柾業の経営を始めた。 なお粧の生産は，昭和20年まで継続された。素材生

産業の系譜をもっ 1工場は，昭和3年に平取町で始めて創設された製材工場が昭和恐慌期の木

材需要の急激な減少のなかで倒産しその工場を昭和6年に購入して家族経営的な規模で操業

を始めたものである。

ii) 昭和10年代:昭和 10年代の操業開始の工場のなかで商人系譜をもっ 1工場は，門別

町で大正9年から雑貨商を始め，昭和期に入って同町周辺からの木炭の購入及びその消費地へ

の販売もおこなっていた。製材工場経営の開始は，昭和16年である。素材生産業者の系譜を

もっ工場のうち 1工場は， かつて高谷木材の山頭であった人が， 昭和 10年に占冠村で工場経

営を開始したものであり， 他の 1工場は， 明治40年に日高町に入殖した農業経営者が冬期間

の素材生産により蓄積した資金をもって昭和 10年に製材業経営を始めたものである。 鉱山業

の系譜をもっ 1工場は，昭和 12年平取町に設立され，当初クローム鉱山採掘経営の附帯設備的
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なものであったが，戦時体制l期，戦後の木材増産期に経営の一部門に拡大していった。

iii) 昭和 20から 27年の (a):製炭業の系譜をもっ 1工場は， 昭和 3年に製炭原木を求め

て胆振支庁早来町から平取町に入札戦時体制期には炭ガマ約加基を所有し，また昭和 16年

から年間 5千石規模の素材生産もおこなっていた。戦後昭和25年に製材業，土建業，昭和27

年に油類販売業とその営業部門を拡大した。素材生産業者の系譜をもっ4工場のうち 1工場

は，王子製紙の専属素材生産請負業者であった坂本木材が昭和25年門別町に， 2工場は岩倉組

が昭和語年日高町で購入した工場と同26年に門別町で購入した工場である。岩倉組は，同年

門別町で合板工場の経営も開始した。残りの 1工場は，昭和9年から穂別町周辺で小規模な素

材生産をおこなっていた業者が，同 24年に製材業の経営も始めたものである。 鉱山業の系譜

をもっ工場は， ii)で述べた鉱山業者により昭和21年に穂別町に設立された工場である。

iv) 昭和 28年から 36年の(制:製炭業の系譜をもっ 3工場は，鵡JII，沙流川流域におい

て有数の企業製炭業者であった。いずれも昭和初期から同 20年代にかけての製炭業者であり，

それ以前においては農業，素材生産業の帳場，商脂とそれぞれ異なった系譜を持っていた。こ

のうち 2業者は，戦時体制の木材増産期に固有林からの薪炭原木の購入，その他一般用材の素

材生産のために立木購入をおこなっており，それぞれ昭和30年，同 34年つまり木炭生産の崩

壊期に国有林材を工場原料として製材工場経営を始めている。 残りの 1業者は，昭和16年か

ら道有林立木の購入をおこなっているものの国有林との関係はほとんどない。前者 2業者と同

様に木炭生産の崩壊期昭和34年に製材工場を設立したが， 以降の展開において国有林立木購

入の実績のあった前者2工場と，その実績のないこの工場との聞には決定的な差があらわれ，

零細な規模の工場にとどまった。合板業の系譜をもっ 1工場は，戦時体制期それも南洋材輸入

が社絶し，園内材で合板生産をおこなわざるをえなくなった時期の昭和18年に平取町に設立

された合板工場で、あり，戦後輸出向け合板材の生産をおこなっていた。この合板工場による昭

和 36年の製材工場設立は，むしろ附帯設備的な小規模なものであった。製柾業者の系譜をもっ

1工場は，戦時体制期から昭和 22年まで素材生産の帳場，山頭，問 22年に柾，経木工場を日

高町に設立，同 30年に製材工場の経営を始めたものである。 パット材業者の系譜をもっ1工

場は，戦後ノfット材の生産を始め，昭和31年に丸鋸1台をそなえ製材工場を始めた。

以上の 23工場については， 鵡川， 沙流川両域内での林業生産その他の経済活動のなかか

ら生成した製材資本である。ただしこの中に含めた坂本木材は，王子製紙の専属素材生産請負

業者として，沙流川流域のほかに大正期から十勝地方の利別JI1流域陸別町，足寄町でもパルプ

材の素材生産をおこなっており，戦後道内各地また内地での素材生産もおこなっている。また

岩倉組は， すでに述べたように大正期の製炭業に始まり昭和10年代には相当規模の大きな素

材生産業者としてその経済活動領域を全道的なものとしていた。さらに，戦時体制j期には製材

業経営を開始し，昭和 20年代以降に急激な企業経営の拡大をなしうる基盤を作っていた。

これら両流域内での経済活動を中心として成立した製材資本の特徴は，その系譜からみて
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戦前期には素材生産業や林業に関連する小商品生産者のほかに地場で一定の資本蓄積をおこな

った商人資本による製材業の成立であり，戦後については，パルプ材請負生産業者による製材

工場の設立のほかに，木炭生産の崩壊にともなう企業製炭業者の製材業への経営転換によるも

のであった。

iii) 昭和20から 27年の (b)及び iv)昭和28年から 36年の (b)

次に戦後両流域に登場した製材業のもう 1つの特徴として，道内他地域からの製材資本の

参入があげられる。昭和20年から 27年に 1工場，昭和28年から 36年に 8工場と後者が多

しこれらは木材資源を求めて他地域から移動してきた資本であり，昭和29年の風倒と 33年

以降の国有林の皆伐作業の導入による両流域での相対的な木材資源の豊富さを背景とするもの

であった。

以上のような系譜をもっ鵡川，沙流川流域の製材業のなかで，戦前期から紙ノ'f)レプ資本と

の関連が密接であったのは坂本木材と岩倉組だけであった。坂本木材が，王子製紙の専属下請

素材生産業者であったのに対し，岩倉組は，戦前期においても王子製紙の下請素材生産業者と

してよりもパルプ材納材業者としてのウエイトが高く，また戦後は素材生産業，製材業，合板

業などの木材関連産業のほかに土木建築業，運輸業などへも営業部門を拡げ，独自的な金業展

開をみせた。ちなみに昭和 34年までに製材工場8工場，合板工場2工場，ホモゲン 2工場，床

板工場1工場，その他木材加工工場2工場，チップ工場2工場，ホルマリン・接着剤工場1工場

を所有し18)，戦後木材関連産業の部門では製材業のほかに合板，ホモゲン，床板など附加価値

生産性の高い木材加工部門への営業拡大を計った。したがって，戦後の岩倉組にとって王子製

紙との関係は，一営業部門の取引関係にとどまる程度のものとなった。その他の鵡川， f少沈川

流域に成立した製材業，また他の地緩から参入してきた製材業についても，紙パルプ資本との

関連は戦後おこなわれるようになった製材工場不適材の紙パルプ資本への肢売を除いて，昭和

30年代に入るまでほとんどなく，それぞれ独自的な経営展開をとげてきた。

昭和30年代に入り紙パルプ資本は， 製材工場のチップ生産設備の設置のための資金， 機

械の貸与などにつうじて，あらたなパルプ原材料の供給機構をつくりだしていった。それを鵡

川，沙流川流域についてみると昭和36年までに鵡川流域では 3工場，沙流川流域では 11工場

のチップ工場が設置され，戦前から紙パルプ資本と密接な関連のあった坂本木材，岩倉組のほ

かに，雨流域内で有力な製材業そして新たに流域に参入した製材業の一部にチップ生産設備の

設置がみられた。 昭和30年代後半にはさらにチップ工場が増加し，昭和40年 10月までに鵡

川流域では8工場， 沙流川流域では21工場19)と丙流域製材業の小規模工場も含めほとんどが

チップ生産設備を所有した。 このような昭和初年代後半のチップ工場の増加は， 紙ノ'f)レプ資

本が両流域の製材業，素材生産業者によるチップ原木生産およびチップ生産を媒介とし，彼ら

を低廉な労働力をもってする安価なパJレプ原料の生産者として，パルプ原料供給機構のなかに

組み込んだことを物語っている。また，それは同時に紙パルプ生産工程の一部分，チップ生産
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工程を製材業者に下請させることでもあった。

しかしながら，チップ生産をつうじた流域の製材業と紙ノ{)レプ資本との関係は，後に坂本

木材と王子製紙との聞にみられた役員の派遣，資金的なテコ入れ，さらにその子会社化といっ

た資本系列ともいうべき強固な関係ではなかった。紙パルプ資本によるチップ生産を媒介とし

た流域の製材業の一定程度の系列化は，むしろ流域の製材業経営の独自的な展開を前提とした

ものであり，そのうえでのチップ生産の下請化であった。つまり，紙ノ{)レプ資本は，製材業者

によるチップ材の素材生産，製材工場経営の一部門として新たに設定されたチップ生産をつう

じて紙ノfルプ資本の労働者と中小零細な製材工場労働者(素材生産の労働者も含む)の賃金格

差を利用した間接的な収奪をおこなっているのであり，そこにおいては低賃金労働力の確保，

維持のためにも地場の資本として製材工場経営の独自的な展開(素材生産，製材生産，販売を

軸とし，他の兼営業種をも含めて)が必要だったのである。

i主

1)旭川営林局. I旭川営林局史第1巻J.昭和初年.p. 253. 

2)北方林業会. I北海道の森林風害記録J，昭和34年.p. 71-73. 

3) 日本林業協会. r林政20年史J，昭和41年.p. 382. 
4)前掲. r北海道の森林風害記録J.p. 5-6. 
5)同上書. p.242. 

6)向上書. p.243. 

7)前掲. r林政20年史J，p. 383. 
8)北海道内営林局連絡調整事務室. r北海道内営林局の事務連絡調整についてー農林省訓令第64号をめぐ
ってーJ，rr札幌林友.nNo. 102，昭和37年， p. 98. 

9)有永明人・石井 寛. r国有林経営をめぐる二つの道J，rr農林統計調査， 1970. 12.n，昭和45年， p. 22. 
10)秋林幸男・有永明人・神沼公三郎. I北海道における林業労働力再編の動向ー森林組合労務理Eと山林労働

組合一J.rr第82回日本林学会大会講演集j，昭和46年， p. 29-30. 

11)前掲. r北海道におけるパルプ材市場の展開通程J，p. 95-96. 
12)本州製紙株式会社. r本州製紙社史J.昭和41年， p. 70-72. 
13)前掲. r北海道におけるパルプ材市場の展開過程J.p. 122-130. 
14)委任状については，赤井英夫氏が次のように簡略に整理されている。「昭和zl年に国有林の林産物販売

規定が改正され，工場をもたない造材業者には，随契材が与えられなくなったH ・...。昭和25年から 27

年までの間，木材価格は激しい上昇をみせたので，この間造材業者はかなり利潤を蓄積していた。そこ

でこの規定の改正とあいまって，この時期に造材業者で製材工場をはじめたものが少なくなかった。ま

た製材工場をおこさなかった造材業者の場合，この持分の随契はパノレプ会社のもつ fわく』のなかにく

みこまれたわけだが，そのくみこまれた量については『委任状』なる形式がつくられ，形式的にはパル

プ会社の随契配材のなかに入るが実質的には造材業者の権利となるような形が残された。これはパノレプ

会社が特定国有林立木を購入する場合，国有林とのせっしょう，契約，出材までを含めて造材業者に委

任する形態である。この形態は細部にわたるといくつかの形がみられるが，一般にパノレプ材のー定量を

パルプ会社に収めることを条件とし，その他に関しては，造材業者の自由とするものが多い。J(前掲.

「北海道におけるパルプ材市場の展開過程J，p. 124) ここで赤井氏は，素材専業者と紙パルプ資本との

委任状関係にだけふれているが，既に述べてきたように紙パルプ資本が素材生産機能をもっ製材業者

(素材生産兼製材業者)をその系列支配下に組み入れるとともに，委任状関係は，紙パノレプ資本と製材工
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場との闘でも一般的にみられるようになった。

15)吉沢武勇. r園内産チップ生産構造とチップ輸入J.Ii'林業経済JJ.No・266.昭和45年.p. 1. 
16)同上書. p.3. 

17)同上書. p.4. 

18)前編. r北海道における素材生産構造J.p. 49. 
19)北海道木材チップ協会. r北海道木材チップ工場調J.昭和41年.

7.総括

本論では，便宜的に時代区分を明治後期から大正期，昭和恐慌期，戦時体制期，昭和20年

代，昭和30年代に分けて，鵡川，沙流川流域の製材業とその市場について検討してきた。そ

の総括として，ここでは，両流域製材業の展開の様相を基準として，次の時期区分に再整理し

た。1.明治 30年代末から大正 8年 2.大正9年から昭和6年 3.昭和7年から昭和20年，

4.昭和20年代.5.昭和30年代である。以下，この時期区分にそって総括することにする。

1) 明治30年代末から大正8年

鵡川， f少流川流域の林業生産は，上流部針葉樹地帯=国有林での王子製紙によるパルプ材

生産，下流部広葉樹地帯=民有林および固有未開地での三井物産による広葉樹素材生産と，い

ずれも内地大資本により本格的に開始された。両流域上流部での年期特売の設定による国有林

資源の独占的掌握を背景とした王子製紙のパルプ材生産は，明治末期から大正年代をつうじて

地場の木材関連資本の成立する余地をほとんど残さず，また当時の技術水準でほとんど唯一の

原木輸送手段であった河川の王子製紙による独占的利用は，他の資本の流域上流部への参入を

そして地場の資本の成立を徹底的にさまたげた。

しかしながら， 両流域下流部では， 明治30年代末から本格化した三井物産の素材生産よ

り以前にも，部分的に地場の業者による固有未開地，牧場地を対象とする広葉樹生産，燐寸軸

木生産がみられた。三井物産は，日露戦争による中国大陸市場の獲得，さらにはヨーロッパな

ど外国市場の拡大を背景に，両流域下流部を，それら市場の広葉樹原木生産地たらしめた。明

治41年に，原木輸送のために鵡JII-苫小牧聞の馬車軌道の敷設をおこなった三井物産は，地場

に成立しつつあった素材生産業者をその傘下に組み込み林業生産を展開し，その中から専属的

素材生産下請業者を作りだしていった。この期，両流域下流部において，三井物産が生産の対

象としたのは，その大部分が， 明治 30年.41年の「固有末開地処分法」にもとづき大規模に

払い下げられた牧場地，耕地等の私有地上の立木であった。

製材業の設立についてみると，地場の製材業の成立はみられず，三井物産の素材生産に関

連して，三井物産により下請の製材工場が設立されたにとどまった。また，第 1次大戦後，三

井物産とその素材生産下請業者による素材生産跡地において，道内他地域から流入した製炭業

者や，三井物産の専属的製炭業者による木炭生産が広範にみられた。
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したがヮて，この期の両流域の林業生産，木材加工資本の動向を次のように特徴づけるこ

とができょう。第 1に内地資本，地場資本が生産の対象とした森林についてみると，まず王子

製紙は，両流域上流部の国有林，針葉樹を年期特売の設定という形で独占的に掌握し，パルプ

原木輸送の手段として両河川の独占的利用を確立した。それは， 昭和20年代までのほぼ半世

紀にわたって継続した。三井物産は，明治 30年， 41年の「国有未開地処分法」にもとづき，両

流域下流部で大地積に払い下げられた牧場地，農耕地上の広葉樹立木を主な生産対象とした。

第2に，この期さらに昭和20年代までの両流域の地場の資本の成立，展開に大きな影響を与え

たのは三井物産であり，王子製紙のパルプ材生産は，両流域上流部での地場資本の成立，他資

本の参入を徹底的に阻害した。第3に，三井物産は，部分的に成立しはじめた地場の素材生産

業者をその支配下に組み込み，中国大陸，ヨーロッパなど外国を主な市場とする広葉樹素材生

産をおこない， またみずから下請の製材工場をつくりだしていった。このように，三井物産

は，この期成立しはじめた地場の資本を，三井物産=商業資本の形成した市場にくり込み収奪

し，ないしは収奪対象たる地場資本をつくりだしていったといえよう。

2) 大正9年から昭和6年

この期，両流域下流部に地場の素材生産業，製材業の成立がみられたが，鵡川流域と沙流

川流域とではそれらの展開に大きな差がみられた。鵡JII流域では，固有未開地，私有林を生産対

象とした個人業者による素材生産と，それらの素材生産跡地で、の木炭生産が広範に展開した。

また，大正 10年代に入ると，鵡川流域では穂別町を中心とし，地場の製材業が一定程度の展

開を示し，前期にみられた三井物産の下請工場的性格を漸次失っていった。沙流川流域では，

河口門別町に出張所を設けた三井物産とその下請業者による素材生産が継続し，地場の素材生

産業の成立は，武品川流域に較べ少なかった。また，素材生産跡地での地場の製炭業者による木

炭生産の展開が，三井物産の専属製炭業者のそれと併行してみられるものの，製材業は，大正

後期をつうじて沙流川流減河口の門別町にようやく成立したにとどまった。こうした展開の違

いは，主に地場の資本がみずから作りだしえなかった交通条件の，地域的な発展度合により生

じたものであり，鵡川流域における地場の素材生産業，製材業の一定程度の展開も鉱山資本に

よる鉄道敷設を契機とし，与えられた市場条件のもとでの展開であった。

しかしながら昭和期に入ると，大正 10年以降激しい消長をくりかえしながら展開をみた

鵡川流域の製材業は，昭和6年まで工場数は維持するものの，原木消費量は減少傾向をたどり，

昭和6年以降， 工場規模のいかんをとわず没落し， 昭和10年には戦前期のピークをなした大

正 14年に比較して工場数は半減，原木消費量は 1割強にまで減少し，以降昭和20年代まで製

材業の展開はほとんどみられなかった。沙流川流域では，大正末期から昭和恐慌期にかけての

時期は，主に国家資本の投下により交通条件の整備がなされた時期で、もあったため，むしろ昭

和初期になってから一定の地域的な拡がりをもって地場の零細な製材工場が成立した。しかし
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ながらそれらも，昭和恐慌期にはほとんど倒産した。

この時期の両流域の林業生産，地場の素材生産業，製材業を次のように特徴づけることが

できょう。両流域の地場の素材生産業，製材業は，第 1次大戦後，大正9年から始まった日本

経済の漫性的な不況のなかで成立し，その経営は激しい消長をくりかえしながら，一定程度の

生産を続けた。地場の資本は，三井物産の素材生産の主力が，他地域に移動していくなかで，

国家資本，内地資本による交通条件の整備を前提として成立し，私有林，牧場地上の立木を生

産対象として徐々に道内の木材消費市場を対象とする製材生産地を形成しはじめた。したがっ

て，三井物産が，第 l次大戦後の不況下で増加し始めた地場の素材生産業，製材業に，林業生

産，製材生産を肩がわりさせていったといえよう。

3) 昭和7年から昭和20年

前期における北海道木材界の不況に拍車をかけたのが，内地における南洋材輸入の増加で

あった。北海道木材業連合会は，昭和5年 10月から南洋材輸入阻止運動を，輸入関税の引き

上げを要求するという形で展開したが，それも実質的に輸入商社の勝利となって終った。そう

したなかで，北海道木材業連合会は，昭和8年6月に道庁長官に「林産物規格制定並びに道営

検査機関設置の請願書」を提出し，木材の品等規格，正量検査規則の制定など木材流通市場の

側面から行政のテコ入れを要請した。それにより，昭和9年4月に「北海道林産物検査規則」

が制定され，以降本来資本が担うべき流通機能の一部を地方行政に肩がわりさせた。

昭和 12年のB華事変を契機とする戦時経済への突入とともに，彪大な軍需用材の生産，流

通を円滑に遂行するために，同 14年9月「用材生産統制規則J，同 15年 10月「用材配給統制

規則」の制定， さらに同 16年3月には「木材統制j法」により木材統制機関として日木社，地

木社が組織され，木材の生産統制，流通統制は急速に整備，確立していった。そして北海道の

製材業，素材生産業は r道営検査」を媒介としてすみやかに木材統制機構のなかに組み込ま

れていった。木材統制機構を軸とした戦時期の木材増産は，地場の素材生産業者，製材業者，

製炭業者を総動員しつつ展開し，そのなかで戦時増伐の重要な位置を占めたのが，それら地場

の資本に対する国有林材立木処分の開始であった。

鵡川流域では昭和恐慌期以降製材業の展開がみられなかったこともあって製炭業，素材生

産業が戦時体制期の増伐をにない，沙流川流域では昭和恐慌期以後急速に生産領域を拡大した

岩倉組などの素材生産業者，製材業者が広葉樹原木の増伐をおこなうとともに，製材業，合板

業の成立とその拡大を背景に，内地向け広葉樹製材品生産地としても展開した。

この時期の両流織の林業生産，製材業の特徴は，第 1に沙流川流域において地場の製材業

が，とくに昭和恐慌期以降急速な展開をとげたことにある。第2に地場の製材業，素材生産業，

製炭業に対する国有林，道有林の立木の払い下げが開始されたことにある。そして第3に昭和

9年から始まった「北海道林産物検査」から昭和16年の「木材統制法」の制定に至る過程で，
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組織化，統制化された木材市場のなかに組み込まれたことである。つまり，一定程度の地場の

資本の成長と["北海道林産物検査」を媒介としたそれらの組織化を前提とし，戦時統制下の

もとで木材統制機構を実質的に支配した三井物産など独占資本が，地場の資本を木材統制機構

のなかに組み込み収奪したといえよう。

4) 昭和20年代

戦後日本経済の再建が，石炭，鉄鉱業を輸とする傾斜生産とそこへの資本の集中投資とい

うかたちでおこなわれるなかで，低廉な労働力を確保，再生産するために，安価な建築用材の

大量供給は，総資本による至上命令であった。そうしたなかで，昭和25年に公入札を原則と

して成立した「固有林の産物売払い規程」は，公入札を原則とする故に地場の製材業，素材生

産業者に対する随意契約による国有林立木の売払いをおこないえず，急激に増大した復興需要

に対応しうるものではなかった。そのため「国有林の産物売払い規程」の根拠法のひとつであ

る「固有林野事業特別会計法施行令」を昭和27年に改正し，直需者直売という形で地場の製

材業者に対する国有林立木の随意契約処分を可能ならしめた。道内の製材工場は， 昭和26年

までに 1，171工場に増加しており， 戦時統制期以降随意契約により国有林立木を購入していた

多くの製材業者にとって昭和27年の国有林の産物売払い規程の改正と確立は，地場の製材業者

に対する随意契約処分の法的，制度的な追認であった。と同時に，国有林と係わる地場の製材

業者は素材生産業を兼ねそなえざるをえないものとして規定づけられ展開することとなった。

昭和20年代の製材業の増加は，鵡川，沙流川流域においてもその例にもれず，鵡川流域で

は，他地域から国有林立木を求めた比較的規模の大きな製材資本の参入と，地場の零細な製材

工場の増加により戦時統制期の 3工場から昭和26年には 18工場に，また沙流川流域で、は戦時

統昔話l期に展開，拡大した地場の製材業を中心に昭和 14年の 14工場から同 25年 17工場へと増

加した。流域製材業の国有林からの立木購入の増大は，道内市場に対応する針葉樹建築用材生

産と内地，外国市場に対応する広葉樹製材kの二つの市場対応を生みだし，主として道内市場

向け製材品生産地としての展開方向を示した。また，流域製材業は，素材販売業者としてもそ

の市場機能を担当していた。

この期の両流域製材業の特徴は，戦後復興需要，朝鮮特需を背景とする木材需要，とくに

建築需要の拡大のなかで，第1に，地場の製材業が製材原木生産の対象山林として国有林に大

きく依存し，国有林の地場の製材工場に対する立木処分の中心が随意契約処分と L、う形で制度

化されたことである。第2に，地場の製材資本がみずから道内を中心に市場形成をおこない，

製材産地化の方向をたどったことである。第3に，三井物産などの独占資本との関係では，木

材統制機構の崩壊，財閥解体などによる独占資本の混乱のなかで，国有林材随意契約処分の制

度化をつうじて地場の資本の独自的展開がむしろ助長されたことである。
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5) 田和30年代

昭和30年代に入ると国有林の年間森林伐採量は，約5∞万 m3から約加O万m3へと増加

するとともに，道内森林伐採量のなかに占める国有林の比率を針葉樹，広葉樹ともに増大させ

た。 こうした道内国有林の伐採量の増大が， 国有林経営の合理化とくに昭和 33年以降の大面

積皆伐，一斉造林という施業方式の画一化によるものであることは周知の事実である。

そうした道内での国有林伐採量の多量性を物質的基盤として，国有林は，紙パルプ資本そ

して製材業を中心とする中小零細な木材関連資本の動向に，国有林の販売制度それ自体が直接

反映する体制jを作りだしていった。 r地元工場に対する個別配材基準についてJ(昭和35年)，

「国有林材の販売方法別販売総量ならびに需要部門別飯売数量の決定方法についてJ(昭和36

年)にはじまる昭和30年代後半の一連の販売制度の合理化と，その一環としてあった「北海道

内営林局連絡調整事務室Jの設置は，製材原木の多くを固有林に依存せざるをえない道内製材

工場に対してまさに固有林経営優位の体制をつくりだした。また，道内製材工場の多くが製材

生産者であるとともに，木材市場流通担当機能を兼ねそなえるため，国有林の販売制度が，製

材工場に対して市場政策的な意義をもつものとしてたちあらわれ，一連の販売制度の合理化は，

国有林経営優位の体制のもとに，製材工場の消長をも決するような構造をつくりだした。こう

した国有林の販売制度は，昭和30年代後半には製材工場の合同，合併，協同組合化の促進を

はかるスクラ、yプ・アンド・ビルド政策として展開した。そして，それは同時に，北海道ノ'()レプ

材協会を中心とする寡占体制をすでに作りだしていた紙ノりレプ資本に対する優遇政策としても

展開した。

また昭和30年代は，紙パルプ資本が製材工場を支配，系列下に組み込みつつ道内木材市

場を再編成してL、く時期でもあった。紙パルプ資本は，製材業者のもつ素材生産機能をノ'()レプ

原木生産に利用し，さらに資金，機械の貸与をもってするチップ生産は，製材業者によるパル

プ原材料生産の側面をより強化した。つまり製材業者は，素材生産，チップ生産における低賃

金労働力を媒介として低価格のパルプ原材料生産の下請をすることとなったのである。

鵡川，沙流川流域では，上流部針葉樹地帯での王子製紙による森林資源の独占的掌握の崩

壊，下流部での木炭生産の崩壊，そして国有林直営生産の拡大が， 昭和30年代の林業生産の

変化のなかで特徴的であった。また地場の資本による素材生産は，木炭生産の崩壊と木炭業者

の一部の製材業への転換のなかで，製材業者によるそれに集中していった。

両流域の製材生産は，自支庁及び石狩地方を市場とする針葉樹建築用材生産にさらに集中

しつつ展開し，その工場原木は，国有林立木の素材生産(随意契約ないし指名競争により購入

した)を基軸部分とし，固有林直営生産材また紙ノfノレプ資本からの針葉樹原木の購入を補完部

分としていた。 このようにして，昭和20年代以降， この期を通じて道内向け針葉樹建築用材

生産地としての位置をかためたのである。 と同時に， 昭和 30年代前半に始まった製材工場の
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チップ生産は，紙ノ'()レプ資本のチップ集荷圏のなかで大きな比重を占めることとなり，昭和30

年代半ばには製材工場の購入原木のうち 20~30% が，パルプ原木ないしはチップとして紙パ

ルプ資本に販売されることとなった。このように道内的にみてもチップ生産開始時のはやい両

流域の製材業は，低廉な労働力を利用し安価なパルプ原材料の獲得を目的とした紙パルプ資本

のパルプ原材料生産業者として系列下に組み込まれていった。

重量脅および引用文献
1.経済学一般

1) レー=ン Iロシアにおける資本主義の発達J(大月書庖).昭和44年‘
2) レーニン Iいわゆる市場問題についてJ(大月書庖).昭和46年.
3) 揖西光速 I日本資義発達史J(補訂版)，昭和44年.

4) 揖商光速続日本資本主義発達史J.昭和32年.
5) 大内 力 I日本経済論j，昭和37年.
6) 大内 力 I農業恐慌論j，昭和29年.

7)長幸男 I昭和恐慌j，昭和48年.
8) 提西光速・岩尾裕純・小林義雄・伊藤岱吉編 I講座中小企業1j，昭和35年.

9) 御園喜博 I農産物市場諭j，昭和42年.

10) 柴短和夫 I三井，三菱の百年J.昭和48年.
11) 伊藤俊夫編 I北海道における資本と農業j.昭和33年.

12) 湯沢誠 I北海道農業論序説j，昭和29年.

13) 湯沢 誠北海道における地場資本の展開についてJW研究季報』第7号(農業総合研究所北海道支
所L昭和32年.

2. 林業経済一般

的大日本山林会 I明治林業逸史j，昭和6年.

2) 赤井英夫 I木材市場の展開過程j，昭和43年.

3) 薬問 治 I日本木材統制l史j，昭和38年.

4)林野庁 r国有林10年の歩みJ，昭和32年.
5) 山崎慎吾 I日本林業論j，昭和25年.

6) 日本林業協会 I林政20年史J.昭和41年.
7) 栗原百寿 I日本における木材市場および倒絡の史的展開j W月刊林材JJ，昭和28年12月号~昭和29
年3月号所収.

8) 林業発達史調査会 r三井物産株式会社木材事業治革史j，昭和33年.
9) 林業発達史調査会 r製材工業発達史j，昭和31年.
10) 林業発達史調査会 r北洋材輸移入史(上，下)J.昭和31年.
11) 萩野敏雄 I森林開発の理論jW林業経済JJ，No. 89，昭和31年.
12) 萩野敏雄 r木材資源の基礎理論JW林業経済JJ.No. 199.昭和40年.
13) 萩野敏雄 r木材消費構造問題JW林業経済JJ.No. 157.昭和36年.
14) 萩野敏雄 I北洋材経済史論j，昭和32年.
15) 鈴木尚夫編 I現代日本産業発達史 XII紙・バルプJ.昭和42年.

3. 北海道関係の称業経済

1) 北海道 r北海道山林史j，昭和28年.
2) 旭川営林局 I旭川営林局史第1巻J.昭和35年.

3) 北方林業会 I北海道の鼠書記録J，昭和34年.
4) 農商務省山林局 I室蘭外拾大市場木材商況調査書J，明治42年.
5) 須永欣夫北海道材話J，昭和13年.
6) 津村昌一 I北海道林業発展史j，昭和28年.



98 北海道大学農学部演習林研究報告第33巻第1号

7) 津村昌一編 r北海道山林史余録J，昭和28年.
8) 北海道庁林務部 r北海道林産物検査35年の歩みJ，昭和44年.
9) 小関隆藤 r北海道林業の発展過程JW北海道大学農学部演習林研究報告~，第 22 巻第 1 号，昭和 37 年.

10) 小関隆蔵 r戦後の北海道林業の展際J(f北海道林業の諸問題」所収)，昭和43年.
11) 加納互全・小関隆蔵・霜鳥 茂 r北海道における素材生産構造J(林野庁)，昭和34年.
12) 小関隆棋・霜鳥 茂・和 孝雄・有永明人他5名 r北海道の素材生産業に関する調査J(北海道大学農学

部林政学教室)，昭和40年.

13) 霜鳥 茂 r北海道における素材生産業の性格J(r北海道林業の諸問題」所収)，昭和43年.
14) 霜鳥 茂 r北海道における薪炭生産の実態J(r薪炭望書援の減少に伴う林種転換とその方向に関する調

査報告書J所収.林野庁)，昭和36年.

15) 霜鳥 茂 r道産有用広葉樹製材の生産と流通J(r第84回日本林学会大会講演集」所収)，昭和49年.
16) 霜鳥 茂 r北海道における山村と林業問題JIi'北方林業~，第 22 巻第 2 号，昭和 45 年.

17) 霜鳥 茂・和 孝雄・石井 寛 r国有林材の流通園および消費に関する調査(4ト北海道有用広葉樹一」
(林野庁)，昭和45年.

18) 有永明人・石井 寛 r国有林経営をめぐる 2つの道JW農林統計調査 1970.12~，昭和 45 年.

19) 石井 寛・有永明人 r北海道における木材工業の成立過程一林業生産の資本制発展と関連してー」
(r第80回日本林学会大会講演集J所収)，昭和44年.

20) 石井 寛 r1955以降におけるパノレプ産業の原木集荷機構の変化一北海道を中心にしてーJ(r第78回

日本林学会大会講演集」所収)，昭和42年.

21) 石井 寛 r北見地方における木材工業の展開過程一津別町の事例よりーJ(r第82回日本林学会大会

講演集J所収)，昭和46年.
22) 和 孝雄・石井 寛・成田雅美・秋林幸男・餅国治之 r戦前期における鵡JlI流域の林業展開JW北海道大

学農学部演習林研究報告~，第 31 巻第 3 号，昭和 49 年.

23) 秋林幸男・有永明人・神沼公三郎 r北海道における林業労働力再編の動向ー森林組合労務班と山林労
働組合一J(r第四回日本林学会大会講演集」所収)，昭和46年.

24) 安藤嘉友 r北海道における国有林材の販売制度の変遷に関する研究 (I)J W林業経営研究所研究報告
'68-2~，昭和 44 年.

25) 赤井英夫 r北海道におけるパルプ材市場の展開過程JW林業経営研究所研究報告 '66-12~，昭和 41 年.

26) 吉沢武勇 r園内産チップ生産構造とチップ輸入JW林業経済~， No. 266，昭和45年.
27) 北海道内営林局連絡調整事務室 r北海道内営林局の事務連絡調整についてー農林省司11令第64号をめ

く、って-JW札幌林友~， No. 102，昭和37年.

28) 林業発達史調査会 r北海道及樺太における林業開発事情についてJ，昭和28年.

29) 八巻渉吾 r北海道における木材産地型市場の流通構造ー上川産地市場を中心としてーJW北海道農林
研究~，第 26 号，昭和 40 年.

30) 八巻渉吾 r北海道における木材消費地型市場の流通構造一札樽市場を中心としてーJW北海道農林研
究~，第 24 号，昭和 39 年.

31) 高橋欣也・西村勝美 r製材流通に関する研究第I報JW北海道農林研究.11，第31号，昭和42年.
32) 高橋欣也・西村勝美 r製材流通に関する研究第II報JW北海道農林僻究.11，第33号，昭和43年.
33) 高橋欣也 r木材需給動向に関する研究第I報J11'北務道農林研究.!l，第31号，昭和42年.

34) 高橋欣也 r木材需給動向に関する研究第II報JW北海道農林研究.11，第33号，昭和43年.
35) 高橋欣也 r林産物の価格形成に関する研究第I報J11'北海道農林研究~，第 35 号，昭和 44 年.

36) 高橋欣也 r林産物の価格形成に関する研究第II報JW北海道農林研究.11，第37号，昭和45年.
37) 高橋欣也 r製材流通の地域性JIi'木材の研究と普及.11，第183号，昭和43年.
38) 高橋欣也 r製材工業の季節性の要因J(r北海道経済の季節性一実態」所収)，昭和44年.
39) 商村勝美 r木材流通担当者の経蛍動向に関する研究第 I報J11'北海道農林研究.!l，第35号，昭和44年.

40) 西村勝美 r木材流通担当者の経営動向に関する研究第 II 報H北海道農林研究~，第 37 号，昭和 45 年.

41) 西村勝美 r木材工業製品の市場構造に関する研究第m報J11北海道農林研究.lI，第43号，昭和48年.
42) 北海道立総合経済研究所 r木材市場対策基本調査報告書J，昭和40年.
43) 北海道立総合経済研究所 r高度成長下の地場産業J(地方調査機関全国協議会創立20周年記念「地域



鵡川， 1:少流川流域における製材業および木材市場の史的展開に関する研究 (成田 99

と産業」所収)，昭和44年.

44) 北海道立総合経済研究所 r北海道経済の現況と課題j.昭和47年.

45) 北海道開発庁 r昭和26年度北海道総合開発調査，日高奥地林開発調豪報告書j.昭和26年.

46) 長池敏弘 r北海道沙流川地方における地元製材工場の実態についてj Ii'札幌林友.11，昭和32年1月号，
昭和32年.

47) 財団法人山村振興調査会 r道内国有林山村のすがたと進路ー北海道沙流郡日高町j，昭和41年.

48) 小林 裕 r北海道における採取技術の展開j(r北海道林業の諸問題」所収L昭和43年.
49) 大金永治・生井郁郎・前田 満・和 孝雄 r北海道林業技術発達史論j，昭和48年.

50) 北海道庁拓殖部 r殖民公報j，第1号-128号..(明治34年~大正 10年).

51) 北海道林業会 r北海道林業会報j.第1号-459号， (明治 36年~昭和17年).

4. 社史，町村史，その他

1) 成田潔芙 r王子製紙社史j，昭和32年.
2) 本州製紙株式会社 r本州製紙社史j，昭和41年.
3) 北海道庁殖民部 r北海道殖民状況報文日高国j，明治32年.

4) 平取外八カ村小学校組合会編 r平取外八箇村誌j.大正6年.
5)平取村 r平取開村50年史j.昭和27年.

6) 平取町 r平取町史j.昭和49年.
7) 日高村 r日高村50年史j.昭和31年.
8) 門別町 r門別町史j，昭和36年.
9) 静内町 r静内町史j.昭和3a年.
10) 北海道日高支庁 r日高開発史j.昭和29年.
11) 鵡J1I町 r鵡J1I町史j，昭和43年.
12) 穂別町 r穂別町史j，昭和43年.
13) 占冠村 r占冠村史j.昭和38年.

14) 林野庁 r林業関係重要法令集j，昭和29年.
15)林野庁 r昭和35年度国有林野産物販売通建築j.

16)林野庁 r昭和38年度国有林野産物販売関係通達集j.
17) 林野庁 r昭和39年度国有林野産物販売関係、通達集j.
18) 棋 重博 r国有林野の産物売払規定解説j.昭和41年.

19) 金子信尚第弐版北海道人名辞典j.大正12年.

5.統計書

1) 北海道庁拓殖部 r北海道森林統計書j，第 1次~第5次(大正3年~大正7年).
2) 北海道庁拓殖部 r国有林事業成績j.第1次~第19次(大正 10年~昭和 14年).

3) 北務道庁拓殖部 r林産物移動状況j.第1次~第9次(大正10年~昭和4年).

4) 北海道庁拓殖部 r林産物車両移出状況j.第1次~第5次(昭和7年~昭和11年).
5) 林野庁 r国有林事業統計書j.第1次~第四次(昭和23年~昭和40年).
6) 北海道林務部 r北海道林業統計j，(昭和'23'隼~昭和40年).
7) 農林省統計調査部 r1960年世界農林業センサスj.昭和37年.

8) 王子製紙株式会社 r山林事業統計第 1 集j~ 昭和 26 年.

9) 北海道庁林務部林産課，北海道総合経済研究所 r昭和36年度木材流通調査」‘
10) 右左府村 r右左府村勢一覧J，大正12年.
，11) 右左府村 r右左府村一覧J.昭和9年.
12)平取村 r平取村勢}班j，昭和3年， 4年.5年.8年.
13) 門別村 r門別村統計一直J，明治44年.
14) 門別村 r門別村勢一斑j.大正10年，昭和5年.

15) 門別村 r門別村勢要覧j，昭和8年.
16) ，鵡川村 r鵡川村勢一覧J.昭和3年.
17) 鵡川村 r鵡川村勢ー班j，大正15年，昭和8年.



100 北海道大学農学部演習林研究報告第33巻第l号

18) 穂別村 r穂別村勢一覧j.昭和8年.
19) 占冠村 r占冠村勢要覧j.昭和8年.
20) 北海道林材新聞社 r北海道木材業者名簿j.昭和26年.
21) 北海道木材協会 r北海道木材業者及製材業者名簿j.昭和33年，昭和37年.
22) 北海道木材林産協同組合連合会 r北海道木材業者及製材業者登録名簿j.昭和41年.
23) 北海道パルプ材協会 rパルプ材統計要覧j.昭和42年，昭和46年.

Summary 

ln this paper， the author studied on the historical development process of sawing 

industry and the lumber market in both Mukawa and Saru watersheds. 

1. 1908-1919 

The lumber production in both Mukawa and Saru watersheds was begun very 

lively by Oji Paper Company and恥1itsuibussanCompany at the end of Meiji period. 

Along the downstream of those watersheds， few saw mills started their business on 

a extensive scale at the beginning of Taisho period， those saw mills were under 

supervision of Mitsuibussan Company. 

2. 1920-1931 

On the other hand， especially in the Mukawa water.sheds， saw mills also started 

their business on a small scale since 1921. Such a local sawing industry being formed 

since 1921 reduced its scale under the despresion directly based on World War 1 and 

saw mills went into bankrupt regardless of their factory scale in Showa panic period. 

3. 1932-1945 

The timber controlled structure was built under the wartime economy since 1933. 

The local sawing industry and lumber makers were incorporated into this structure， 

the national demand for increasing lumber production mobilized them entirely under 

the wartime economy. The places for producing lumber in those watersheds moved 

gradually from private forest to national forest because the former devasted for a fairly 

vast area after Taisho period. 

4. 1946-1954 

The number of saw mills Increased not only in those watersheds but also in the 

whole of Hokkaido in order to supply recoJ;lstructed materials and national forest 

authorities established tl;:!，e lumber selling system in 1947. Thus， sawing industry in 
those watersheds realized the district for prod1，l.cing construction timber of soft wood. 

5. 1955--1964 

As the cut volume of national forest grew larger after 1958， the lumber selling 
system came to have a significance in the Hokkaido lumber market policy. The capital 

of paper pulp companies being supported well by national forest authorities reorganized 

the lumber market in Hokkaido. Under such circumstances， the saw mills in those 

watersheds ensured their position as the place for producing timber of construction， at 

the same time， they came to the subcontract maker of paper pulp companies and 

produced pulp material by employing cheap wage labourers. Therefore， the paper pulp 

companies secured an advantageous position by supporting their own subcontract 

makers. 


